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第１章 序論 

 

1.1 はじめに 

 

現在の多様化する建築物へ対応するために、2000 年の建築基準法改正で防火規定

の一部に性能規定が導入された。避難安全性に関しては、建築基準法施行令第 129

条の 2 および同第 129 条の 2 の 2 で階避難、全館避難に関して建築物の避難安全に

関する性能が定義され、性能的手法に基づく避難安全検証法 1)（以降、避難検証法と

いう）が平成 12 年建設省告示第 1441 号、1442 号として導入された。このような性

能的手法によれば、従来の仕様的な基準に縛られず、自由度の高い設計を行うことが

可能となる。 

性能的な手法が法規制に取り入れられたのは非常に望ましいことであるが、現行の

避難検証法の問題点として次のようなことがあげられる。初めに、仕様規定との不整

合である。仕様規定では規模の大きな空間の規制を厳しくするなど、経験的ながら火

災リスクに対する考慮が働いていたが、現行の避難検証法では火災リスクの観点が欠

如していると考えられ、火災リスクの点では些末な対象である小規模居室において評

価が厳しくなる傾向がみられる。次に、検証で考慮する設備の作動信頼性をスプリン

クラー設備 0％、排煙設備、防火扉・防火シャッター100％とアンバランス、かつ、

決定論的に扱っている問題がある。100%作動すると設定した防火対策が不奏功にな

った場合のフェイルセーフの考え方が欠如し、防火対策の技術開発を不活性化する恐

れがある。さらには、検証作業において、労力がかかる部分と避難安全上重要な部分

に不整合が生じている問題があげられる。居室、階、全館では出火率、避難対象者に

格段の差があり、また過去の火災事例を鑑みても階、全館避難に関わる避難施設の重

要性は高い。しかし、現在の避難検証法では居室内の間仕切りを考慮した検証に対応

するため、居室避難の検証に多大の労力と時間が費やされ、評価の重点が完全に逆転

しており階避難、全館避難の検証に対して注力できていない状況にある。 

火災リスクを考慮すれば階避難、全館避難は現在より綿密な安全検証が求められる

反面、居室避難については簡易化することが可能と考えられる。階避難、全館避難の

検証方法については引き続き検討が必要だが、本研究ではリスク概念に基づき、適切

に防火対策の効果や居室の火災危険度を考慮し、避難リスクの小さい室の検証を簡便

に行うことが可能な居室避難安全評価手法の検討を行う。 

 

1.2 避難検証法の現状 

 
(1) 仕様規定との整合性 
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従来の仕様規定では、大規模な建築物や出火危険性の高い部分ほど基準を厳しくす

るなど、明示的でないながらも極めて経験的に火災リスクの考えが反映されている。

しかし、現在の決定論的な避難検証法にはこのような重要な火災リスクへの配慮がな

されず、建物の規模や出火危険性に関わらず可燃物密度と内装材料のグレードに応じ

た同一の設計火源の下で同一のクライテリア（「避難完了時間≦煙降下時間」）を満足

すれば安全と見なされる設計法となっているため、小規模な居室での評価が厳しくな

るなど、従来の仕様規定とのギャップあるいは逆転が生じている。 
 

(2) 設備的対策の扱い 

現行の居室避難検証法では、排煙設備、防火扉、防火シャッターの作動は確実に行

われるとした条件をもとに、評価の対象となる建築物が安全上の基準を満足するかど

うかを判断する決定論的手法が用いられている。決定論的手法では想定した条件が想

定される全ての事象の中でどの程度の影響度を持つかが不明である。また想定した条

件によって評価結果が異なる可能性がある。 

逆に、火災初期の火災抑制効果が高いとされるスプリンクラー設備は評価に考慮さ

れていない。排煙設備や防火シャッターが効果的に機能しない場合への一定の配慮が

なされる一方で、現在の避難安全検証では考慮されていないスプリンクラー設備の評

価が可能となれば、設置コストに見合った設計の自由度が設計段階で得られ、設計者

も現在よりも防火対策の実施に積極的になると考えられる。 
 

(3) 避難検証法の居室避難の作業量と適用状況 

防火対策の合理化や設計の自由度を目的として、避難検証法は現在までに多くの建

築物に適用されている 2),3)。避難検証法には階避難と全館避難があり、階避難検証法

では避難施設、排煙設備、内装制限等、全館避難検証法では上記に加え防火区画、物

販店舗の階段幅等の規定の一部が適用されず、より多様な計画が可能となる。これら

の避難検証法については平成 12 年建設省告示第 1441 号、1442 号に示されており、

階避難では居室、階の 2 段階に分け、全館の避難検証法では、居室、階に加え全館の

避難安全性を確認する。当然のことながら、全館避難検証は階避難検証と比較して、

評価対象階が多くなるため作業量が非常に多くなる。例えば、40 階建の事務所ビル

の基準階に居室数が 100 以上あれば、建物全体では居室数が 4000 室以上となる。仕

様規定では規模の小さな室には既定の除外項目を設けるなどの措置が取られている

が、現行の避難検証法は居室避難検証において、火災リスクが小さいと思われる極小

規模な居室や避難者が少ない用途も含めて全ての室の検証を行う必要がある。そのた

め、上記の 4000 室の例のような場合では、避難安全上危険性の低い小規模居室の検

証作業に時間を費やし、避難上重要な廊下や階段の設計が疎かになる可能性がある。 
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国土交通省では階避難、全館避難の大臣認定取得した建築物を公表している 4)。認

定を受けた構造方法等の名称が同じ建築物を変更申請（以降、変更）と判断し、新規

と変更別に件数を集計した結果を図 1.1 に示す。新規の認定件数をみると、2000 年

の性能規定の導入から 2003 年までは認定件数が急激に増加し、2005 年から 2008 年

までは年間約 50 件で定常状態で推移し、2009 年から減少傾向がみられる。2010 年

の新規件数は半数以下になっている。一方、変更件数は 2008 年に急増し、2008 年以

降は新規の件数を上回っている。認定回数をみると、変更申請は半数以上で行われて

おり、一番多いもので 11 回の変更申請を提出しているものがあった。これは、2007

年の改正建築基準法による審査の厳格化により、建築物が竣工するまでの間の設計変

更に追従して必要となる変更申請が多く行われていることが関係していると思われ

る。このように、認定業務は近年変更申請対応に労力が費やされていることがわかる。

現行の避難検証法は基本的に図面との整合性を問うので、居室のような間仕切り変更

が多い場合は、その都度検証を行う必要があり非常に過大な作業量を強いられる。ま

た、図 1.1 をみると、全館避難件数は認定取得件数の約 8 割を占めており、認定 1 件

の作業量が多いことが読みとれる。防火設計者へのアンケート調査 5)では、「設計手

間のかからない仕様規定の方が経済的である」などの作業量や手間の多さに関する多

くの問題点が寄せられており、作業量や申請対応の煩雑さは性能的手法に基づく設計

の普及の障害となっている。この問題は国土交通省建築指導課でも認識されており、

‘あらかじめの検証’により検証の範囲を定めておき、変更がその範囲に収まってい

れば改めて大臣認定を取り直す必要がないよう考えられている。しかし、どのような

変更が生ずるかの予測が難しいため、広く変更内容を取り込むためのルールが複雑化

する傾向があり、また、それでもなお‘あらかじめの検証’範囲を外れる計画もあっ

て成功しているとは言い難い。 
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(a) 新規              (b) 変更 

図 1.1 大臣認定取得件数 4)（制度開始から 2011 年 8 月 18 日までの件数） 

認定回数 件数
1 266
2 106
3 66
4 31
5 10
6 5
7 5
8 2
9 0
10 0
11 1
合計 492
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1.3 居室避難安全検証における技術的課題 

 

上記は避難検証法の問題点の一部であるが、これらの問題点を解決することを目標

として、リスクの概念を取り入れた避難安全設計法（以降、リスク避難安全設計法）

の検討が行われている 6)~14)。本研究では上記の避難検証法における問題点を改善する

ために、リスク避難安全設計法の枠組みを利用した居室避難安全評価手法の構築が有

効であると考える。居室避難安全検証における技術的課題を以下に示す。 

 

(1)建築物の用途や規模に応じた火災リスクを考慮した避難安全性評価 

規模の大きな空間では火災発生時に多数の在館者が被害にあう可能性があり、また、

用途により出火率も異なる。仕様規定では過去の火災事例を教訓に規模や空間の火災

危険度に応じて防火対策が強化されてきた。このように仕様規定は長年に渡って培わ

れた知見が凝縮された結果であるため、仕様規定の火災危険度に応じた規制など仕様

規定の水準の必要な部分を踏襲する必要がある。よって、現行の仕様規定に準拠し設

計された建築物の火災リスクを明確化し、これらの規模や出火率の違いを考慮可能な

火災リスクの概念に基づいた居室避難安全評価手法の構築が必要である。 

  

(2)スプリンクラー設備等の防火対策の作動信頼性を考慮した避難安全性評価 

建築物の火災時の避難安全性は、1 つの火災安全対策のみで達成するものではなく、

スプリンクラー設備や排煙設備等の設備的な対策、避難階段の容量や避難施設に至る

までの歩行距離の制限等の建築的対策、公的消防の消火・救助など、複数の対策の組

合せで確保されている。防火設備（防火戸）や排煙設備等の設備的対策は、火災拡大

や煙伝播防止を図るために設けられるが、いずれも 100％の信頼性を有するものはな

く、これらが正常に機能するか否かは避難安全性に大きな影響を与える。これらを評

価上 100％の効果があるとして決定論的に扱うと失敗した場合致命的な結果を導く

恐れがある。逆に、現行の性能評価ではスプリンクラー設備の効果を見込むことはで

きず、スプリンクラー設備の効果を適正に評価に考慮する必要がある。建築物の性能

的避難安全評価は、設計火源を用いて避難経路の各部分の安全性が確保されているこ

とを確認するが、合わせて設備的対策の作動信頼性を考慮した設計火災シナリオの設

定が必要である。 

 

(3)居室避難検証の省力化 

現行の居室避難検証法では、出火の恐れのある全ての室を対象として、火災リスク

の大きさに関わらず、同じ労力をかけて検証を実施する。火災リスク、すなわち出火

率と火災による潜在的な死傷者数の大きさを考えると、階避難や全館避難の検証に注
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力する必要がある。このため、居室避難の検証においては、火災リスクの小さい室の

検証省略や簡易な条件をチェックするのみの簡易検証法により、居室避難の詳細検証

を必要とする居室数を減らし、居室避難検証の省力化を図る手法の構築が必要である。 

 

1.4 既往の研究 

 

リスク概念に基づいた居室避難安全評価法を構築するためには、火災シナリオに基

づく評価手法の構築、許容レベルの設定、リスク概念に基づいた火災規模（設計火源）

の決定、スプリンクラー設備の奏功率の設定、その設計火源の下でスプリンクラー設

備の効果を考慮し在館者避難を完了するまでの間、避難経路の各部分の煙が避難上支

障ないことを簡易に検証するための手法の構築が不可欠である。関連する既往研究を

以下に示す。 

1.4.1 避難安全設計法に関わる研究 

(1)決定論的な避難安全設計法 

建築物の大規模化、複合化に伴い、建築基準法の防火規定は仕様規定で不合理が生

じるものが増加した。このような背景のもとに、建設省総合技術開発「建築物の総合

防火設計法の開発」（通称：総合防火設計法）15)は、建築基準法の制度の中で運用さ

れることを想定し、仕様書的防火規定に代わる性能的な防火設計法を開発する目的で

1982 年から 5 年間に亘って実施された。総合防火設計法は建築学会の防火委員会に

作業が受け継がれ、建築物の火災安全設計指針 16)が作られた。総合防火設計法は、仕

様規定によるものと同等の安全性があると認められたものには規定を適用しないこ

とを大臣が認定する建築基準法旧第 38 条（以降、旧第 38 条）の制度に基づき多くの

建築物に利用された。総合防火設計法を用いた性能評価では、空間の避難安全性を確

保するための設備的対策を考慮した火災シナリオを設計者が想定しながら評価を実

施していた。また、吹抜けの区画緩和など防火シャッターが数か所不作動な場合のシ

ナリオを考慮するなど、複数の火災シナリオによる評価も行われていた。しかし、設

備的対策の考慮の方法は確立されておらず、設備の作動信頼性は評価委員により異な

るなど、想定条件の一貫性に欠ける部分があった。 

また、旧第 38 条では、仕様規定に抵触する項目の性能的な評価に加え、防災計画

指針に基づく避難計算 17)（以降，指針法）による確認が必要となる。指針法の目的の

一つは設計者に経路上の過度の滞留発生等、避難動線について意識させることにあり、

防火対策や想定火源は明示しないが、居室面積や避難経路までの歩行距離等の空間的

な条件から避難のし易さを評価する。設計者にとって比較的わかりやすい手法である。 

次に、2000 年には改正建築基準法が施行され、避難関連規定（建築基準法施行令

第 129 条の 2 および同第 129 条の 2 の 2）に性能規定が導入された。性能を確認す
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る方法については、平成 12 年建設省告示第 1441 号、1442 号で定められた避難検証

法を用いる方法（ルート B）と高度な検証法を用いて国土交通大臣の認定を受ける方

法（ルート C）がある。ルート B は告示で定められた設定条件や計算式を用いて評価

を行うため、専門知識を持たない設計者でも検証を行うことが可能な設計手法である。

建築物の避難安全性を性能的に評価することで、歩行距離の上限や排煙設備の容量等

を仕様的な基準にとらわれず設計することを可能としている。しかし、火災時の避難

行動や煙の性状に関連する空間の条件は評価結果に関係するため、空間条件の拾い出

しや検証に用いた条件の確認作業などに労力を要する。また、現状の検証においては、

建築基準法で規定がなされる防火対策（防火設備、排煙設備）については確実に作動

するとして評価を行っているが、対策の作動信頼性の扱いが明確になっていないため、

火災覚知システム等の新しい対策やスプリンクラー設備の効果を評価法に導入する

ことは容易ではない。防火対策を付加したことによる安全性能の向上が評価に反映さ

れないことは、設計者、建物オーナーの安全性向上の意識の低下を招く恐れがある。 

(2)信頼性を考慮した火災危険度の評価法 

避難検証法を始めとする現在存在する性能的火災安全設計では、基本的に１つの火

災シナリオに従って避難者が煙による危険に対して支障がなく避難可能なことを確

認するが、実際は防火対策の作動の有無などにより複数の火災のパターンが存在する。 

このような複数の火災シナリオを評価する設計法の試みとして、志田らは建築物の

危険度を定量化することを目的として「各空間で滞在時間当たり火災により死亡する

回数」を危険度と定義し、機器類と人間側の対応の時間経過を考慮したイベントツリ

ーを作成し、各シナリオに基づいて煙性状予測、避難行動予測を行い、危険度を算定

する手法を提案している 18)。掛川も同様に火災シナリオに基づき、火災時の様々な不

確定要因を考慮した避難安全評価手法の提案を行っている 19)。これらの手法により、

防火対策を設置した場合としていない場合の効果や平面計画の比較を定量的に比較

することが可能となる。 

しかし、これらの評価手法は全てのシナリオについて避難安全性を評価するため作

業量が膨大になる。実務においてはできるだけ簡易に検証ができる方が望ましいため、

妥当性のあるシナリオの選定方法が必要となる。また、これらのリスク評価手法では

設計火源は可燃物種類により決定され、評価する居室の規模が考慮されないため、小

規模居室の評価が厳しくなる可能性がある。また、算出されたリスクによりプランや

防火対策の有効性を相対比較することが可能となるが、リスクがゼロではないことが

一般の利用者に受容されにくい問題がある。 

 

1.4.2 火災統計等を利用した設計許容避難リスクに関わる研究 

リスク評価を行うためには基準とする許容値が必要となる。許容値は事象の種類や
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時代背景などによって左右され、主観的な考えも入ることから許容値の決定は困難が

存在する。 

Starr は経年に従って危険度が収束したレベルを受認限界であると提案した 20)。ま

た、これと同じ考えで辻本は建築物の用途別（住宅、病院、旅館・ホテル）に火災死

亡率の 1970 年～2000 年の経年変化を統計データから明らかにし、調査した 30 年間

で住宅などの私的空間は殆ど変化がないのに対し、病院や旅館・ホテルの公共空間は

火災死亡率が 1970 年では住宅よりも高いのに対し、2000 年では住宅よりも低くなる

ことを明らかにしている。特に病院ではゼロに近いリスクが求められ、生活が豊かに

なるにつれて公共空間では低い死亡リスクが要求されるようになっていると報告し

ている 21)。また、火災などの災害では死亡リスクの減少が激しいものの方が人々に危

険と認識されていることも報告している 22)。 

これらのような統計データを用いた研究は非常に貴重であるが、分析が行われた時

期が古いものが多い。近年は情報開示の観点から今まで未公開であった統計データが

利用できるようになるなど、利用可能な統計データが増えている。よって、近年のデ

ータを利用しての再分析や、今まで仮定条件で設定されていた項目に対して統計デー

タを用いた分析を行う必要がある。また、既報は小火を含んだ出火率を扱っているも

のが多いが、避難安全設計では小火は考慮しないため、成長した火災を対象として統

計データを分析する必要がある。 

 

1.4.3 設計火源に関わる研究 

建築火災時の避難安全評価の一般的な方法は、在館者の避難が完了するまでの間、

火災により発生した煙が避難安全上支障ある状態にならないことを確認するもので

ある。この煙性状の予測は設計火源に基づいて行われるため、設計火源の設定如何で

評価空間の安全性は大きく異なることとなる。 

建築基準法旧第 38 条大臣特認で避難安全性能評価を実施していた時期は、総合防

火設計法に基づき、発熱速度の経時変化を 3 タイプに分類した設計火源によって、煙

流動予測を実施していた。その設計火源はゴミ箱を想定した火源（最大発熱速度

1,000kW）、ソファの燃焼を想定した火源（最大発熱速度 3,000kW）、山積みの衣類

の燃焼を想定した火源（最大発熱速度 25,000kW）である。 

2000 年以降は旧第 38 条が廃止され、性能評価においては基本的に避難検証法で設

定されている建築物の用途に基づく可燃物量に基づく火災成長率を利用して検証が

行われている。一方で、避難の性能規定の高度な検証法（ルート C）を用いる方法に

おいては、告示で規定されている設計火源によらず、実験や解析で求められた設計火

源を評価に適用することが可能とされている。空間の使用実態に見合った合理的な火

源設定を目指し、掛川らは事務室用途の代表的な可燃物レイアウト（主な可燃物は机、



 1-8

椅子、書類）を可燃物調査により設定し、燃焼実験 23)を行った結果、火災成長率 α

が 0.011～0.017kW/s2という結果を得ている。また、総務省消防庁では、掛川らの実

験と同様の執務空間の可燃物を対象とした燃焼実験に加えて、応接椅子、書類の詰ま

った段ボール箱、コピー機を加えた可燃物レイアウトを想定した燃焼実験を行い、

α=0.0139 kW/s2（机、椅子）～0.701 kW/s2（ソファー、椅子、段ボール）という結

果を得ている。また、同時に物販店舗の可燃物レイアウトを想定した燃焼実験 24)では、

α=0.0776～0.421 kW/s2という結果を得ている。 

現行の避難検証法ではスプリンクラー設備を考慮できず、スプリンクラー設備が作

動した場合の設計火源は用意されていない。スプリンクラー設備は火災初期の抑制効

果が高く、この効果を避難安全性に反映させるための試みとして掛川らは先に示した

事務所の執務机周辺の可燃物レイアウトに対する燃焼実験でスプリンクラー設備を

散水させ、発熱速度の抑制効果を把握する実験を実施している。この実験によりスプ

リンクラー設備の散水により、散水がない場合のピーク時の発熱速度と比較して、最

大発熱速度は削減され、作動時の発熱速度よりも低下することが確認された。また、

机の下などの散水量が少なくなるところや近年のパソコン等のプラスチック系材料

が使用された可燃物では溶解した樹脂がプール火災のように燃焼を継続するので完

全に消火できないことが報告された。同様に、総務省消防庁でも事務所可燃物などを

対象にスプリンクラー設備を散水させた燃焼実験を実施している。この 2 つの実験は

スプリンクラー設備を散水させ、酸素消費法により発熱速度を測定する数少ない貴重

な実験である。 

また、建築学会防火委員会火災安全設計小委員会では、可燃物の燃焼拡大に関する

データベースを構築することを目標とし、論文発表されたデータを収集し、可燃物の

形状や種類、発熱速度のデータなどをまとめる取り組みを実施している 25)。 

なお、実験において代表的な可燃物レイアウトに対して火災成長率 αを実験的に求

めているが、火災成長率 α は同じ用途でも材質や着火位置の違いにより異なるため、

このような条件のばらつきによる火災成長率 αの分布を考慮することはできない。 

 

1.4.4 スプリンクラー設備の作動信頼性に関する研究 

スプリンクラー設備はヘッドの感熱部が規格温度に達した場合に溶融し自動的に

散水されるので、人為的な判断を介さず、また感知器と比較して誤作動も非常に少な

い非常に信頼性の高い設備として知られている。過去には、百貨店や病院での大きな

火災の多発に伴い、スプリンクラー設備の設置が強化されるなどの対応がとられてき

た。このように、スプリンクラー設備は火災死亡リスクの高かった病院のリスクを低

減する 21)など、火災被害を軽減する効果の高い設備である。スプリンクラー設備の効

果を評価に導入するためには、スプリンクラー設備の作動信頼性に関する統計データ
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が必要となる。このスプリンクラー設備の作動信頼性を推定するための方法には、大

きくわけて過去の火災事例に基づく調査と日常時の定期点検に基づく調査がある。 

過去の火災事例に基づく分析では米国の NFPA の調査がある 26)。米国ではスプリ

ンクラー設備が保険料の支払いとも関係するため、古くからスプリンクラー設備の作

動信頼性に関する火災事例をもとにした統計調査が積極的に行われてきた 26)。 

一方、機器の定期点検データを利用し、故障発生部位、個数の集計により故障率を

算出する別のアプローチでは、掛川らが都内の 3652 施設のデータを利用し、スプリ

ンクラー設備の重大な故障率を算出し、スプリンクラー設備の作動率を算出している

27)。 

上記のような作動率算出に関するいくつかの研究があるが、作動に関わる確率とし

て、奏効率、作動率があり、その定義は統一されていない。避難安全設計に利用する

ための定義を明確化し、作動に関わる確率を設定する必要がある。 

 

1.5 本研究の目的と本評価法の基本フレーム 

 

本論文は、1.2 節にあげた現行の避難検証法の問題点を解決するための、火災シナ

リオを利用したリスクの概念に基づく居室の避難安全評価手法を提案することを目

的とし、以下の 6 つの内容に関する検討を行う。これらの検討により、空間の危険度

に応じた設計が可能となるため、従来の経験的に火災リスクの概念を取り入れていた

仕様規定との整合性を図ることが可能となる。また、今まで考慮されていなかったス

プリンクラー設備の信頼性に基づいたイベントツリーにより、避難システムの信頼性

を考えつつ評価を行うことが可能となる。さらに、3 段階の検証システムにより、居

室避難検証の省力化を図ることが可能となる。 

 

(1) リスクの概念に基づく居室避難検証の枠組みの検討 

(2) 統計データに基づく設計許容避難リスクの算出 

(3) スプリンクラー設備の作動信頼性と火源シナリオの定義 

(4) 避難リスクが許容避難リスク以下となる居室面積の算出（検証免除） 

(5) 煙に曝されずに避難可能な居室条件の算出（簡易検証） 

(6) 実務的適用性の検討 

 

本評価法の基本フレームを図 1.2 に示す。なお、本評価法に関する詳細は次章以降で

説明を行う。 

本評価法が基本としている概念は図 1.2 の頂点に示すように、当該居室の避難リスク

を許容避難リスク以下に抑えることである。許容避難リスクは実態に即した値とするた
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めに統計データの標準建物における避難リスクを基準とし、各用途の出火率で基準化す

ることにより、各用途の設計許容避難リスクを算出する。そして、設備的対策の避難安

全確保に関わる効果を適切に評価するために、設備的対策の成否に基づく火災シナリオ

を用いる。許容避難リスクを各シナリオに分配し、各火災シナリオの評価を行う。各シ

ナリオに分配した許容避難リスクをもとに、あるシナリオにおける避難不能者は火災成

長率の関数であると仮定し、安全側に（ある限界火災成長率を超えると避難不能者＝在

館者とする）設計火災成長率を算出する。この設計火災成長率をもとに安全検証を行え

ば避難リスクが許容避難リスク以下であることが安全側に検証できることになる。以上

が本評価法の基本部分である。 

また、実験等により煙性状や避難性状予測に関する工学的知見の蓄積が進み、それら

の知見の性能評価への適用によって、より実態に近い評価を行うことが可能である。し

かし、設計法は難解な条件設定で現実に近づけた評価を行うことが必ずしも重要ではな

く、安全側の条件設定を用いた上で適切に検証の簡易化を図ることが重要である。そこ

で、本評価法の居室避難検証においても作業の省力化を図るために、「検証免除」「簡易

検証」「詳細検証」の 3 段階の検証方法で検証する仕組みとしている。「検証免除」の条

件に満たない空間は「簡易検証」を行い、「簡易検証」の条件に満たない空間は「詳細

検証」により検証を行う。「検証免除」は居室面積、「簡易検証」は歩行距離、出口幅で

簡易に検証を可能としている。「簡易検証」は煙に曝されずに避難可能な限界歩行距離

と必要出口幅を煙性状と避難性状の簡易予測式を用いることにより算出した値と比較

することにより行う。これらの値を満足していれば、居室の避難リスクが許容避難リス

ク以下であるのと同等であると考えることができる。「詳細検証」は設備的対策の作動

信頼性に基づいた火災シナリオを用いる評価を行い、設計火災成長率 αD に基づいて煙

に曝されずに避難可能かどうかを一般の避難安全評価と同様に決定論的に安全検証を

行うものである。「検証免除」「簡易検証」「詳細検証」はいずれも目標基準に基づき構

築されているので、検証が成立する場合には避難リスクが許容避難リスク以下であるこ

とが確認されたことになる。 

本居室避難検証システムは、統計データに基づき各用途の火災危険度を適正に組み込

んだ設計火源を用い、安全側の条件設定で適正な簡易化を行った 2 つの検証手法を用い

居室避難検証の省力化を図ったことを特徴としている。 
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許容避難リスクに基づく各火災シ
ナリオの設計火災成長率αD (i)
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】

避難リスク≦
許容避難リスク

設備的対策の
成否に基づく火災シナリオ

【火災シナリオ】

許容避難リスク以下となる居室面積
（検証免除面積Asc）を用いた検証

火災シナリオに基づいた火災および避難性状の予測による検証

【検証免除】

【簡易検証】

【詳細検証】

煙に曝されずに安全に避難可能な限界歩行距離
lcrit 、必要出口幅 Bcritによる検証

 

図 1.2 本評価法の基本フレーム 
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1.6 本論文の構成 

 

本論文の構成を図 1.3 に示す。本論文は 9 章からなり、第１章は研究の背景、目的、

本研究に関わる既往の研究及び本研究の概略、また第 9 章は総括である。図 1.3 では、

本論文の主要部である第２章から第８章までの関わりを示している。 

 

第２章 リスクの概念に基づく居室避難安全評価手法の基本フレーム

第３章 統計的分析に基づく許容避難リスク

第５章 リスク概念に基づく居室避難の「検証免除」手法

第６章 スプリンクラー設備が無設置の場合の居室避難の「簡易検証」手法

第７章 スプリンクラー設備が設置された場合の居室避難の「簡易検証」手法

第８章 居室避難安全評価のケーススタディ

第４章 防火対策の作動信頼性と効果の定義

許容避難リスクに基づく各火災シ
ナリオの設計火災成長率αD (i)

【目標基準】

【設計火源】

【
居

室
避

難
検

証
シ
ス

テ
ム

】
【

リ
ス

ク
の

概
念

に
基
づ

く
避

難
安

全
設
計

法
の
基

本
部

分
】

避難リスク≦
許容避難リスク

設備的対策の
成否に基づく火災シナリオ

【火災シナリオ】

許容避難リスク以下となる居室面積
（検証免除面積Asc）を用いた検証

火災シナリオに基づいた火災および避難性状の予測による検証

【検証免除】

【簡易検証】

【詳細検証】

煙に曝されずに安全に避難可能な限界歩行距離
lcrit 、必要出口幅 Bcritによる検証

 

図 1.3 本論文の構成 
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第２章は、リスクの概念に基づく居室避難安全評価手法の枠組みについて述べ、第

３章、第４章では、本評価手法に適用するための設計許容避難リスクおよびスプリン

クラー設備の作動信頼性を統計データに基づいて検討する。設計許容避難リスクは本

評価手法での設計目標となり、スプリンクラー設備の作動信頼性は火災シナリオの生

起確率の計算に利用する。第５章～第７章は、居室避難検証の省力化を図るための検

証手法に関わる章であり、第５章は居室の避難リスクが許容避難リスク以下となる居

室面積の基準値で検証を行う「検証免除」、第６章は煙に曝されずに避難可能な限界

歩行距離および必要出口幅で検証を行う「簡易検証」でスプリンクラー設備が設置さ

れていない場合、第７章は同じく「簡易検証」のスプリンクラー設備が設置されてい

る場合について述べる。第８章では第３章から第７章で検討した内容を用いて、本評

価法に基づき事務室のケーススタディを実施している。 

 

 以下に各章の概要を示す。 

 

第２章 リスクの概念に基づく居室避難安全評価手法の基本フレーム 

リスクの概念に基づく居室避難安全評価手法の枠組みについて述べている。リスク

概念に基づく居室避難安全評価手法の基本フレームは、当該居室の避難リスクを許容

避難リスク以下に抑えることを目標基準とし、リスクの概念に基づいて算出した設計

火災成長率をもとにした検証免除、簡易検証、詳細検証の 3 つの検証システムからな

る。本評価手法での基本概念やリスクの定義、検証手順について述べる。 

 

第３章 統計的分析に基づく許容避難リスク 

火災リスクの概念をベースに設計火源の大きさを決定することを目的として、統計

データに基づく各用途の設計許容避難リスク（避難不能者数期待値に対する許容安全

基準）に関する検討を行う。設計許容避難リスクは検証免除、簡易検証、詳細検証で

の設計目標となる。本章では各用途の現行の仕様規定に従い設計された建築物の成長

火災時の避難リスクを統計データより明らかにし、基準とする空間の避難リスクをも

とに、用途、床面積に応じて設計許容避難リスクを算出する方法の提案を行う。許容

避難リスクとしては各用途の代表的な規模の避難リスクをとした場合と事務所、住宅

を用いた場合の設計許容避難リスクを算出する。 

 

第４章 防火対策の作動信頼性と効果の定義 

本評価法で考慮する防火対策の整理、既往の文献調査の調査に基づいた作動信頼性

の整理、特にスプリンクラー設備については統計データに基づいた検討により、今ま

で明確に定義されていなかった避難安全設計のためのスプリンクラー設備の作動に
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関わるパターンを整理し、統計データをもとに各パターンの生起確率を設定する。ま

た、スプリンクラー設備がある場合の火源シナリオの設定に関する検討を行い、本評

価法で利用するための条件を設定する。 

 

第５章 リスク概念に基づく居室避難の「検証免除」手法 

居室は用途や規模によって避難リスクが異なる。避難リスクの小さい室は仕様規定

において対策が免除になるなど、暗黙に火災リスクの小さい室の対策を軽減する配慮

がなされている。本章では居室避難検証の省略化を図ることを目的とし、リスクの概

念に基づいた算出方法により、スプリンクラー設備を考慮しない場合と考慮した場合

の避難リスクが許容避難リスク以下となる居室面積を算出する。 

 

第６章 スプリンクラー設備が無設置の場合の居室避難の「簡易検証」手法 

居室避難検証の簡易化を図るためのスプリンクラー設備が無設置の場合の簡易検

証法について検討を行う。「簡易検証」の基準値として、リスクの概念に基づいて算

出された設計火災成長率 αD のもとで煙に曝されずに避難可能な居室条件（限界歩行

距離および必要出口幅）を算出する。対象とした用途は、事務所、物販店舗、飲食店

舗、共同住宅である。既往の評価法（防災計画指針に基づく手法、建築基準法告示に

基づく手法）と本評価法の設計水準の比較を行うことにより、各設計手法が要求して

いる水準の傾向を明らかにする。 

 

第７章 スプリンクラー設備が設置された場合の居室避難の「簡易検証」手法 

スプリンクラー設備設置の室を対象とし、リスクの概念に基づいて算出された設計

火災成長率 αD のもとで煙に曝されずに避難可能な居室条件（限界歩行距離および必

要出口幅）を算出する。対象とした用途は、第 6 章と同様に事務所、物販店舗、飲食

店舗、共同住宅である。スプリンクラー設備の有無で要求される居室条件の差やルー

ト C で設計された実在の居室の歩行距離および出口幅を調査し、本評価法の簡易検証

条件と比較することにより、実務適用性の検討を実施する。 

 

第８章 居室避難安全評価のケーススタディ 

第２章～第７章の検証手法および条件設定に基づき、事務室を対象に居室避難検証

のケーススタディを実施する。ケーススタディにより、「検証免除」「簡易検証」で検

証の省力化を図ることが可能な居室の状況を確認し、実務適用性を確認する。 
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1.7 用語の定義 

ここでは、本評価法で用いる主な用語の定義を行う。各々の用語の詳細な説明は末

尾に示した各章で行う。 

 

・避難不能者 

評価空間で避難不能となる避難者。実火災では火災による死者および軽傷者までを含

む負傷者。避難検証では居室から廊下へ避難するまでに居室内で煙に曝されることと

定義。 

・成長火災 

小火以外の拡大する火災。本研究では小火を火災報告データの 0m2 とした。本研究

では避難安全設計に利用するため、成長火災を対象とする。 

・火災シナリオ 

居室内で成長火災が発生した場合に、居室内に設置される火源の成長、煙の制御に関

わる対策の作動の有無をモデル化した火災進展シナリオ。本研究は避難の不確実要因

は考慮しない。 

・避難リスク R 

対象空間での成長火災の出火率とその火災における避難不能者数との積。 

・設計避難リスク RD 

避難安全設計において、対象空間で成長火災が発生することを前提としたときの避難

不能者数。 

・許容避難リスク RA 

避難リスクの許容値[人/年]。本研究では、標準建物における避難リスクを許容避難リ

スクとして定義し、統計データを用いて成長火災の出火率、代表的な規模の建物面積、

成長火災 1 件あたりの死傷者数から各用途の代表的な規模の避難リスクを算出した。 

・設計許容避難リスク RD
A 

成長火災の発生を前提としたときの許容避難リスク[人/件]。許容避難リスクを成長火

災の出火率で除して基準化したもの。 

・設計火災成長率 αD 

設計火源の発熱速度 Qf[kW]が時間 t[s]の 2 乗に比例するとしたときの係数[kW/s2]。 

・防火対策の作動信頼性： 

火災発生時に、防火対策が意図した機能を果たす確率。 

・検証免除 

本評価法の居室避難検証システムの 1 つで、居室の避難リスクが許容避難リスク以下

になる居室面積を基準値として、居室避難の安全性を検証する手法。 

・簡易検証 
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本評価法の居室避難検証システムの 1 つで、リスク概念に基づいた設計火災成長率に

基づき簡易計算式により算出した、煙に曝されずに避難可能な限界の歩行距離、必要

な扉幅、親室率を基準値として、居室避難の安全性を検証する手法。 

・詳細検証 

本評価法の居室避難検証システムの 1 つである。設備的対策の作動/不作動に関連し

た複数の火災シナリオにおいて、リスク概念に基づいた設計火災成長率のもとで、煙

に曝される避難不能者が発生しないことを検証する手法。 

・親室率 β 

居室の内部が間仕切りで仕切られている場合で、廊下への出口を有する室を親室とい

い、居室面積に対する親室面積の割合。 

・限界歩行距離 lcrit 

居室内から煙に曝されずに廊下まで避難可能な限界の歩行距離。 

・必要出口幅 Bcrit 

居室内の避難者全員が煙に曝されずに避難するために必要な出口幅。 

・許容避難時間 tcrit 

避難を開始してから煙が危険な高さまで降下する避難可能な時間。 
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第２章 リスクの概念に基づく居室避難安全評価手法の基本フレーム 

 

2.1 はじめに 

 

 現行の避難検証法 1)では室用途のみによって一律に規定される火源を与条件として

おり、仕様規定において暗黙的に考慮されている空間用途の出火危険性や空間規模への

配慮が欠けている。また、排煙設備、防火シャッター、防火扉の限定された設備的対策

が必ず作動すると想定した単一のシナリオでの安全性を検証の対象としており、その他

の火災シナリオへの配慮を欠いている。これらの設備的対策の作動信頼性への配慮と同

時に、今まで評価に組み込まれていなかったスプリンクラー設備の効果を評価に入れる

必要がある。さらに、現行の避難検証法では、全ての居室の安全性を検証する必要があ

り、居室条件の抽出、評価、整合性の確認などに手間を要し、設計者・技術者には多く

の負荷がかかっている。本来重要な非火災室での安全性を評価する階避難、全館避難の

検証に注力できる仕組みが必要である。設備的対策を考慮した火災シナリオに対して十

分な安全を確保した設計をするには、決定論的手法では限界があり、リスク評価に基づ

く確率論的手法が適している。 

以上のような背景から、本研究は火災リスクの概念を取り入れた火災シナリオに基づ

き、建物の規模や出火率、スプリンクラー設備などの建築物の避難安全に関わる設備的

対策の性能や信頼性を考慮可能な手法を検討している 2),3)。本章では、リスクの概念に

基づく居室避難安全評価手法の基本フレームの説明を行う。 

 

2.2 本評価法の基本概念 

 

2.2.1 前提条件 

本評価法では火災時の避難リスクを安全側に評価するために、現行の性能的避難安全

検証で通常用いられる決定論的なメリットを考慮して、以下の前提条件に基づくものと

する。 

①小火、放火を除いた出火後に拡大する成長火災を前提とする。 

②評価空間は満員の在館者で占められる。 

③在館者の避難安全性は致死レベルではなく、煙に曝された時点（例えば、煙層下端

高さ 1.8ｍに降下）で避難不能と判定する。 

④リスクの概念に基づいた設計火源、火災シナリオのもとで予測される避難不能者は

0 となることを要求する。 
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2.2.2 設計目標 

 本評価法の基本的な概念は、式(2-1)に示すように設計する空間の避難リスク R を許容

避難リスク RA以下に抑えることである。 

 

ARR                                                            (2.1) 

（1）許容避難リスク 

 リスクの概念を用いた避難安全設計では、確率を考慮して算出された損失の期待値を

評価するために、基準とする許容値が必要となる。本研究では評価空間において一年あ

たりに許容される避難不能者数を許容避難リスク RA と定義する。詳細は第３章で説明

するが、本研究においては、統計データを用いて許容避難リスクの算出を試みた。基準

値を具体的に設定するには、社会的な規範や避難安全設計の安全目標の設定等について

十分な議論が必要であるが、第５章～第８章では住宅用途の統計データを用いた許容避

難リスクにより検討を行った。 

（2）設計許容避難リスク 

性能的避難安全設計では成長火災となる空間の検証を前提とするため、出火率で基準

化し、成長火災 1 件あたりの許容避難リスク（以降、設計許容避難リスク RD
A）を用い

る方が都合が良い。本研究では許容避難リスクを各用途の出火率で除した以下の式の右

辺を各用途の設計許容避難リスク RD
Aと定義する。各用途の設計許容避難リスク RD

Aの

算出方法などについての詳細は第３章に示す。 

 

      
D
A

hf

A
cas R

KAKP

R
KC                        (2.2) 

 

 

2.2.3 避難リスクの定義 

 本研究における「リスク」とは、火災安全設計というコンテクストの中で定義される

リスクである。本研究では対象を避難安全の問題に絞り、式(2-2)に示すように対象とす

る火災の生起確率 P とその火災における避難不能者数 C との積として定義する。 

 

PCR                                  (2.3) 

 

 避難検証法をはじめとするその他の避難安全性の評価においては、出火後の避難安全

性を評価するため、本研究でも小火を除いた出火後に拡大する放火以外の成長火災とな

る出火を前提とする。成長火災の出火率が居室面積 Ar に比例すると仮定し、空間内の
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成長火災 1件あたりの避難不能者数Ccasとの積で任意の空間の避難リスクとして式(2-4)

のように表せる。なお、成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccasは空間内の在館者 C0が pcas

の割合で死傷すると考えることもできる。なお、避難不能者の定義については従来の避

難安全評価法に倣い、本評価法では煙に曝される避難者を避難不能と定義した。 

 

)()()()()()()()( 0 KCKpKAKPKCKAKPKR casrhfcasrhf          (2.4) 

 

2.3 本評価法の枠組み
 

本評価法は、居室避難検証においては居室プランの少々の変更があった場合に再検証

の必要がないことを目標としている。図 2.1 は、本研究のリスクの概念に基づく居室避

難安全評価手法の枠組みを図示したものである。本評価法は、図 2.1 に示すように「検

証免除」、「簡易検証」、「詳細検証」の 3 段階の検証システムからなっている。「検

証免除」の条件に適合しなかった場合は「簡易検証」を実施し、「簡易検証」の条件に

適合しなかった場合は「詳細検証」を実施する。この 3 つの検証はいずれも避難リスク

を許容避難リスク以下にする概念のもと構築している。「検証免除」、「簡易検証」、

「詳細検証」の概要を以下に示す。 

・「検証免除」：居室面積の確認のみで検証を行う。 

・「簡易検証」：スプリンクラー設備設置の有無を考慮し、親室率 βを考慮した煙に

曝されずに居室から避難可能な限界歩行距離 lcritと必要出口幅 Bcritで評価する。 

・「詳細検証」：設備的対策の成否に伴うイベントツリーによる火災シナリオに対し

て、現行の性能的避難安全の検証と同様に、煙流動性状および避難性状予測を行い、

避難不能者が発生しないことを確認する。「詳細検証」の詳細については本論文で

は扱わない。 

このように、本評価法は詳細な検証が必要な室のみに注力できるしくみとなっている。

「検証免除」および「簡易検証」の詳細については、第５章～第７章で説明を行う。 

 



 2-4

yes

検証スタート

検証免除
OK?

検証終了

簡易検証
OK？

no

詳細検証
OK？

yes

no

設計火災成長率αD (i)算出

設計許容避難リスクRD
A

火災シナリオ設定（SP設備のみ）

火災シナリオ設定
設計火災成長率αD (i)算出

yes

no

防災計画

 

図 2.1 本研究における居室避難安全評価手法の枠組み 

 

これら 3 つの検証システムを備えた本評価法のメリットは以下のとおりである。 

①室用途の出火率と規模から定められる設計許容避難リスクRD
Aの値をもとに設計火

源を設定することにより、空間の危険度に応じた設計が可能となる。 

②防火対策の信頼性に基づいた火災シナリオにより、避難安全システムの信頼性を考

えることが可能となる。 

③居室避難の検証を簡易化することができる。 

 

以降に本評価法の構成要素の説明を簡単に行う。詳細な検討を実施する項目について

は掲載する章を記載する。 

 

 

2.4 設計火災シナリオ 

 

 ある建築物の計画が火災時の避難に対して安全か否かの判断は、設計火源、安全性判
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断基準の他に、下記に示す避難安全性能に関わる火災安全システムの性能の設定に依存

する。性能の設定にはシステムの作動信頼性と処理能力が関わる。 

 ・避難安全性能に関わる火災安全システムの機能 

i)スプリンクラー設備       ：火災拡大制御 

  ii)煙制御システム        ：煙伝播の制御 

iii)防火区画（防火戸を含む）  ：火災拡大・煙伝播制御 

iv)避難経路          ：円滑な避難 

  

 本評価法においては、火災および煙の拡大に影響を及ぼす対策を火災シナリオで考慮

する。「検証免除」、「簡易検証」ではスプリンクラー設備、「詳細検証」ではスプリ

ンクラー設備以外の対策（排煙制御システム、区画の扉）を対象として、設備の奏功/

不奏効の分岐による設計火災シナリオを設定する。避難安全に関連する設備的対策の奏

功/不奏功のシナリオに基づいたイベントツリーを作成することで、各シナリオの生起

確率が設備的対策の信頼性に帰着され、複数の設備的対策による冗長性の効果を評価可

能となり、評価者にとって防火対策の効果がわかりやすくなる。なお、イベントツリー

解析は原子力発電所の安全評価で用いられている手法である。図 2.2 は、スプリンクラ

ー設備と排煙制御システムが設置された居室の「詳細検証」を行うためのイベントツリ

ーの例である。図 2.2 に示すようにこの例において扱う設計火災シナリオは 4 つとなる。 

初めに、各防火対策の作動に関する生起確率 piをイベントの分岐に設定する。各シナ

リオの生起確率はそれぞれの防火対策の奏功（作動）率あるいは不奏功（不作動）率を

掛け合わせて求める。本評価法は成長火災を対象とするため、成長火災に対する火災シ

ナリオとなる。この場合、本来の意味でのシナリオの生起確率 piは、成長火災となる確

率がかかるが、本評価法では成長する火災のみを対象とするため、 

 

1 ip
                               (2.5) 

 

である。次に設計火災シナリオ i における避難不能者数とシナリオ i の生起確率の積が

シナリオ i の避難リスクである。複数シナリオがある場合の火災時の任意の居室の避難

リスク R は式(2-6)に示すように、火災シナリオの生起確率 pi とその火災シナリオにお

ける避難不能者数 Ci との積の総和（火災により避難不能となる在館者の期待値）と定

義する。 

 

ii
D CpR                                (2.6) 



 2-6

 

成長火災

スプリンクラー
設備

煙制御
システム

F1

F2

F3

F4

有効

無効

作動

不作動

作動

不作動

火災制御 煙制御

設計火災シナリオ
避難

不能者数
Ci

避難

C1

C2

C3

C4

シナリオの
生起確率

pi

シナリオ
No.

p1

p2

p3

p4

設計火源

Psprinkler

Pfailure

Psm

Psm

1-Psm

1-Psm

(Psprinkler×Psm)

(Psprinkler×(1-Psm))

((Pfailure×(1-Psm))

(Pfailure×Psm)

D
Ai

i
i

D RCpR 


4

1

部分許容
避難リスク

D
AR )1(

D
AR )2(

D
AR )3(

D
AR )4(

D
A

D
iA RR  )(

Pfailure：スプリンクラー設備が無効であった確率[-]
Psprinkler：スプリンクラー設備が有効に作動した率[-]
Psm：煙制御システムの作動率[-]

避難リスク
Ri

R1

R2

R3

R4

(p1×C1)

(p2×C2)

(p3×C3)

(p4×C4)

 
図 2.2 スプリンクラー設備と排煙制御システムが設置された居室のイベントツリー例 

 

次に、設計目標として各シナリオに部分許容避難リスク RD
A(i)を与える。次式のよう

に部分許容避難リスクはその総和が設計許容避難リスク以下となるよう任意に配分す

ればよい。 

 

 
D D
A AiR R

                                       
(2.7) 

 

 各シナリオの設計火災成長率αDは部分許容避難リスク RD
A(i)をもとに算出する。算出

方法の詳細は次節で説明する。部分許容避難リスク RD
A(i)に基づいた設計火災成長率αD

で避難者が 0 になることを検証すれば、許容避難リスク以下であることが安全側に検証

できることになる。 

「詳細検証」では、各シナリオで与えられた設計火源の下では常に避難不能者数 Ci=0

とするので、評価が必要な火災シナリオの選定を実施する。 
  

2.5 設計火源 

 

2.5.1 設計火源の発熱速度 

 通常の性能的避難安全設計における設計火源は、火災初期は時間 t の 2 乗に比例して

大きくなる火災を想定 4)しており、本評価法においても、図 2.3 に示すように火災初期
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は Qf=αt2で拡大する火源を与え、その後は、収納可燃物量もしくは換気量で定まるピー

ク値 Qmax、スプリンクラー設備の作動による Qspになると想定する 5)。 

 

  spf QQtQ ,,max max
2      (2.8) 

 

Qf

t

αt2

Qmax

 

図 2.3 発熱速度 

 

2.5.2 設計火災成長率 

平成 12 年建設省告示第 1441 号、1442 号の避難検証法 1)では、評価空間の用途の単位

面積当たりの積載可燃物の発熱量 ql に応じて下記に示す式のように火災成長率αf を算

出する。 

 

 3/510106.2 lf q           (2.9) 

 

この方法によると室面積の大きさは関係なく、同じ用途であれば同じ火災成長率αf

が適用される。しかし、同じ用途でも可燃物の種類、形状、着火位置が異なると、可燃

物の燃焼拡大は異なる性状を示す 6)ため、火災成長率は非一様の分布を持つと考えられ

る。建築空間内には様々な種類、材料の可燃物が存在するため、ある用途の空間で発生

する火災の火災成長率には確率分布が存在するものとして扱うのが自然である。 

本評価法においては、設計火災成長率を当該居室の設計許容避難リスクの大きさに基

づき決定する。設計許容避難リスクに基づくことで居室面積による避難リスクの違いを

考慮することが可能となる。設計火災成長率の決定方法は文献[7] [8]の手法を用いる。

以下に文献[7] [8]による設計火災成長率の算出方法を示す。 

文献[7]では、火災成長率を確率変数としてとらえ、当該居室の在館者数や出火率を

考慮して確率論的に設計火災成長率 αDを決定する。文献[7]では焼損床面積の統計デー

タを利用して事務所、物販店舗、飲食店舗、共同住宅の火災成長率の分布を推定し、設

計火災成長率 αD の算出を行っている。ここでは、一例として物販の火災成長率の分布
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を図 2.4 に示す（積載可燃物量 30kg/㎡）。  
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図 2.4 物販における火災成長率の分布 7) 

 

図 2.5 は文献[8]で報告された設計許容避難リスクと火災成長率の関係を模式的に示

したものである。図 2.5 左下の避難不能者数の関数は、火災成長率 αがある値 αCより小

さい間は避難不能者が発生せず、ある値 αC から点線で示すように避難不能者が発生し

上昇していくと考えられる。しかし、火災成長率の大きさが避難不能者数の増加傾向に

どのような影響を与えるかは、空間の条件等多くの要因に依存するので本質的に不明で

ある。しかし、火災成長率が αC以上の条件では全ての避難対象者 C0（＝pdenA）が死傷

するものと安全側の仮定を行うと設計火災シナリオ i における設計避難リスク RD
(i)を火

災成長率の関数として表すことができる。 

 

         0
c

D D
i ii A iR p f C d p C f d R


    


   

                (2.10) 

 

同様に、避難安全性能レベルの指標である設計許容避難リスク RD
A(i)を火災成長率の

関数として表せば，設計火源に用いるべき火災成長率αDを求めることができる。 

 

       0 0
c D

D D
i ii A iR p C f d p C f d R

 
   

 
   

                  (2.11)
 

 

このαDを設計火災成長率と呼び、設計火災成長率 αDで検証して死傷者が出ないこと

を確かめれば、必然的に設計避難リスク RD
(i)は設計許容避難リスク RD

A(i)を下回ること

となる。本論文では設計許容避難リスク RD
Aは一般住宅の避難リスクを許容避難リスク

RAとみなして火災統計より求める。 
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図 2.5 設計許容避難リスクと火災成長率（文献[8]より引用） 
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2.6 検証免除および簡易検証 

 

 本評価法の「詳細検証」では複数のシナリオを検討するので、簡易に検証可能な「検

証免除」や「簡易検証」を導入し、避難安全上配慮すべき居室に対してのみ複数のシナ

リオを考慮した検証を行えるようにする。 

「検証免除」および「簡易検証」の流れを図 2.6 に示す。「検証免除」および「簡易

検証」では、安全側の設定として排煙設備を考慮せず、スプリンクラー設備のみを考慮

して検証基準を算出する。また、スプリンクラー設備を考慮しない場合の火災シナリオ

を図 2.7 に、考慮する場合の火災シナリオを図 2.8 に示す。 

図 2.7、図 2.8 より、スプリンクラー設備を考慮しない場合の火災シナリオは 1 つ、

スプリンクラー設備を考慮する場合のスプリンクラー設備が有効な場合と無効な場合

の 2 つの火災シナリオに対して安全でなければならない。これは、先の「2.2.1 前提条

件④」より、本評価法は各シナリオで部分許容避難リスク以下となるように設計するこ

とを方針としているためである。 

「検証免除」は避難リスク≦許容避難リスクとなる基準面積を算出し、基準面積と居

室面積の比較のみで検証を行う。本研究においては、安全側の設定として在室者全員が

避難不能になると想定した場合と住宅程度の死傷率とした場合の許容避難リスク以下

になる基準面積を算出する。また、スプリンクラー設備を考慮した場合の基準面積も算

出する。 

「簡易検証」は「検証免除」の基準面積よりも大きい居室について検証を行う。「簡

易検証」はリスク概念に基づいて設計火源を決定し、その下で煙に曝されずに避難可能

な限界歩行距離、必要出口幅および親室率の条件を与える方法である。スプリンクラー

設備が設置されている室では、スプリンクラー設備が有効に機能する場合と無効な場合

の 2 つのシナリオのうち厳しい方の条件が適用される。各シナリオの設計火災成長率は

部分設計許容避難リスクに基づき決定する。「簡易検証」では、スプリンクラー設備が

有効なシナリオでは火源の発熱速度の上限が限定されていることから許容避難リスク

の分配を 0 とし、設計許容避難リスクを全て無効なシナリオに分配することにより設計

火災成長率を算出する。本論文では「簡易検証」における検証基準を導出するにあたり、

煙性状の簡易式を利用している。これにより、安全に避難可能な条件を条件式として与

えることが可能となる。 

居室面積、歩行距離、出口幅が基準を満足すれば、避難不能者が発生しないことが確

認され、検証が終了となる。「検証免除」および「簡易検証」の算出方法の詳細は第５

章～第７章で説明する。 
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図 2.6 検証免除と簡易検証 

 

避難不能者数 生起確率 避難リスク 部分避難リスク シナリオ

C i P i R i R A
D

i

C 1 P 1 R 1 R D
A 1

C 0 p cas 1 C 0 p cas R D
A

居室避難設計火
災シナリオ

成長火災 シナリオ1
 

図 2.7 スプリンクラー設備を考慮しない場合の火災シナリオ 

 

避難不能者数 生起確率 避難リスク 部分避難リスク シナリオ

C i P i R i R A
D

i

SP設備

○SP有効（抑制） C 1 P 1 R 1 R D
A1

P sprinkler 0 P sprinkler P sprinkler ×0 0

×SP無効（不奏功） C 2 P 2 R 2 R D
A2

P failure C 0 p cas P failure P failureC 0 p cas R D
A

※P extinguish +P sprinkler +P failure=1

居室避難設計
火災シナリオ

成長火災 シナリオ1

シナリオ2

 
図 2.8 スプリンクラー設備を考慮する場合の火災シナリオ 
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2.7 詳細検証 

 

「詳細検証」の設計手順を図 2.9 に、設計火災シナリオの例を図 2.10 に示す。 

 「詳細検証」は、①設計火災シナリオツリーの作成・選定、②設計許容避難リスク

RD
A の算定、③設計火源の設定、④避難時間・限界煙層時間の算定および⑤許容基準と

の比較の 5 つのステップを基本としている。 

 初めに、図 2.9 に示すように、当該居室に設置されている設備に基づく火災シナリオ

ツリーを作成し、各シナリオの生起確率 piを設定する。検証では全ての設計火災シナリ

オ i に対して安全性が確保されていることを確認するが、次に示すようなシナリオの選

定の工夫により、実際に計算を行うシナリオ数を削減することが可能である 8)。各シナ

リオ(i)に対応した設計目標（部分許容避難リスク RD
A(i)）として、部分許容避難リスク

の合計が設計許容避難リスク RD
A以下となるように分配し、検証を行うシナリオの選定

を行う。この分配は設計者が任意に設定できる。設計火災成長率 αD(i)は部分許容避難

リスク RD
A(i)やシナリオの生起確率 piに応じて決定されるため 8)、部分許容避難リスク

RD
A(i)の設定は生起確率や対策の効果を考慮して決めることが必要である。ここでの安全

性の判断基準は、当該シナリオの避難リスク piCi が部分許容避難リスク RD
A(i)以下であ

ることである。 

・ある火災シナリオにおいて、当該居室の在館者全員（C0[人]）が避難不能と見なした

時の避難リスク piC0 が部分許容避難リスク RD
A(i)以下である場合（すなわち PiC0≦

RD
A(i)）は、当該火災シナリオに対する検証は不要になる。従って、在館者数 C0 が大

きくても多重の火災安全対策が施され当該火災シナリオ iの生起確率 piが十分小さく

なる場合は、当該火災シナリオ i は検証不要となる。 

・配分する設計許容避難リスクの調整により複数の火災シナリオで同じ設計火源とし、

最も厳しい条件の火災シナリオのみ検証する。設計火源を同じにするためには、部分

避難許容リスクを 0 として定常火源を用いるか、あるいは、火災シナリオの生起確率

に比例して部分許容リスクを配分する。図 2.10 は、スプリンクラー設備が作動する

シナリオは避難不能者が発生しないとし、シナリオ F1、F2 で厳しい条件のみ検証を

行うことが可能となる例である。 

部分許容避難リスク RD
A(i)を分配し、評価が必要なシナリオの選定を行った後は、リ

スク概念に基づいて決定した設計火源に基づき煙性状予測と避難行動予測を実施する。

避難検証法と同様に、避難者が煙に曝されずに避難可能かどうかを検証する。避難時間

の安全基準については従来と同様に煙層降下高さや煙層温度とし、本研究では煙層降下

高さが 1.8m 以下を煙の支障のある高さとする。各シナリオの煙性状予測に用いる設計

火源は、部分許容避難リスクをもとに算出した設計火災成長率 αD(i)である。 
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図 2.9 詳細検証の手順 
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Pfailure：スプリンクラー設備が無効であった確率[-]
Psprinkler：スプリンクラー設備が有効に作動した率[-]
Psm：煙制御システムの作動率[-]

 

図 2.10 設計火災シナリオの例 
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2.8 まとめ 

 

 本章では、リスクの概念に基づく居室避難安全評価手法の流れを示し、その構成要素

の概要を整理した。 

 本評価法では、リスクの概念を取り入れることにより、評価対象空間の規模を考慮し

た「検証免除」や歩行距離、出口幅の確認により簡易に検証を行う「簡易検証」の手法

を導入し、居室避難検証の省力化を図ることが可能となる。さらに、防火対策の作動の

成否に基づくイベントツリーを用いることにより、防火対策の信頼性が評価可能となり、

建築物の設計者や所有者が火災安全システムの重要性を確認しやすい構造となった。従

来は評価する設備的対策の種類と作動信頼性が 100％と決まっているため、1 つの火災

シナリオについて評価を行っていた。また、複数のシナリオを評価する場合でも経験に

基づき評価する火災シナリオが選定されていたが、避難リスクの概念を用いることによ

り妥当性のある火災シナリオの選定が可能となった。また、本評価法では、目標安全水

準としての設計許容避難リスクを設計火源と関連付けており、避難行動と煙性状の予測

手法や安全性の確認方法は従来の検証法と変わらない。よって、安全基準として直接リ

スクを判定することがなじまない現状の問題点を解決することが可能であると思われ

る。 
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記号 

Ar：居室面積[m2] 

Ccas：成長火災 1 件あたりの避難不能者数[人/件] 

Ci：火災シナリオ i の避難不能者数[人] 

Co：在館者数[人] 

K：任意の用途 

P：対象とする火災の生起確率[-] 

pcas：成長火災時における在館者の死傷率[/件] 

pden：在館者密度[人/m2] 

Pfailure：スプリンクラー設備が有効に機能しなかった確率[-] 

pi：火災シナリオ i の生起確率[-/年] 

Phf：床面積あたりの成長火災件数[件/m2/年] 

Phf
*：戸建住宅との出火率比[-] 

Psm：排煙設備の作動確率[-] 

Psprinkler：スプリンクラー設備が有効に機能した確率[-] 

q”：単位床面積あたりの発熱速度[kW/m2] 

Qf：火源発熱速度[kW] 

Qsp：スプリンクラー設備で抑制された発熱速度[kW] 

lq ：収納可燃物の単位面積あたりの発熱量 [MJ/m2] 

R：避難リスク[人/年] 

RA：許容避難リスク[人/年] 

RD：設計避難リスク[人/件] 

RD
A：設計許容避難リスク[人/件] 

t ：時間[s] 

α：火災成長率 [kW/s2] 

αD：リスク概念に基づいた設計火災成長率 [kW/s2] 

μ：火災成長率 αの平均値[kW/s2] 

σ：火災成長率 αの標準偏差[kW/s2] 
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第３章 統計的分析に基づく許容避難リスク 

 

3.1 はじめに 

 

 リスクの概念に基づく建築物の避難安全評価手法では、評価する損失に対する許容基

準が必要となる。リスクの概念に基づく評価法は今までに数多く提案されている 1)が、

評価上死傷者の発生を陽に許容することが法規制になじまないことやリスクの許容基

準などが明確にされていないため、実際の避難安全設計に適用された例はない。また、

設計基準とする許容基準（避難リスク）の具体的な数値は未検討である。 

 そこで本章では、統計データを用いて現状の法規制のもとでの各用途の避難リスクの

算出、設計時に基準とする許容避難リスクの設定に関する基礎的な検討を行った 2),3)。 

 

3.2 統計データによる避難リスク 

 

 本章で扱う避難リスクの定義は第２章の通りである。よって、統計データを用いた避

難リスクの算出も下式に示すように、任意の用途 K の避難リスク R は、成長火災の出

火件数が床面積に比例する仮定注 1)の下で、成長火災の出火頻度（成長火災の出火率 Phf

×床面積 A）と成長火災 1 件あたりの死傷者数注 2)Ccasの積として式(3.1)のように定義す

る｡ 

 

     KCKAKPKR cashf)(
                                         (3.1) 

 

本研究では、式(3.1)の各変数を統計データから求め、現状の法規制下の各用途の避難

リスク R を算出する。検討を行った用途は劇場等、飲食店等、物販店舗、ホテル、共同

住宅、病院、学校、事務所の 8 つである。なお、本研究では複合用途を含めていないの

で、各用途の統計データにはホテル、物販店舗、事務所等が複合化している高層ビルは

含まれていない。 

 

3.3 統計データの概要 

 

 成長火災注 3)の出火件数、死傷者数、全国の建築物の用途別総延べ面積に関する統計

データより、成長火災の出火率 Phf、成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccas、出火建築物の

延べ面積中央値及び平均値を算出する。 

出火件数、死傷者数、出火建築物の延べ面積等の火災に関するデータは、1995 年～
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2004 年の総務省消防庁火災報告 5)（以後、火災報告という）の建物火災データを利用し

た注 4)。 

全国の建築物の総延べ面積については、共同住宅以外の用途は 1995 年～2004 年のエ

ネルギー経済統計 6)、共同住宅は既報 2)と同様に固定資産の価格等の概要調書 7)を基に

算出した注 5)。 

 

3.4 成長火災の出火率 

 

3.4.1 建物規模と出火件数の関係 

 初めに、床面積あたりの出火率を算出する根拠となる出火件数と床面積の関係につい

て検討を行う。延べ面積別の建築物棟数データがあれば、延べ面積ごとに 1 棟あたりの

出火件数を算出し、出火件数と床面積の関係を分析することが可能である。しかし、延

べ面積別の建築物棟数データを得ることができなかったため、4 階建て以上の建物棟数

を公表している東京都の共同住宅の統計データ 8)を利用し、下記に示す手順により建物

規模と出火件数の検討を行った。なお、共同住宅を対象としたのはデータ数がある程度

得られるためである。出火件数および建物棟数は 2003 年の統計データを利用し、建物

階数別の平均延べ面積は 1 年分のデータであるとデータ数が少ない階数の建築物もあ

るため、1995 年～2004 年の小火を含んだ火災が発生した建築物の統計データを利用し

て算出した。 

①火災報告から建築物の階数別の平均延べ面積を算出し、階数と平均延べ面積の関係

を確認する。 

②東京都の統計データから階数別の建物棟数を集計する。 

③火災報告から階数別の成長火災件数を集計する。 

④③で求めた階数別の成長火災件数と②で求めた階数別の建物棟数から、建物 1 棟あ

たりの成長火災の出火件数[件/棟]を算出する。 

東京都の共同住宅の階数別の平均延べ面積と建物 1 棟あたりの成長火災の出火件数

を図 3.1 に示す。 

図 3.1 に示す□のプロットを見ると、建物階数が高くなるほど延べ面積は大きくなる

傾向がみられる。同様に、建物 1 棟あたりの火災件数（●のプロット）は建物階数が高

くなるほど増加する傾向が見られた。火災件数は階数に概ね比例し、階数は延べ面積と

比例するため、共同住宅については既往研究 4)と同様に火災件数と床面積に比例の関係

がある傾向が得られた。 

 



 3-3

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0 5 10 15

平
均
延
べ

面
積
[
m
2
]

成
長
火
災

件
数
/
建
物

棟
数
[
件

/
棟
]

建物階数

建物1棟あたり成長火災件数
平均延べ床面積

 

図 3.1 東京都の共同住宅における建物階層別成長火災の出火率(2003) 

 

しかし、既往研究 4)で報告されているように、事務所のように大規模になると防火対

策や防火管理が徹底され成長火災の出火率が低減されることも考えられる。そこで、延

べ面積の区分毎に全火災件数に対する小火が占める割合を求め、建築物の規模が火災に

及ぼす影響の参考とする。物販店舗、共同住宅、病院、事務所を一例として図 3.2 に示

す。 

延べ面積が大きくなるにつれ小火の割合が高くなり、3000m2 以上で小火の割合が一

定値に近づく。病院は一定値になる延べ面積が 1000m2 と他用途と比較して小さく、小

規模の建物においても他用途と比較して防火対策が徹底していると思われる。4000m2

以上では図 3.2 に示す 4 用途の小火の割合は大きな差はない。ここで示していない用途

についても、延べ面積 1000m2未満の小火の割合は 4 割程度と低い結果であった。防火

対策は床面積に応じて規定されていることが多いため、成長火災に発展するか否かは建

築物の規模と関連が深いと考えられる。 
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図 3.2 火災が発生した建築物の延べ面積における小火火災の発生割合 
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なお、本評価法が設置の要否を評価する防火対策のうちスプリンクラー設備は成長火

災の出火率の低減に寄与する可能性がある。そこで、焼損面積が 1m2未満の火災でスプ

リンクラー設備が効果的に作動した件数を火災報告で確認したところ、その件数は少な

く注 6)、成長火災の出火率にスプリンクラー設備が及ぼす影響は少ないと考えられる。

しかし、スプリンクラー設備以外にも防火管理のソフトの徹底等により、出火件数が床

面積に比例しない用途も存在することを言及しておく。 

 

3.4.2 用途別床面積 

建築物の用途別総延べ面積の推移を表 3.1 に示す。また、1995 年の総延べ面積で割っ

た比率を図 3.3 に示す。 

8 用途では共同住宅の総延べ面積が最も大きい。物販店舗、学校、事務所が同程度の

総延べ面積となっている。各用途とも 10 年間でゆるやかに上昇し、1995 年の床面積に

対して 2004 年は 1.1～1.4 倍となっている。 

 

表 3.1 建築物の用途別の総延べ面積（全国の集計値） 

劇場等 飲食店等 物販店舗 ホテル 共同住宅 病院 学校 事務所

1995 29.3 56.9 355.6 88.8 902.6 75.0 329.0 394.0
1996 30.3 57.9 366.1 89.7 942.3 77.3 332.0 403.0
1997 31.4 58.8 375.7 91.0 985.3 79.9 334.0 413.0
1998 32.0 60.2 387.4 92.4 1030.2 83.4 338.0 422.0
1999 33.0 61.1 397.5 93.0 1068.3 86.5 341.0 430.0
2000 33.3 61.9 405.9 93.2 1102.2 89.6 343.0 435.0
2001 33.7 62.8 415.4 93.8 1137.1 92.9 346.0 442.0
2002 34.2 63.5 419.3 94.0 1171.5 95.2 349.0 445.0
2003 34.7 64.2 423.5 93.8 1204.0 97.8 354.0 448.0
2004 34.9 64.5 428.8 93.9 1240.3 100.3 354.0 454.0

総延べ面積  [×10
6
ｍ

2
]　用途

年
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図 3.3 建築物の用途別総延べ面積の経時変化（1995 年の面積基準） 
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3.4.3 用途別成長火災の出火件数 

10 年間の用途別成長火災件数を表 3.2 に示す。また、1995 年の件数を基準とした比

率を図 3.4 に示す。 

表 3.2 より、成長火災の件数は共同住宅が最も多く、次いで、飲食店等、事務所とな

っている。図 3.4 より、成長火災件数の経年変化は飲食店等で若干増加しているが、そ

の他の用途の件数は定常あるいは若干の減少傾向を示している｡ 

 

表 3.2 用途別の成長火災件数 

劇場等 飲食店等 物販店舗 ホテル 共同住宅 病院 学校 事務所

1995 77 305 168 69 1,992 31 121 294
1996 84 302 158 95 2,117 38 116 311
1997 96 315 152 85 2,050 34 113 319
1998 81 342 176 82 2,005 18 109 313
1999 71 342 185 91 1,979 17 104 302
2000 78 364 161 84 1,931 33 88 290
2001 73 371 125 88 2,050 25 103 295
2002 67 368 159 98 1,993 23 84 278
2003 51 333 133 64 1,959 18 70 254
2004 71 369 124 89 2,009 29 78 278

　用途

年

成長火災件数 [件]
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図 3.4 成長火災件数の経時変化（1995 年の件数基準） 

 

3.4.4 用途別成長火災の出火率 

表 3.1 の総延べ面積及び表 3.2 に示した成長火災の出火件数から成長火災の出火率 Phf 

を算出した結果を図 3.5 に示す｡なお、図中右側表の数値は 10 年間のデータから算出し

た成長火災の出火率の平均値と標準偏差である。 

図 3.5 より、成長火災の出火率の経年変化は共同住宅、劇場等は減少傾向、その他の

用途は大きな変化は見られない｡また、各用途の成長火災の出火率は大きく 3 つのグル
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ープに分けられ、最も高いのは飲食店等で 5.6 件/百万 m2/年、次いで劇場等、共同住宅

がそれぞれ 2.3 件/百万 m2/年、1.9 件/百万 m2/年となっている。ホテル、事務所、学校、

病院、物販店舗は 1.0 件/百万 m2/年以下の出火率の低いグループである。飲食店等や共

同住宅など、火気を扱う用途は出火率が高い傾向を示す。なお、図 3.5 右側の平均と標

準偏差に住宅の値を参考として示す。 
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図 3.5 成長火災の発生率 

 

3.5 成長火災 1 件あたりの死傷者数 

 

3.5.1 成長火災件数、死傷者数、成長火災 1 件あたりの死傷者数 

建築物の利用時間は用途毎に特徴があり、火災や人的被害の発生状況にも時間帯によ

る違いがあると思われるため、1 時間単位で整理を行う。成長火災発生時刻別の死傷者

数、成長火災の発生件数及び成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccasを図 3.6 に示す。なお、

死傷者の対象に自損によるものは含めていない注 4)。また、分析は 10 年間のデータを合

計して行った。 

成長火災の発生件数は、殆どの用途において朝方（4～6 時あたり）が他の時間帯と

比較して少ない｡飲食店等や共同住宅は火気が多く使用される夕方～夜間の火災件数が

多く、学校は日中の火災件数が多い。このように、火災発生件数は在館者の施設利用時

間帯と火気の利用時間帯に関係していることがうかがえる。 

一方、成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccasは、ホテルや共同住宅のような就寝を伴う

[件/百万m
2
] 平均

標準
偏差

劇場等 2.3 0.46
飲食店等 5.6 0.27

物販店舗 0.4 0.07

ホテル 0.9 0.11

共同住宅 1.9 0.23

病院 0.3 0.11

学校 0.3 0.11

事務所 0.7 0.07

住宅 2.8 0.06
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用途では深夜から早朝の就寝時間帯に多い。病院では外来部門の利用者が滞在する時間

帯である 12 時が最も多い。次いで就寝時間帯である 3 時、22 時が多いが値に変動が大

きく、他の就寝用途と比較して就寝時間帯に継続して値が高くない。これは病院火災件

数の母数が少ない影響を受けていることや看護師等のスタッフの働きで就寝時間帯の

火災が抑制されているとも考えられる。一方、物販店舗、学校、事務所等は日中の値が

多い。このことから、死傷者の発生は人の滞在時間と就寝等の在館者の状態が関連して

いることがわかる｡ 

図 3.6 の成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccasの全時刻の平均（以後、平均）及び各時

刻の最大値（以後、時刻別最大）を表 3.3 に示す｡なお、表 3.3 には住宅の値 2)も参考と

して示している。また、本検討は避難安全評価での利用を目的としているため、負傷者

を含めた死傷者を対象としている。負傷者には軽症も含まれ、被害の程度に幅があると

考えられるため、各用途の人的被害の深刻度合いを確認するために、各用途の死者と負

傷者の 10 年間の合計人数と死傷者数に占める死者の割合を表 3.3 に併せて示す。成長

火災 1 件あたり死傷者数と死者発生割合の関係を図 3.7 に示す。 

成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccasの平均に着目すると、共同住宅、住宅、ホテルの

値が他用途と比較して多い。一方、時刻別最大では、ホテルが 1.67 人/件と他用途と比

較して特に多い。また、就寝を伴う用途である共同住宅や自力避難が困難な病院、未成

年者が多くを占める学校も成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccasが 0.5 人/件を超え、他用

途と比較すると多い｡これは、図 3.6 をみると共同住宅は深夜～明け方の就寝時間帯の

成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccasが漸進的であるのに対し、ホテルは深夜～明け方、

学校は登校後～午前中の人が最も滞在していると思われる時間帯の成長火災 1 件あた

りの死傷者数 Ccasが多い傾向にあるが値が変動している。病院は値が変動し特に傾向が

見いだせない。これについて、ホテル、学校、病院のデータの詳細をみるとホテル、学

校は 1 度の火災で多数の死傷者が発生した火災事例の影響を受け、病院は母数の影響も

受けている。就寝を伴う用途や避難が一般よりも困難な在館者が存在する用途では火災

が拡大すると多数の死傷者が発生する危険性があることを示唆していると思われる。従

って、特にホテルについては火災 1 件で 15 人、30 人の死傷者が発生した火災があるた

め、平均が高めになっていると思われる。 

また、共同住宅の成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccasは住宅と比較して平均と時刻別

最大でそれぞれ 1.3 倍、1.1 倍である。共同住宅は複数の住戸の集合であるため、非火

災住戸の在館者も影響を受けるためと考えられる。 

次に、死傷者数に占める死者の割合は住宅系用途で高く、次いで病院、物販店舗が高

い。学校は死者が発生していない。既存の統計データを用いた分析例えば 9)は死亡リスク

を指標としているものが多いが、図 3.7 を見ると、死者割合、成長火災 1 件あたりの死

傷者数も公共空間に比べて、住宅、共同住宅の私的な空間の値が高くなっている。 
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図 3.6 成長火災の件数、成長火災発生時の死傷者数、成長火災 1 件当たり死傷者数 
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表 3.3 成長火災 1 件あたり死傷者数、死者発生割合 

劇場
等

飲食
店等

物販
店舗

ホテ
ル

共同
住宅

病院 学校
事務
所

住宅

平均 0.09 0.14 0.11 0.26 0.39 0.17 0.13 0.10 0.29
時刻別最大 0.29 0.23 0.25 1.67 0.65 0.71 0.54 0.14 0.54

死者数 [人] 2 21 14 13 1132 4 0 18 6826
負傷者数 [人] 66 470 170 220 7865 46 128 283 18999
死者割合 [-] 0.03 0.04 0.08 0.06 0.14 0.09 0.00 0.06 0.26

　　　　　　　　　　　　  用途

人的損失

成長火災1件あ
たり死傷者数

[人/
件]
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図 3.7 成長火災 1 件あたり死傷者数と死者発生割合 

 

3.5.2 受傷時の行動別の火災 1 件あたり負傷者 

 火災時に消火活動を積極的に行うと負傷の危険性が高くなると思われるが、火災報告

は消火活動も含めた様々な行動中の死傷者を集計したものである。避難安全設計では避

難中の死傷者を対象としているため、統計データでも避難中の死傷者を選別できるとよ

い。火災報告では死者の行動は明らかになっていないため、避難中に死傷した人数を集

計することができない。しかし、住宅用途を除いては表 3.3 に示すように死傷者の殆ど

が負傷者なので、本研究では各用途の負傷者の受傷時の行動を分析することで、成長火

災における死傷者の死傷時の行動の参考とする。なお、火災報告では負傷者の受傷時の

行動を①消火中、②避難中、③就寝中、④作業中、⑤その他（家事従事、飲食、休憩、

救助中等）に分類している。 

表 3.3 の各用途の負傷者数を受傷時行動別に分類し、成長火災 1 件あたりの負傷者数

を算出した結果を図 3.8 に示す。 

「避難中」の負傷者が多いのはホテル、共同住宅である。就寝を伴う用途は避難開始

の遅れ等から「避難中」に負傷する人数が増えると考えられる。ホテル、病院以外の用

途は「消火中」の負傷者数が最も多い。避難安全設計としてどのような死傷理由を対象
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とすべきか今後の議論が必要であるが、本研究では、消火等による能動的な死傷者を含

めた成長火災 1 件あたり死傷者数 Ccasを今後の分析に利用する。 
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図 3.8 受傷時の行動別の成長火災 1 件あたりの負傷者数 

 

3.6 避難リスク 

 

 建築物は法規制や自主的な対応等で暗黙的に許容できる避難リスク以下となるよう

に対策が取られ避難安全性が確保されている。しかし、その目標水準は用途毎に異なる

のか、用途に限らず同一になっているのか定かではない。そこで、成長火災が発生した

平均的な規模の建築物について避難リスクの算出を行い、この値をもとに現行法規下で

の各用途の避難安全水準の傾向を分析する。なお、ここでの平均的な規模は、延べ面積

の中央値及び平均値とする。 

1995 年～2004 年の火災報告の成長火災が発生した建築物の延べ面積の中央値及び平

均値を表 3.4 に示す。なお、本研究は成長火災が発生した事例の延べ面積の中央値、平

均値を求めたが、大規模な建築物では防火対策や管理体制の充実等で火災が小火以下に

抑えられている可能性があるため、実際の延べ面積の分布は表 3.4 の値より大きくなる

可能性があると思われる。延べ面積の中央値をみると、成長火災が発生した建築物の延

べ面積は飲食店舗等と事務所で小さく、学校で大きい。 

 

表 3.4 成長火災が発生した建築物の延べ面積 

劇場等
飲食店

等
物販
店舗

ホテル
共同
住宅

病院 学校 事務所 住宅

中央値 291 187 261 625 464 805 1731 155 155
平均値 859 531 2728 2270 1942 4463 3770 1269 1269

延べ面積

[m
2
]  
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表 3.4 の各用途の延べ面積の中央値及び平均値に対する避難リスク（それぞれ Rmed、

Rave）を式(3.1)により算出する。なお、成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccas は在館者数

と正の比例の関係があることも考えられるが、ここでは平均的な値を求めるため表 3.5

の平均値を用いた。また、成長火災の出火率 Phfは図 3.2 中の括弧内の平均値を用いた。

算出した避難リスク Rmed、Raveを表 3.5 に示す。図 3.9 は表 3.5 の避難リスク Rmed、Rave

を図にしたものである。 

避難リスクは式(3.1)の成長火災の出火率 Phf、床面積中央値 Amed、成長火災 1 件あた

りの死傷者数 Ccasの大きさにより決定され、同じ避難リスクでも出火しやすいか死傷者

が発生しやすいか、各変数の寄与する度合いが用途により異なる。各用途の平均的な規

模の建物の避難リスクについて、各変数の傾向を踏まえつつ用途間の比較を行う。 

初めに、成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccasに着目すると用途によって建物規模の分

布が異なるにも関わらず、就寝用途以外は平均値では 2.0 人/件以下の同程度に抑えられ

ている。現行法規では、就寝用途以外の火災 1 件あたりの死傷者が同程度の水準に保た

れるように対策が行われていると考えられる。就寝系用途では、先に示したように就寝

時間帯の成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccasが多く、他の用途と比較して時間帯による

差が大きい傾向があるため、避難リスクを削減するには、就寝時間帯の死傷者を減らす

対策をとることが有効であると考えられる。 

次に、PhfCcasは床面積あたりの死傷者数であるが、床面積あたりの死傷者数 PhfCcasは

大まかに 3 つのグループに分類できる。床面積あたりの死傷者数 PhfCcasが 0.7×10-6人/ 

m2 以上の最も大きいグループは「住宅、飲食店等、共同住宅」、中間は「劇場、ホテ

ル」、「物販店舗、病院、学校、事務所」は 0.1×10-6人/ m2以下の小さいグループにな

る。ホテルは火災 1 件で死傷者数は多めであるが、出火率が小さいため、床面積あたり

の死傷者数 PhfCcasとしては中間のグループに属する。一方、飲食店等は出火率が高いの

で床面積あたりの死傷者数 PhfCcasが大きいグループになる。 

代表的な床面積 Amed、Aaveそれぞれの用途間の大小関係は、代表的な床面積 Amed、Aave

で同様の傾向を示すため、ここでは 床面積中央値の Rmedを用いて考察を行う。避難リ

スク Rmedは共同住宅（0.34×10-3人/年）が最も大きい結果となった。共同住宅は成長火

災の出火率 Phf、成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccas、代表的な床面積 Amedが他の用途

と比較して大きいためである。次いでホテル（0.15×10-3人/年）、飲食店等（0.14×10-3

人/年）となり、避難リスク Rmed が最も小さいのは物販店舗、事務所の 0.01×10-3 人/年

である。劇場等と病院の避難リスク Rmed はそれぞれ 0.06×10-3 人/年、 0.04×10-3 人/年

と同程度である。避難リスク Rmedが大きい共同住宅、ホテルは全ての変数が他の用途と

比較して大きく、逆に、物販店舗、事務所は小さい傾向がある。病院は劇場等と比較す

ると成長火災の出火率 Phfは小さいが、床面積 Amed、成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccas

が大きいため、避難リスク Rmedが同程度となる。住宅は、床面積あたりの死傷者数 PhfCcas
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は 9 用途の中で最も大きいが、床面積が小さいため避難リスクとしては飲食店等と学校

の間の値となり、小さいリスク群にはいる。このように、各用途で多くみられる延べ面

積で比較すると、現行法下の避難リスクは用途間でいくつかのグループに分かれること

がわかる。本検討によると、各用途で最も多い規模の建物 1 棟では、共同住宅が最も死

傷者が発生し、物販店舗、事務所、病院、劇場、学校が死傷者の発生を抑えていること

になる。特に学校、病院、物販店舗が低く抑えられ、火災による避難不能者への対策が

取られていると考えられる。 

 

表 3.5 用途別の避難リスク 

劇場
等

飲食
店等

物販
店舗

ホテ
ル

共同
住宅

病院 学校
事務
所

住宅

P hf 10
-6

件/m
2

2.3 5.6 0.4 0.9 1.9 0.3 0.3 0.7 2.8

C cas 人/件 0.09 0.14 0.11 0.26 0.39 0.17 0.13 0.10 0.29

P hf C cas 10
-6

人/m
2

0.21 0.77 0.04 0.24 0.74 0.05 0.04 0.07 0.82
A med  (中央値) m

2 291 187 261 625 464 805 1731 155 118
A ave  (平均値) m

2 859 531 2728 2270 1942 4463 3770 1269 151
R med 10

-3
人/年 0.06 0.14 0.01 0.15 0.34 0.04 0.07 0.01 0.10

R ave 10
-3

人/年 0.18 0.41 0.12 0.54 1.44 0.24 0.14 0.09 0.12  
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図 3.9 代表的な建物規模（床面積：中央値、平均値）における避難リスク 

 

3.7 設計許容避難リスクに関する検討 

 

 本研究は建築物の用途、規模に応じた設計時に基準として用いる避難リスク（以降、

設計許容避難リスク RD
A）を設定することを将来的な目標としている。評価の基準値に

対しては、基準値のあるべき論や実務への適用性を確認する等、慎重に検討を進める必

要がある。しかし、議論を進展させるためにも、本研究では標準的な空間の避難リスク
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の値を許容避難リスクとして利用する既報の考え方 10)に統計データから得た値を適用

し、設計許容避難リスク RD
Aを算出することを試みた。そして、同面積での各用途の設

計許容避難リスク RD
Aの違いや設定をする上での課題について述べる。算出方法 10)およ

び算出例を以下に示す。 

 

3.7.1 算出方法 

本評価法の基本的な概念は、式(3.2)に示すように設計段階における当該建築物の避難

リスク R(K)を許容避難リスク RA以下に抑えることである。 

 

      Acashf RKCKAKPKR )(                                          (3.2) 

 

第２章で示したように本評価法では、成長火災の出火を前提とした出火後の火災シナ

リオツリーを設定し、各シナリオに対する生起確率と避難不能者数の積和から避難リス

ク R を算出する。この避難リスクが許容避難リスク RA以下に抑えられているかを評価

する。避難安全設計では成長火災となる火災を前提とするため、式(3.2)の RA を一年あ

たりの成長火災の平均出火件数で除すことにより得られる式(3.3)の右辺を式(3.4)に示

すように設計基準避難リスク RD
Aとする。 

 

     KAKP

R
KC

hf

A
cas                                                  (3.3) 

     KAKP

R
KR

hf

AD
A                                                   (3.4) 

 

さて、防火規定の強化は、例えばスプリンクラー設備の設置規制の強化 11)のように、

許容される死傷者数が明確ではないながらも、過去の火災被害発生状況をもとに許容値

を目指し、死傷者数を減じさせる目的で行われる。辻本は建物用途別（病院、旅館・ホ

テル、住宅）の火災死亡リスクの 1970 年～2000 年までの経年変化を統計データから求

めている 11)。この報告によると 30 年の間に住宅は殆ど火災死亡リスクに変化がなく、

病院は 1970 年代、旅館・ホテルは 1980 年代に火災死亡リスクは住宅より大きかった。

しかし、病院は 1980 年頃、旅館・ホテルは 1990 年頃になると住宅よりも小さな値とな

り、火災死亡リスクに変化がなくなっている。これは病院や旅館・ホテルの火災がこの

当時多発し、スプリンクラー設備等の規制が強化されたことが原因であるといえる 11)。

Starr は「死亡率は特定の行動もしくは技術が社会に受け入れられる過程で次第に減少

するものの、ある一定のレベル（受忍限度）に漸近し、それ以降は下がらなくなる」と

提案している 9),12)。この考え方に基づき、避難安全設計においては目標とする死傷者数



 3-15

をもとに設計するものと考え、本研究では許容避難リスク RA を式(3.5)に示すように基

準とする空間（用途 S、床面積 A の空間、以降、基準空間）の避難リスクであると仮定

する。基準の用途については、用途に関わらず同じ基準値とする方法や用途毎に重要度

や特性を考慮し異なる基準値とする方法が考えられる。式(3.5)を式(3.4)に代入すると設

計許容避難リスク RD
Aは式(3.6)のようになる。つまり、本研究で提案する評価法によれ

ば、式(3.6)で明らかなように設計許容避難リスク RD
Aの大きさは、基準空間の成長火災

1 件あたりの死傷者数 Ccas、基準空間 S と評価対象空間 K の成長火災の出火率比、床面

積の比により決定されることになる。辻本 9)は統計データの火災死亡リスクの経年変化

の分析から、公共の空間が私的な場より危険が高いのは社会的に容認されにくいと報告

している。また、人は低い発生確率でも発生時に大きな被害を出す事象に対してより嫌

悪感を持つといわれている 13)。よって、許容避難リスク RAについても、公共の用に供

される施設は個人用施設よりも値を厳しく設定する等、値を採用した際の防火対策への

影響の検討に加え、用途に対する基準値のあり方、値に対する社会的な受容等、今後十

分な検討が必要である。許容避難リスク RA については、現行の避難検証法が用途に関

わらず同じ安全基準（煙層下端高さ≧床面＋1.8m）を採用しているように、用途によら

ず同じ値を採用することが考えられる。しかし、表 3.5 に示すように各用途の避難リス

クは大きいものと小さいもので約 30 倍の差があり、用途間で安全基準に差がある場合

も考えられる。また、同一基準の場合もどの水準にすべきかを現段階で決定することは

難しい。そこで、本章においては許容避難リスク RA を用途ごとに設定する場合と用途

に関わらず同一の基準を用いる場合について検討する。 

 

     SCSASPR cashfA                                         (3.5) 
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A                         (3.6) 

 

3.7.2 算出例 

ここでは上記の考え方に従って算出した床面積 100m2 の空間の設計許容避難リスク

RD
Aを一例として示す。 

成長火災の出火率 Phf は図 3.3 中の括弧内の平均値を用いた。用途ごとに許容避難リ

スク RAを設定する場合は表 3.5 の既存建物の避難リスク Rmed であるとし以降の議論を

行う。避難リスク Rmedは延べ面積中央値に対する避難リスクで、成長火災 1 件あたりの

死傷者数 Ccasは平均値を用いて算出した値である。成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccas

は時間別最大を用いると平均値よりも多くの死傷者を許容することになるため、今回は

平均値を用いた。基準とする用途 S は、基準空間の避難リスク Rmedが最小の事務所及び
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既往の研究 14)でも基準値として用いられ、統計データ量が豊富で延べ面積のばらつきが

他の用途と比較して小さい住宅を用いることとした。既往の研究 14)では住宅の死亡リス

クの経年変化が定常状態であることから、住宅を基準リスクとしてとらえているが、住

宅は公共空間より死亡リスクが高いため、公共空間は私的な空間より基準値を低くする

必要があるとして、暫定的に住宅の死亡リスクの 1/100 を基準として評価を実施してい

る。本研究では負傷者を含む避難リスクを扱っており、図 3.9 で住宅の死傷者に対する

避難リスクは公共空間と同程度であることから住宅を基準値と考えた。 

ところで、建築物の在館者数は時間帯等で変動があるが、避難安全設計は在館者数を

安全側に設定して検討が行われる。火災時の死傷者数は在館者数に比例して大きくなる

ことが考えられるが、火災統計における成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccasは設計で想

定する在館者密度より低い状態で発生した事例が含まれる中で集計された値である。そ

のため、設計で基準値として利用するためには表 3.7 の成長火災 1 件あたりの死傷者数

Ccasを設計で想定する在館者（数）に基づく成長火災 1 件あたりの死傷者数 CD
casに変換

した値とした方が良い。住宅は世帯人数や在宅時間等の統計データが存在するため 2)、

設計ベースの値に変換することを試みた。 

（1）各用途の避難リスクを基準とした場合 

表 3.5 の各用途の避難リスク Rmedを許容避難リスク RA とした場合の設計許容避難リ

スク RD
Aを表 3.6 に示す｡ 

基準空間と評価空間は同一用途なので、式(3.6)の出火率比は 1 になり、用途間の設計

許容避難リスク RD
Aの違いは、基準空間の床面積 A(S) 及び成長火災 1 件あたりの死傷

者数 Ccas(S)の大きさで決定する。同じ面積の場合は事務所の設計許容避難リスク RD
Aが

一番小さい値となった。「飲食店等、劇場等、物販店舗」、「病院、ホテル、共同住宅」

は同程度の値となった。また、学校は基準空間の床面積 A(S)が特に大きいため最も大き

い値となった。設計許容避難リスク RD
Aが小さいほど、より厳しい対策が必要になるた

め、図 3.3 で示したように、時間帯で死傷者数に差がある用途では、平均値を利用する

と基準値が大きくなる。死傷者が多い時間帯の避難リスクを低下させるために、基準値

の決定には用途毎の特性を考慮することも必要である。 

 

表 3.6 各用途の避難リスクの代表値を許容避難リスクとした場合の RD
A 

劇場等
飲食店
等

物販
店舗

ホテル
共同
住宅

病院 学校 事務所 住宅

R A 10
-3
人/年 0.06 0.14 0.01 0.15 0.34 0.04 0.07 0.01 0.10

P hf 10
-6
件/m

2
2.3 5.6 0.4 0.9 1.9 0.3 0.3 0.7 2.8

A m
2 100 100 100 100 100 100 100 100 100

P *
hf - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

R D
A 人/件 0.27 0.26 0.29 1.63 1.83 1.40 2.29 0.15 0.34  
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（2）事務所を基準とした場合 

事務所の避難リスク Rmed を許容避難リスク RA とした場合の設計許容避難リスク RD
A

を表 3.7 に示す｡設計許容避難リスク RD
Aは用途間の出火率比の大小関係に従い、出火率

の低い物販店舗、病院、学校の設計許容避難リスク RD
Aが大きくなる。逆に設計許容避

難リスク RD
Aが小さい用途は飲食店等、劇場等、住宅、共同住宅である。 

 

表 3.7 事務所の代表的な避難リスクを許容避難リスクとした場合の RD
A 

劇場等
飲食店
等

物販
店舗

ホテル
共同
住宅

病院 学校 事務所 住宅

R A 10
-3
人/年 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

P hf 10
-6
件/m

2
2.3 5.6 0.4 0.9 1.9 0.3 0.3 0.7 2.8

A m
2 100 100 100 100 100 100 100 100 100

P *
hf - 0.3 0.1 1.8 0.8 0.4 2.2 2.4 1.0 0.2

R D
A 人/件 0.05 0.02 0.27 0.12 0.06 0.34 0.37 0.15 0.04  

 

（3）住宅を基準とした場合（設計在館者密度ベース） 

既報[2]の住宅の世帯人数や在宅時間等の統計データから火災時に滞在していた人数

を想定し、統計値の成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccasを設計在館者密度ベースの成長

火災 1 件あたりの死傷者数 CD
casに変換した値を利用する。変換方法 2)を以下に示す。 

①設計在館者密度ベースの成長火災 1 件における死傷者数 CD
cas は、下式に示すよう

に設計で想定する在館者人数と死傷率の積となる。式(3.7)の床面積 A はここでは住

宅・土地統計調査 (2003年)から得られた戸建住宅の平均住戸面積 125m2を用いる。

また、pdenは在館者密度で建築基準法告示 15)より住宅の居室 0.06 を用いる。 

 

  CD
cas=A×pden×pcas                          (3.7) 

 

②pcas は空間内の在館者の死傷率で、火災統計の成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccas

に対して、火災時に滞在していた平均世帯人数で割ることにより求められる。火災

時に滞在していた平均世帯人数は、住宅の平均的な滞在時間の統計データより算出

した一日の平均在宅率 pstyと平均世帯人数 Naveの積により算出する。 

 

  pcas = Ccas /( Nave×psty)                          (3.8) 

 

ここで、成長火災 1 件における死傷者数 Ccasは住宅の統計データから 0.30、平均

世帯人数 Naveは住宅・土地統計調査（1998 年）の住宅タイプ別世帯人員 3.2 人を利

用する。 
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③平均在宅率 psty は国民生活時間調査(2005 年)16)から得られる住宅の平均的な滞在時

間（15.8 時間）の統計データより算出した一日の在宅率 0.66 とした（15.8 時間/24

時間＝0.66）。成長火災 1 件における死傷者数 は 1.1 人（＝7.5×0.14）となる。 

④③を②に代入し住宅の死傷率を算出する。住宅の死傷率 pcasは 0.30/2.11＝0.14 とな

る。 

⑤④を①に代入すると、設計在館者密度ベースの成長火災 1 件における死傷者数 CD
cas

は 1.1 となる。 

式(3.6)に住宅の基準値を適用したものが式(3.9)である。成長火災 1 件あたりの死傷者

数 CD
casを用いた設計許容避難リスク RD

Aを表 3.8 に示す。なお、参考として表 3.5 の延

べ面積平均値の場合の設計許容避難リスク RD
Aを併せて示す。 

同一基準を用いる場合には先の（2）と用途間の大小関係の傾向は変わらないが、住

宅の設計在館者密度ベースの許容避難リスク RA を基準とした場合には設計許容避難リ

スク RD
Aの値が大きくなるため、用途間の差がより鮮明になる。 
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表 3.8 住宅の代表的な避難リスクを許容避難リスクとした場合の RD
A 

（床面積 A＝100m2 の場合） 

劇場等
飲食店
等

物販
店舗

ホテル
共同
住宅

病院 学校 事務所 住宅

R A 10
-3
人/年 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

P hf 10
-6
件/m

2
2.3 5.6 0.4 0.9 1.9 0.3 0.3 0.7 2.8

A m
2 100 100 100 100 100 100 100 100 100

P *
hf - 1.2 0.5 7.2 3.1 1.5 9.0 9.7 4.1 1.0

R D
A 人/件 1.67 0.69 9.85 4.21 2.04 12.44 13.29 5.60 1.38  

（床面積 A が表 3.5 の延べ面積平均値の場合）

劇場等
飲食店
等

物販
店舗

ホテル
共同
住宅

病院 学校 事務所 住宅

R A 10
-3
人/年 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

P hf 10
-6
件/m

2
2.3 5.6 0.4 0.9 1.9 0.3 0.3 0.7 2.8

A m
2 859 531 2728 2270 1942 4463 3770 1269 125

P *
hf - 1.2 0.5 7.2 3.1 1.5 9.0 9.7 4.1 1.0

R D
A 人/件 0.19 0.13 0.36 0.19 0.11 0.28 0.35 0.44 1.10  

※住宅のみ延べ面積平均値は住宅・土地統計調査 (2003 年)から得られた値を利用した。 
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3.7.3 許容避難リスクの設定に関する課題 

以上の計算例より、同じ面積の空間に対する許容避難リスク RA の違いによる用途間

の設計許容避難リスク RD
A の違いを示した。許容避難リスク RA を用途毎に設定する場

合と同一基準を用いる場合で設計許容避難リスク RD
Aの傾向が大きく異なったのは、物

販店舗（各用途：小、同一基準：大）、ホテル、共同住宅（各用途：大、同一基準：小）

である。このように許容避難リスク RA の違いにより、設計許容避難リスク RD
A の値は

大きく異なる。設計許容避難リスク RD
Aが大きくなると設計に自由度が大きくなるため、

基準の設定については各用途に設定すべきか、どの値を基準とすべきかなど更なる検討

が必要である。基準値は統計データから得られる用途毎の傾向を鑑み、各用途の安全レ

ベルの設定目標を明確にし、ケーススタディを重ね慎重に決めていく必要がある。 

 

3.8 まとめ 

 

本章ではリスクの概念に基づく避難安全評価手法で活用するため、代表的な用途の統

計データの分析を行い、成長火災が発生した平均的な建物規模について統計データに基

づき避難リスクの算出を行った。また、設計許容避難リスクの検討を実施した。主な結

果は以下の通りである｡ 

・成長火災の出火件数が床面積に比例する仮定の下で、成長火災の出火率を算出した。

出火率は飲食店舗等の火気を扱う用途で高く、8 用途の出火率は大きく 3 つのグルー

プに分類に分けられた。 

・成長火災 1 件あたりの死傷者数は在館者の滞在時間帯と関係があり、就寝用途は夜間

に多く発生している。 

・火災報告の延べ面積中央値、平均値についての避難リスクを算出した。死傷者の発生

する避難リスクは用途間で異なり、特に共同住宅で大きく、物販店舗、事務所で小さ

い結果となった。 

・設計許容避難リスクは、用途毎に基準を設定すると、基準とした延べ面積中央値と成

長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccasの両方の関係性から、学校、病院、共同住宅、ホテ

ルが高くなり、同一の基準を用いると、各用途の出火率の大小関係から、学校、病院、

物販店舗が高くなった。 

設計許容避難リスクの設定は防火対策の取捨選択の決定に重大な影響を与えるため、

設計目標とする安全レベルの設定について十分な検討を行う必要がある。また、ケース

スタディを実施し、評価法を適用した場合の避難計画の妥当性についても十分な検討が

必要である。また、本評価法では設計許容避難リスク RD
Aを求めるための成長火災の出

火率 Phfや成長火災 1 件あたりの死傷者数 Ccasなどに統計データを利用している。近年、

これらの値は定常状態にあるが、将来的にさらに厳しい許容値を求めるなどこれらの値
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が変化することも考えられる。このような場合は統計データによって算出した数値を更

新することにより、時代背景に見合った評価を行うことが可能である。 

なお、火災報告においては、スプリンクラー設備が設置されている建築物の割合が低

いため、その使用率も低い注 7)。しかし、本報はスプリンクラー設備を含んだ規模に応

じた防火対策が取られている結果であることに注意が必要である。 

 

 

注 

注 1) 事務所以外の用途は延べ面積によらず出火率がほぼ一定であることが既往研究

で報告されている 4)。事務所は規模による管理水準の違い等が出火率に影響を及ぼして

いると考えられるが、規模によらず一律として扱う方が規模の大きな建築物に対して評

価上厳しい設定となるため、本報では出火率が床面積に比例すると定義する。 

注 2) 死傷者の対象は火災報告の死者の分類の「死者数その他」に自損が含まれるため、

住宅以外の用途については「死者数その他」を除いた、死者：「消火義務者」、負傷者：

「消火義務者」及び「その他のもの」とし、自損は含まない条件で実施した。住宅につ

いては「死者数その他」の死者数が多いことから、「火災による死者の調査表」のデー

タを用いて、火災報告の「死者数その他」の自損以外の人数を加えている。なお、負傷

者の負傷程度は軽症以上とした。 

注 3 ) 成長火災：焼損床面積または焼損表面積が 1m2 以上あったもの、放火以外：過

失による建物内の火災を対象とするため、出火原因分類表 2 表経過が放火、放火の疑い

以外のもの、出火箇所が外周部以外の火災と定義した。 

注 4) 火災報告データは、総務省消防庁へ行政文書開示請求手続きを行うことによって

入手した。データは全てコード化されているが、入力されている数値の意味等の詳細は

文献 5)の解説に記載されており、必要な項目の抽出・分析が可能である。なお、火災件

数は兵庫県南部地震に伴う火災も含む。 

注 5) 固定資産の価格等の概要調書では共同住宅は非木造の延べ床面積については戸

建て住宅と合算されている。住宅土地統計調査（5 年毎）では木造と非木造別に共同住

宅の床面積が得られるため、1998 年の面積比率を用いて固定資産概要調書の共同住宅

の値を按分し、非木造共同住宅の床面積を算出した。 

注 6) 病院：約 4％（効果的に作動した火災 40 件/焼損 0m2 の火災 1016 件）、劇場等約

3%（効果的に作動した火災 3 件/焼損 0m2の火災 104 件）、その他は 1%かそれ以下） 

注 7) 設置割合は病院を除く用途の平均は 6％、病院は 28%（火災報告の成長火災が発

生した事例を対象）。スプリンクラー設備の火災時の使用率（火災報告の成長火災発生

件数に対する使用率）は、病院が約 12％、物販約 3％、ホテルが約 2％、劇場等が約 1％、

その他が 0.2％以下である。 
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記号 

A：床面積[m2] 

Aave：延べ面積の平均値[m2] 

Amed：延べ面積の中央値[m2] 

Ccas：成長火災 1 件あたりの避難不能者数[人/件] 

CD
cas：設計在館者密度ベースの成長火災 1 件あたりの避難不能者数[人/件] 

K：任意の用途 

Nave：平均世帯人数[人] 

pcas：成長火災時における在館者の死傷率[/件] 

pden：在館者密度[人/m2] 

Phf：床面積あたりの成長火災件数[件/m2/年] 

Phf
*：戸建住宅との出火率比[-] 

psty：住宅の平均的な滞在時間の統計データより算出した一日の平均在宅率[時間/時間] 

R：避難リスク[人/年] 

RA：許容避難リスク[人/年] 

Rave：延べ面積の平均値における避難リスク[人/年] 

RD
A：設計許容避難リスク[人/件] 

Rmed：延べ面積の中央値における避難リスク[人/年] 

S：避難リスクを許容避難リスクとみなす基準空間の用途 

 

 

第３章参考文献 

 

1) 例えば，志田弘二他：火災発生に伴う人命危険の評価法，日本建築学会計画系論文

報告集 No.368，1986 

2) 野竹宏彰，池畠由華，山口純一，田中哮義：住宅・共同住宅火災の統計的分析に基

づく設計避難リスクの算出－火災安全設計における設計避難リスクに関する研究－，日

本火災学会論文集，Vol.61，No.2，pp.1-11，2011.08 

3) 池畠由華、野竹宏彰、山口純一、田中哮義：統計データに基づく用途別の避難リス

クの算出 －火災安全設計における設計基準避難リスクに関する研究－、日本火災学会

論文集、Vol.61、No.3、2011. 

4) 朴哲也他：データベースを利用した非常用照明設備の故障率と出火率の解析，日本

建築学会構造系論文報告集第 418 号，pp.117-126，1990.12 

5) 防災行政研究会 編：火災報告取扱要領ハンドブック 11 訂版，東京法令出版，2007.5. 

6) EDMC／エネルギー・経済統計要覧（2008 年版），財団法人日本エネルギー経済研



 3-22

究所エネルギー計量分析センター， 2008.2  

7) 固定資産の価格等の概要調書，1995～2004 年，総務省 

8) 東京消防庁統計書平成 15 年，東京消防庁，2004.11 

9) 辻本誠：リスク比較と認知，建築雑誌，日本建築学会，Vol.116，No.1479，pp.22-25,2001 

10) TANAKA Takeyoshi.: Risk-based selection of design fires to ensure an acceptable level of 

evacuation safety, The 9th symposium, Fire safety Science, IAFSS, (2008), Karlsruhe, Germany 

11) 辻本誠：防災における安全管理―建築分野における規制とリスクの変化，「システ

ム／制御／情報」／システム制御情報学会，Vol.47，No.8，pp.13-19，2003 

12) Starr: Social Benefit versus Technological Risk, Sciences, Vol.165, 1969 

13) 関沢愛他：火災危険分析モデルを記述するための一般的な概念的フレームワーク，

災害の研究第 24 巻，1993 

14) 掛川秀史：火災シナリオに基づく避難安全性評価手法に関する研究，学位論文（名

古屋大学），1997 

15) 平成 12 年建告第 1441 号，同第 1442 号 

16) 2005 年国民生活時間調査報告書、NHK 放送文化研究所、2006 

 

 

 

 



 4-1

第４章 防火対策の作動信頼性と効果の定義 

 

4.1 はじめに 

 

 本評価法はスプリンクラー設備などの建築物の避難安全に関わる防火対策の性能の

程度や信頼性に関するイベントツリーを用いた火災シナリオに基づく評価 1),2)を実施す

る。このようなイベントツリーに基づく評価では、防火対策の作動確率やその効果の定

義によって結果が大きく異なるものとなる。これらの防火対策の作動信頼性については、

定期点検報告や火災統計データを利用した検討が過去に行われている 3)~9）が、奏効の定

義が明確ではなく、本評価法のイベントツリーにそのまま利用できるものに必ずしもな

っていない。例えば、避難安全評価ではスプリンクラー設備の散水で火源を一定以下に

抑制する場合についても効果があるとみなすが、火災統計上は効果があったとみなされ

ていない可能性もある。 

本章では、本評価法の居室避難で想定される防火対策について、作動信頼性のデータ

を既往文献の調査によって収集・整理する。特に、スプリンクラー設備については、作

動時の火源パターンを分類し、統計データを利用し各火源パターンの作動信頼性の算出

を行った。また、スプリンクラー設備が設置されている空間の設計火源の設定を行った。 

 

4.2 本評価法で対象とする防火対策と検討方法 

 

4.2.1 本評価法で対象とする防火対策 

 ここでは、居室避難検証で対象とする防火対策の種類と評価法での効果について整理

する。 

 居室避難検証に関係する防火対策を表 4.1 に示す。居室の中に天井まで達する壁で区

画された子室が存在する場合は、子室の扉、防火シャッターの作動信頼性と効果が親室

の避難安全性に影響を及ぼすため、本評価法においては、居室避難検証での火災進展に

関わりのある表 4.1 に示すスプリンクラー設備、排煙設備、防火シャッター、区画の扉

の 4 つの防火対策を対象とした。 

評価には、設備の作動の成否に関わる生起確率と設備の火災・煙性状に対する効果が

関係する。本評価法では第２章で示したように、シナリオの生起確率に基づいて設計火

災成長率が算出される（例えば、火災シナリオの生起確率が小さい場合には設計火災成

長率が大きく算出される）ため、各防火対策の成否の生起確率の設定は重要となる。ま

た、各防火対策の評価上の効果の扱いについては、スプリンクラー設備は有効に作動す

れば火源は抑制され、最大発熱速度の設定に反映される。排煙設備が作動した場合には

煙が排出され、煙層下端が避難限界高さに達する時間が延長される。防火シャッターと
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区画の扉は隣接区画への煙伝播防止に関係し、特に居室内に床面積の小さい廊下状の親

室を持つような計画では、子室からの漏煙を制御するのに大きな影響を与える。 

  

表 4.1 居室避難検証に関係する防火対策 

防火対策 本評価法における扱い 

生起確率 評価に反映される効果 

スプリンクラー設備 

設計火災

成長率 

火災性状 最大発熱速度の抑制 

排煙設備 

煙性状 

煙排出による煙降下時間の遅延

防火シャッター（子室がある場合） 
隣接区画への煙伝播防止 

区画の扉（子室がある場合） 

 

4.2.2 検討方法 

本章では、上記の 4 つの防火対策の作動信頼性の調査および分析を行う。スプリンク

ラー設備については、散水の効果を設計火源に反映させるため、作動信頼性に加え、評

価法で取り扱う設計火源についても設定を行う。各防火対策の作動信頼性の調査および

分析方法を以下に示す。 

 

① スプリンクラー設備 

既往の調査結果を整理する。また、スプリンクラー設備については統計データに基

づいて作動に関する確率を設定する。ただし、公開されている統計データでは本研

究の意向に沿う形でデータが提供されていないので、設計で想定すべき散水の発熱

速度への効果を分類し、各火源パターンを焼損床面積に基づき定義する。その定義

を用いて統計データで作動に関する確率を算出する。また、統計データを用いてス

プリンクラー設備作動に伴う避難安全への影響や焼損床面積と消火効果の関係を分

析する。 

② 排煙設備 

 既往文献の調査結果に基づき、作動/不作動確率を設定する。 

③ 防火シャッター 

 既往文献の調査結果、および近年に行われた定期点検に関する報告をもとに閉鎖/不

閉鎖確率を設定する。 

④ 防火戸 

 既往文献の調査結果に基づき、閉鎖/不閉鎖確率を設定する。 
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4.3 スプリンクラー設備の作動信頼性と設計火源 

 

居室の避難安全評価に利用するために、スプリンクラー作動時の消火、抑制などの火

源パターンの分類を行う。また、スプリンクラー設備の散水による消火、抑制について

焼損床面積で定義を行い、その定義に基づきスプリンクラー設備の作動に関する生起確

率を統計データを利用して算出する。さらに、スプリンクラー設備が設置されている場

合の設計火源の設定を行う。 

 

4.3.1 スプリンクラー設備がある場合の火源パターン 

 スプリンクラー設備が設置されている場合に起こりうる火源パターンの整理を行っ

た。図 4.1 にスプリンクラー設備が設置されている場合の火源のパターンを示す。 

スプリンクラー設備はヘッドが火災による熱を受けて作動温度に達した時点で散水

するが、火源が小さい場合や他の消火器具で初期消火が奏功した場合の小火や、スプリ

ンクラー設備が作動しない発熱速度で燃焼が継続する作動条件に至らない火災がある。

また、スプリンクラー設備が作動する条件に達する火災にも関わらず、スプリンクラー

設備が作動しない場合があり、この原因としては機器の故障、バルブの閉め忘れによる

管理不良などがある。不作動時は火災が成長していくと考えられ、本研究ではスプリン

クラー設備不作動時の火源パターンを S4 とする。同様にスプリンクラー設備が作動条

件に達する火災で作動した場合に、図 4.1 に示すよう散水により発熱速度が減衰し消火

成功するパターン（S1）、散水直後に消火に至らなかったものの、発熱速度を一定の状

態に抑制するパターン（S2）がある。設計火源としては、海外ではスプリンクラー設備

がある場合は S1 のように作動後に発熱速度が減少するモデルが用いられている 10),11)が、

消火が成功した場合は小火となり安全に避難可能であると考えられることから、本研究

ではスプリンクラー設備が効果的に機能する場合を S1 と S2 に分けて考えた。なお、作

動条件に至らない火災でも、燃焼が継続する場合は避難安全性を評価する必要があるの

で、本研究では作動条件に満たない発熱速度で燃焼が継続する火災を S2 に含めて検討

を行うものとする。消火に失敗した火災では、スプリンクラー設備が作動したにも関わ

らず、散水が燃焼拡大に追い付かずに火災が拡大し続ける抑制失敗パターン（S3）があ

る。既往の研究では、本評価法の火源パターンに基づく生起確率の算出は行われた例は

ない。そこで、本研究ではスプリンクラー設備作動時の火源パターン S1～S4 をもとに、

生起確率の設定を行う。なお、S2 については散水による抑制火源の最大発熱速度の設

定についても検討を行う。 
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t

QspQf

t
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SP SP
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作動する必要のある火災

・他の消火器具との
併用含む

消火失敗
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図 4.1 スプリンクラー設備が設置されている場合の火源のパターン 

 

4.3.2 作動信頼性に関する既往の研究 

防災設備の作動確率について間瀬らが既往の文献調査を実施 6)しており、ISO の

Guidance on Fire Risk Assessment7)の中では、スプリンクラー設備の奏功率は 95.0％と設

定していると報告している。また、表 4.2 に示すように文献[8]では 17 文献のスプリン

クラー設備の奏功率がまとめられており、最小が 87.6％、最大が 99.5％と報告されてい

る。しかし、奏効の定義は必ずしも明確にはなっていない。 
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表 4.2 スプリンクラー設備作動信頼性に関する既往研究（文献[8]を加筆して作成） 

Reference Reliability of Success[%] Comments 調査対象 発行年 文献

Marryat 99.5
Inspection, testing, and maintenance exceeded
normal expectations and higher pressures

Australia 1986

Maybee 99.4
Inspection, testing, and maintenance exceeded
normal expectations and higher pressures

USA 1988

Powers 98.8 Office buildings only in New York City USA 1979
Powers 98.4 Other than office buildings in New York City USA 1979
Finucane et al. 96.9-97.9 Scotland 不明

Milne 96.6/97.6/89.2 不明 不明

NFPA 88.2-98.2
Data provided for individual occupancies – total
for all occupancies was 96.2%.

USA 1970

Linder 96.0 USA 1993
Richardson 96.0 Canada 1985
Miller 95.8 不明 1974
Powers 95.8 Low rise buildings in New York City USA 1979
US Navy 95.7 1964 – 1977 USA 2003
Smith 95.0 UK data UK 1983
Miller 94.8 不明 1974

Budnick 92.2/94.6/97.1
Values are lower in commercial uses (excludes
institutional and residential)

不明 2001

Kook 87.6 Limited data base USA 1990

Ramachandran 87.0
Increases to 94 percent if estimate number of
fires not

USA 1998

日本損害保険協会 97.9

政令指定都市10市10年分（1982～1991年）の
スプリンクラー設備が作動した建物火災234件
（消火器や消火栓の併用により消火された事例
を含む）

日本 1994 [4]

[8]

 

 

 機器が作動しない事象のうち、機器の故障に基づくものについては、掛川らが東京都

の建築物の定期点検データに基づいて、スプリンクラー設備の軽微な不良、重大な不良

の発生率を算出している 9)。不作動に関係する場合として重大な不良の発生率に基づき、

故障率 1.6%を設定している。 

 

4.3.3 スプリンクラー設備作動に関する火災の統計データの調査項目 

火災時のスプリンクラー設備の作動に関しては消防機関で統計が取られている。ここ

では、消防機関から公表されている統計データのスプリンクラー設備に関わる項目を整

理する。利用したデータは 2 種類で、一つは全国の消防機関で調査された統計データを

集計した総務省消防庁により公開されている「火災報告 12)」である。もう一つは東京消

防庁が火災報告の調査項目以外に独自の項目で調査を行い、消防設備に関する効果を報

告している「火災の実態 13)」である。 

1)火災報告 

 「火災報告」のスプリンクラー設備に関する調査項目を図 4.2 に示す。「火災報告」

ではスプリンクラー設備の設置の有無、作動の有無の調査が行われているが、不作動の

場合の作動の必要性の区別がされていない。不作動の場合には、作動の必要があったが

故障・管理不良で作動しない、天井高が高い等で作動条件に到達せず燃焼が継続する火
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災、および小火で作動の必要のない火災が混在していると思われる。また、初期消火に

用いた器具 1 点のみについてその効果を尋ねているため、スプリンクラー設備を初期消

火器具に挙げていない場合はスプリンクラー設備の効果は明らかにならない。例えば、

消火器で初期消火に失敗し、その後スプリンクラー設備で消火に成功した場合には、消

火器が効果なしの回答のみでスプリンクラー設備の効果は記載されない。スプリンクラ

ー設備が作動した火災でも初期消火なしと回答されている事例もあり、スプリンクラー

設備が初期消火に使用されたと判断されない場合も存在する。初期消火器具の効果につ

いても明確な定義は存在しない。つまり、「火災報告」では本評価法で必要な作動条件

を満足した火災か否かが区別できず、消火、抑制の分類もないため、S1～S4 生起確率

の算出を単純にはできない。 

 

SP作動

SP  ：スプリンクラー設備

SP不作動

初期消火器具
の効果あり

初期消火器具

初期消火なしSP以外 SP

初期消火器具
の効果なし

SP無設置 SP設置

初期消火器具
の効果あり

初期消火器具
の効果なし

・故障、管理不良
・作動しない規模で継続
・作動の要なし（小火）

 

図 4.2 「火災報告」によるスプリンクラー設備に関する調査項目 

 

2)東京消防庁「火災の実態」の調査項目 

 「火災の実態」のスプリンクラー設備が関連する統計の調査項目を図 4.3 に示す。「火

災の実態」ではスプリンクラー設備が作動する必要のあった火災か否か、作動した場合

に効果のあった件数を集計している。また、不作動の場合の理由も調査している。故障

率だけではスプリンクラー設備の不作動率を小さめに見積もる恐れがあるが、不作動の

要因には機器の故障以外に管理不良の件数が含まれるため、故障および管理不良を含め

た不作動率の算出が可能である。 

しかし、「火災の実態」のデータについても、「火災報告」と同様に効果や作動の必

要性は明確に定義されておらず、スプリンクラー設備の「消火成功」、「抑制成功」に

ついては判断できない。 
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SP使用の要あり

不使用

効果的に使用・作動

SP  ：スプリンクラー設備

SP使用の要なし

・バルブ開き忘れ
・炎がダクトに吸引
・未警戒部分からの出火
・故障 など非効果的に使用・作動

使用・作動

 

図 4.3 東京消防庁によるスプリンクラー設備に関する調査項目 

 

このように、消防機関による火災統計データを単純に集計して、S1～S4 生起確率の

算出はできない。「スプリンクラー設備の効果があった火災」はおそらくその多くが

S1 の「消火成功」を示していると思われるが、効果があったと判断された火災の被害

も明らかになっていない。本評価法においては、成長拡大する火災を対象としているの

で「消火成功」は小火（焼損床面積 0m2）で検証対象外とし、スプリンクラー設備が有

効な場合については、「抑制成功」での避難安全性を確認する。「抑制成功」では散水

により抑制された発熱速度 Qspを設計火源とし、発熱速度 Qspはスプリンクラー設備が

作動しない条件を考慮するため焼損床面積が小さいと考える。よって、焼損床面積を指

標として、統計データを用いて「消火成功」および「抑制成功」の確率の算出を行うこ

とを考えている。設計での定義が実火災の現状と乖離しすぎることは好ましくないため、

消防機関でスプリンクラー設備の効果があったと判断した火災の焼損床面積を調べ、

「消火成功」および「抑制成功」の定義の参考とする。 

 

4.3.4 「消火成功」と「抑制成功」の定義に関する統計データに基づく分析 

S1～S4 の各火源パターンの生起確率を得るために、下記に示す確率が必要となり、

統計データでの算出条件の設定が必要となる。 

 

・スプリンクラー設備が作動条件に達する火災の割合 

・作動条件を満足した場合の作動率：psp、または不作動率：1-psp 

・スプリンクラー設備が作動した場合の消火率：pex 

・スプリンクラー設備が作動した場合の抑制率：pcont 

・作動条件に達しないで燃焼が継続する火災の割合：pst 

 

本評価法では、下記に示す条件を統計データでの算出条件と設定した。 

 

・スプリンクラー設備が作動した場合の「消火成功」：焼損床面積 0m2 
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・スプリンクラー設備が作動した場合の「抑制成功」：焼損床面積 1m2 

・作動条件に達しないで燃焼が継続する火災：スプリンクラー設備不作動で焼損床面

積が「抑制成功」と同じ火災 

 

本評価法では「消火成功」を焼損床面積 0m2 の火災と想定し、検証を行わないことと

している。しかし、スプリンクラー設備は作動する前にある程度の火源規模に到達して

いることも考えられる。また、検証対象外と設定した火災の条件で多数の死傷者が発生

し、検証対象外と想定できないことも考えられる。そこで、下記に示すような消防機関

が効果があったと判断した火災の焼損床面積やスプリンクラー設備作動時の死傷者数

を分析することにより、「消火成功」、「抑制成功」の定義の参考とする。なお、消防

による本格消火の実施有無を分析したのは焼損床面積が本格消火の影響を受けていな

いかを確認するためである。 

 

・初期消火器具の効果有無と焼損床面積 

・初期消火器具の効果有無別の本格消火実施有無と焼損床面積 

・スプリンクラー設備作動時の死傷者数（率）と焼損床面積 

 

(1) 消防機関の判断による初期消火器具の効果的な消火と焼損床面積の関係 

既往研究 4)ではスプリンクラー設備の奏功率を消防機関が判断した「スプリンクラー

設備の効果あり」のデータに基づき算出が行われているが、「火災報告」ではスプリン

クラー設備が効果的に機能した件数を把握できない。また、本評価法ではスプリンクラ

ー設備の奏功を「消火成功」、「抑制成功」に分け、焼損床面積で定義することを考え

ている。スプリンクラー設備が作動するためには火災がある程度成長していることが考

えられるため、「火災報告」のスプリンクラー設備が作動した火災で初期消火器具が効

果的であったと消防機関が判断した火災の焼損床面積を分析することで、本評価法で設

定した「消火成功」、「抑制成功」の定義の参考とする。 

 

1)調査方法 

 第３章と同様に 1995 年～2004 年の 10 年間の「火災報告」データを利用する。ここ

では第３章で示した住宅用途以外の 7 用途のスプリンクラー設備が作動した火災注 1) 

497 件のデータで分析を行った。なお、第３章では成長火災を対象としているが、スプ

リンクラー設備の効果を確認するために、ここでは小火も対象としている。 

初期消火に用いた器具を 1 種類について初期消火の効果の有無を回答する項目があ

る。これを初期消火器具と効果の有無で以下の 5 つに分類し、データの分析を行う注 5)。 
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①スプリンクラー設備以外の消火器具で初期消火に効果があった火災 

②スプリンクラー設備が初期消火に効果があった火災 

③初期消火なし 

④スプリンクラー設備以外の消火器具が初期消火に効果がなかった火災 

⑤スプリンクラー設備が初期消火に効果がなかった火災 

 また、「火災報告」には火災現場で消防隊が放水をした場合には放水開始時刻が記録

されているため、放水が行われた場合を本格消火ありとし、①～⑤それぞれについて、

消防隊の本格消火件数を火災件数で除すことにより得られる本格消火実施率により、初

期消火の効果と本格消火の必要性を検討した。さらに、①～⑤を本格消火実施有無でデ

ータをさらに分類し、それぞれの焼損床面積の平均値を集計した。 

2)調査結果 

①～⑤の件数とそれぞれの平均焼損床面積を算出した結果を表 4.3 に示す。また、①

～⑤の焼損床面積の超過確率を図 4.4 に示す。焼損床面積の統計値は整数であるが、図

4.4 は対数表示しているため、焼損床面積 0m2 を 0.1m2として表示している。 

表 4.4 より、スプリンクラー設備が作動した火災のうち、初期消火器具に効果があっ

た（①+②）割合は約 0.7、初期消火なし（③）の割合が約 0.1、初期消火に効果がなか

った（④+⑤）割合が約 0.2 である。表 4.3 と図 4.4 の焼損床面積をみると、最も小さい

のは①の他の器具で初期消火が成功した場合である。初期消火が成功した場合（①、②）

が他と比べて小さく、殆どが 2 m2未満となっている。しかし、スプリンクラー設備の

効果があった場合（②）でも焼損床面積が大きい事例も数件みられる。逆に初期消火が

ないまたは失敗した場合（③～⑤）でも焼損床面積が 0m2を超過する確率は約 0.2 と低

い。スプリンクラー設備が作動しているにも関わらず焼損床面積が 0m2であるのは、統

計上小数点以下は四捨五入されることと、床面以外の壁が燃える場合の焼損表面積が入

っていないことが理由として考えられる。ところで、③、④の焼損床面積が小さい事例

は、初期消火が行われていない、あるいは他の器具で初期消火失敗でもスプリンクラー

設備の効果があったものが含まれていると考えられる。また、⑤はスプリンクラー設備

の効果がないと判断された事例であるが、効果がないにも関わらず平均焼損床面積が小

さい。この理由として、「スプリンクラー設備の効果なし」には作動する必要のない火

災やダクト火災等も含まれていると考えられる。 
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表 4.3 スプリンクラー設備が作動した火災の初期消火の状況と平均焼損床面積 

① ② ③ ④ ⑤

他の器具で
効果あり

スプリンク
ラー設備の
効果あり

初期消火
なし

他の器具の
効果なし

スプリンク
ラー設備の
効果なし

火災件数 174 167 47 85 24

(割合） (0.35) (0.34) (0.09) (0.17) (0.05)

平均焼損床面積[m2] 0.2 0.7 3.7 14.3 1.8

焼損床面積1m2
未満件数 159 149 37 67 20

初期消火器具の
効果

 

0.001

0.01

0.1

1

0.1 1 10 100 1000

超
過
確
率

焼損床面積[m2]

① ② ③

④ ⑤

 

図 4.4 スプリンクラー設備が作動した火災の初期消火の状況別焼損床面積の超過確率 

 

 以上のように、スプリンクラー設備に初期消火器具の効果がなかったと回答された火

災でも焼損床面積が小さい火災があり、「火災報告」の初期消火器具の効果の有無の回

答だけではスプリンクラー設備の効果は判断しがたい。また、焼損床面積だけではスプ

リンクラー設備の効果ではなく、消防隊により消火された結果であることも考えられる。 

そこで、消防隊による本格消火が実施されたかどうかでスプリンクラー設備の効果を

確認する。初期消火の状況別の本格消火実施率を表 4.4 に示す。 

「初期消火が成功した場合（①、②）」の消防隊による本格消火の実施率は「初期消

火なしあるいは失敗（③～⑤）」と比較すると低い。「初期消火なしあるいは他の器具

の効果なし（③～④）」についても約 6 割は消防隊による消火が必要ない結果となって

いる。 
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表 4.4 スプリンクラー設備が作動した火災の初期消火の状況別本格消火実施率 

① ② ③ ④ ⑤

他の器具で
効果あり

スプリンク
ラー設備の
効果あり

初期消火
なし

他の器具の
効果なし

スプリンク
ラー設備の
効果なし

火災件数 174 167 47 85 24
(割合） (0.35) (0.34) (0.09) (0.17) (0.05)

本格消火件数 28 27 19 36 9
本格消火率 0.16 0.16 0.40 0.42 0.38

初期消火器具の
効果

 

 

 次に、初期消火の状況と本格消火実施有無別の平均焼損床面積を表 4.5 に示す。初期

消火器具に効果があった場合は本格消火実施有無に関わらず平均焼損床面積は小さく、

初期消火器具により消防隊の到着前に殆ど火災が鎮圧されているものと考えられる。一

方、初期消火器具に効果がなかった場合（③～⑤）は本格消火を実施している方が平均

焼損床面積が大きい。③、④の他の器具および消防隊による消火が行われていない場合

では焼損床面積が 1m2 未満と小さいことからスプリンクラー設備の効果もあったと考

えられる。⑤は③、④よりも焼損床面積が小さいので、散水が燃焼拡大に追いつかなか

ったというより、ダクトに炎が吸引される等のスプリンクラー設備が効果を発揮できな

い火災で焼損床面積が小さくなったものと考えられる。 

 

表 4.5 初期消火の状況別の本格消火実施有無による平均焼損床面積 

本格消火 あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし

件数 28 146 27 140 19 28 36 49 9 15 - -
平均焼損床面積[m2] 0.8 0.1 0.2 0.8 8.9 0.1 33.4 0.2 3.2 0.9 9.3 0.4

初期消火器具の
効果

①

他の器具で
効果あり

②

スプリンク
ラー設備の
効果あり

③

初期消火
なし

④

他の器具の
効果なし

⑤

スプリンク
ラー設備の
効果なし

平均

 

 

3)まとめ 

「火災報告」のスプリンクラー設備が作動した火災について、初期消火器具の効果と

焼損床面積の分析を行った結果、初期消火器具の効果があった火災の「初期消火器具の

効果あり」の殆どが焼損床面積 1m2未満であった。焼損床面積は消防隊による本格消火

の影響を受けていることも考えられるため、本格消火の実施有無と結びつけることによ

り、初期消火器具の効果の確認を行った。初期消火器具の効果があった火災で本格消火

がない場合の平均焼損床面積は 1m2未満であった。消防機関では焼損床面積が 1m2未満

の場合をスプリンクラー設備を含めた初期消火器具で効果的に消火されたと判断して

いることがわかった。 
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 (2) スプリンクラー設備の作動有無別の焼損床面積と死傷者率の関係 

 本評価法において「消火成功」は小火で検討対象外とするため、焼損床面積 1m2未満

の死傷者の発生状況の確認を行っておく必要がある。また、スプリンクラー設備は、避

難中に作動すると煙層を拡散し避難に支障を与える可能性を指摘されている。避難安全

評価にスプリンクラー設備の効果を導入する場合には、スプリンクラー設備の散水によ

る危険性の検討は避けて通れない課題である。よって、スプリンクラー設備作動の有無

による死傷者率の違いを統計データを用いて分析することによりスプリンクラー設備

が避難安全上の効果にどのような影響を及ぼしたかを検討する。なお、統計データで報

告されている火災はスプリンクラー設備がない場合でも非常に小さいものが殆どであ

る。また、負傷者には軽傷のものも含まれるため、死傷者だけではスプリンクラー設備

の効果なのかスプリンクラー設備がなくても被害が小さかったのかを判断しがたい。そ

こで、人的被害を死者、負傷者、死傷者（死者と負傷者の合計）に分け、スプリンクラ

ー設備の作動した火災としなかった火災について焼損床面積別に人的被害の程度をみ

ることにより、スプリンクラー設備の人的被害への影響を検討することとした。 

1)調査方法 

 「火災報告」（1995 年～2008 年）のデータ注 3）のうち、スプリンクラー設備が作動し

た件数が比較的多い用途として、出火箇所が①店舗、客室、客席部分（物販系）13,902

件および②一般事務、教育教養、研究室（事務所系）10,004 件を対象とした注 4）。スプ

リンクラー設備が作動した場合（①399 件、②100 件）と作動しない場合（①13,503 件、

②9,904 件）別注 5）に焼損床面積を 0m2、1m2、2m2、3m2 以上の 4 つに分類し、火災 1 件

あたりの死者数（人/火災）、火災 1 件あたりの負傷者数（人/火災）、火災 1 件あたり

の死傷者数（人/火災）を算出した。なお、死傷者数と焼損床面積の被害に関しては、

スプリンクラー設備が設置されていない室もスプリンクラー設備が作動しない状況と

同じであるため、本検討ではスプリンクラー設備が作動しない場合はスプリンクラー設

備が設置されていない室での火災を含んでいる。 

2)調査結果 

 表 4.6-1～表 4.6-3 に火災統計に基づく焼損床面積別の死傷者率等の算出結果を示す。 

スプリンクラー設備が作動した場合の死者率をみると、特殊な場合注 b)を除いて焼損

床面積に関わらず死者の発生する確率は 0 であることがわかる。また、スプリンクラー

設備が不作動の場合であっても、焼損床面積が 1 ㎡以下であれば死者の発生する確率は

非常に低い（火災 1000 件当たり 1～2 人）。次に、負傷率をみると、焼損床面積 2 ㎡以

下の場合ではスプリンクラー設備の作動の有無で負傷率に大きな差はない。火災時の負

傷は非常に軽症のものも含まれるため、負傷のみを対象とするとスプリンクラー設備の

有無の違いが現れない。スプリンクラー設備作動ありの場合で焼損床面積 3 ㎡以上の負

傷率が高いのは 1 件で多数の負傷者を出した火災の影響である注 a)。ただし、スプリン
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クラー設備が作動した場合は件数が少ないため、値のばらつきが結果に影響を与えてい

る。死傷者数は全体的に②の事務所系の方が少ないが、スプリンクラー設備が作動した

場合は死者が少ないこと、スプリンクラー設備が作動した場合でも焼損床面積が 2 ㎡以

上になると死傷者数が多くなる傾向は店舗系と事務所系で類似している。 

 

表 4.6-1 「火災報告」に基づく死傷者率等の算出結果（①店舗、客室、客席） 

SP作動

あり

SP作動

なし

SP作動

あり

SP作動

なし

SP作動

あり

SP作動

なし

SP作動

あり

SP作動

なし

0㎡ 0 0.002 0.081 0.109 0.081 0.111 347 9,150
1㎡ 0 0.002 0.118 0.109 0.118 0.112 17 403
2㎡ 0 0.014 0.231 0.249 0.231 0.263 13 289

3㎡以上 0 0.030 0.591注
a) 0.236 0.591注

a) 0.266 22 3,661

火災件数[件]死傷者率[人/火災]負傷者率[人/火災]死者率[人/火災]

焼損
床面積

[㎡]
 

 

表 4.6-2 「火災報告」に基づく死傷者率等の算出結果 

（②一般事務、教育教養、研究室）  

SP作動

あり

SP作動

なし

SP作動

あり

SP作動

なし

SP作動

あり

SP作動

なし

SP作動

あり

SP作動

なし

0㎡ 0.012注
b) 0.003 0.116 0.107 0.128 0.110 86 5,518

1㎡ 0 0 0 0.073 0 0.073 3 465
2㎡ 0 0.004 0 0.089 0 0.093 3 259

3㎡以上 0 0.020 0.375注
c) 0.145 0.375注

c) 0.165 8 3,662

火災件数[件]死者率[人/火災] 負傷者率[人/火災] 死傷者率[人/火災]

焼損
床面積

[㎡]
 

 

表 4.6-3 「火災報告」に基づく死傷者率等の算出結果（①＋②）  

SP作動

あり

SP作動

なし

SP作動

あり

SP作動

なし

SP作動

あり

SP作動

なし

SP作動

あり

SP作動

なし

0㎡ 0.002注
b) 0.002 0.088 0.108 0.090 0.111 433 14,668

1㎡ 0 0.001 0.100 0.090 0.100 0.091 20 868
2㎡ 0 0.009 0.188 0.173 0.188 0.182 16 548

3㎡以上 0 0.025 0.533注
a,c) 0.191 0.533注

a,c) 0.216 30 7,323

火災件数[件]死者率[人/火災] 負傷者率[人/火災] 死傷者率[人/火災]

焼損
床面積

[㎡]
 

注 a）①店舗、客室、客席において、焼損床面積 3 ㎡以上となったスプリンクラー設備作動ありの火災

は 1 件発生し、1 件の火災において 13 人の負傷者が発生している。火災状況を調査した結果を以下

に示す。 

「2005 年 5 月 19 日、水戸市の長崎屋上水戸店の 2 階玩具売場から出火した。陳列棚に展示されて

いた花火から爆竹が破裂するような音がして、店員が気づいた。店の従業員が初期消火、避難誘導

等を行った。火災により展示してあった花火、玩具及び棚など 58 平方メートルが焼失した。スプ

リンクラーヘッドは 5 個作動し、消火器を 15 本使用した。放火未遂の疑いで少年 2 人が逮捕され

た。」 

注 b）②一般事務、教育教養、研究室において、焼損床面積 0 ㎡となった SP 作動ありの火災 1 件で死者

が 1 名発生している。火災状況を調査した結果を以下に示す。 

「18 日午前 10 時半ごろ、名古屋市緑区黒沢台、特別養護老人ホームで火災報知機が作動。職員が

駆け付けると、二階喫煙室でたばこを吸っていた入所者の男性（88）の衣服が燃えていた。スプリ

ンクラーで火はすぐに消し止められたが上半身にやけどを負った。 緑署は、喫煙中にたばこの火
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が衣服に燃え移ったとみている。調べなどによると、同ホームはこの男性のほか約六十五人が入所

しているが全員無事だった。（http://www.chunichi.co.jp/chubunews/14170279.shtml）」 

注 c）3 ㎡以上となった SP 作動ありの火災は 8 件発生し、3 人の負傷者が発生している（6 件×0 人、1

件×1 人、1 件×2 人） 

 

3)まとめ 

 スプリンクラー設備が作動した場合には死者を殆ど発生させておらず、スプリンクラ

ー設備が避難安全性を向上させていることがわかった。また、焼損床面積が 2 ㎡までは

スプリンクラー設備作動の有無で死傷者率の差が殆どないため、初期火災時のスプリン

クラー設備作動に伴う煙拡散による避難安全性への影響は少ないと考えられる。焼損床

面積が 2m2 以上から死傷者率が高くなっている。 

 

(3) 「火災報告」の分析に基づく「抑制成功」の焼損床面積 

 本評価法では、「抑制成功」を散水直後の消火に失敗し、スプリンクラー設備で最大

発熱速度が低減された火災、または作動に至らない発熱速度が継続する火災であると定

義している。よって、評価上、「抑制成功」はスプリンクラーヘッドが作動しない限界

の発熱速度と考えることができ、焼損床面積を 1m2～2m2程度と考える。そこで、「火

災報告」で初期消火の「効果あり」と判断された火災の焼損床面積 1m2以上の分布を調

べ、「抑制成功」火災の統計上の定義に関する検討を行う。 

1)検討方法 

(1)の初期消火器具の効果に対する分類の①②の「消火成功」以外（焼損床面積が 1

㎡以上）の火災 33 件を対象とし、焼損床面積の分布を確認する。 

2)検討結果 

 初期消火器具の効果があった場合の焼損床面積が 1 ㎡以上の火災の焼損床面積を

表 4.7 に示す。初期消火器具の効果があった場合は焼損床面積 2m2 までの割合が 0.8

以上と小規模で抑えられている。焼損床面積が 32m2、54m2と大きな火災は、いずれ

もスプリンクラー設備が初期消火に効果があった②で本格消火が実施されていない

火災である。スプリンクラー設備の効果があったと回答され、かつ本格消火が実施さ

れていないので、散水直後に消火に至らなかったがスプリンクラー設備により火災が

抑制されたと考えられる。 
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表 4.7 初期消火器具の効果があった場合の焼損床面積 1m2以上の火災の焼損床面積 

焼損床面積 件数 累積割合

1m
2 18 0.55

2m
2 9 0.82

3m
2 1 0.85

4m
2 2 0.91

12m
2 1 0.94

32m
2 1 0.97

54m
2 1 1.00

合計 33  

3)まとめ 

 初期消火器具の効果があった場合の焼損床面積 1m2以上の火災の焼損床面積の分布

により、統計上のスプリンクラー設備の「抑制成功」について検討を行った。 

スプリンクラー設備が作動し焼損床面積 1m2 以上の火災で、初期消火器具に効果があ

ったと回答された場合の 80％以上は焼損床面積が 2m2以下で抑制されていることがわ

かった。また、件数は少ないが、焼損床面積が大きい場合でも消防隊の消火によらずス

プリンクラー設備で消火されている場合は効果があったと判断されていることがわか

った。 

本研究においては焼損床面積で判断する場合に統計データでは 1 ㎡を「抑制成功」と

定義しているが、表 4.7 に示すようにスプリンクラー設備が作動条件に達するまでに焼

損床面積が 1m2より火災が進展している場合もあるので、参考として消防機関の判断を

利用した “スプリンクラー設備作動火災で初期消火器具の効果があり焼損床面積 1m2

以上”を「抑制成功」とした場合についても以降で生起確率の算出を行う。 

 

 4.3.5 本評価法におけるスプリンクラー設備の作動信頼性 

4.3.4 で示した「消火成功」および「抑制成功」の定義に基づき、S1～S4 の火源パタ

ーンの生起確率の算出を行う。図 4.1 に示した火源パターンのうち、本評価法で用いる

スプリンクラー設備の作動状況をイベントツリーで表した結果を図 4.5 に、スプリンク

ラー設備が設置された場合の火災シナリオを図 4.6 に示す。 

本研究では成長火災を前提としているので成長火災になる確率を 1 とする。また、本

研究では、スプリンクラー設備の信頼性を算出するための成長火災の定義をスプリンク

ラー設備がない場合に成長火災に至る可能性があった火災とする。先の検討で定義した

「消火成功」の統計上の判断基準の「焼損床面積 1m2未満」は小火であるが、スプリン

クラー設備が作動しなかった場合にこれらの火災が小火で収まらなかったと考え、スプ

リンクラー設備の信頼性を算出するための成長火災のカテゴリーに含めている。しかし、

検証では小火は対象外とするので、図 4.6 に示すように避難安全性を評価する火災シナ

リオからは除外する。 
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成長火災

SP設備作動

SP設備不作動消火成功 抑制成功 抑制失敗

QspQf

t

消火失敗

psp 1-psp

pex 1－pex

pcont 1－pcont

【S1】 【S2】 【S3】 【S4】

※1 火災統計上は焼損床面積0.5㎡未満は 0㎡となる
※2 SP設備が作動したことによって火災統計上の焼損床面積が1㎡未満となったものに限る

※2

SP無効（不奏功）

スプリンクラー設備が
ないと成長火災に至る
可能性のある火災

SP：スプリンクラー

QspQf

t

QspQf

t

QspQf

t

SP有効

 

図 4.5 本評価法におけるスプリンクラー設備の作動状況のイベントツリー 

 

避難不能者数 生起確率 避難リスク 部分避難リスク シナリオ

C i P i R i R A
D

i

SP設備

○消火成功

P extinguish 0 P extinguish 0

○SP有効（抑制） C 1 P 1 R 1 R A
D

1

P sprinkler 0 P sprinkler P 1C 1 0

×SP無効（不奏功） C 2 P 2 R 2 R A
D

2

P failure P failure P 2C 2 R A
D

※P extinguish +P sprinkler +P failure=1

居室避難設計火
災シナリオ

成長火災 検証不要

シナリオ1

シナリオ2

 
図 4.6 スプリンクラー設備が設置された場合の火災シナリオ 

 

また、本評価法では、「抑制失敗」と「不作動」は、スプリンクラー設備の効果がな

く火災が拡大するので、「不奏功」として同じシナリオで扱う。よって、本評価法のス

プリンクラー設備がある場合のシナリオは、「抑制成功」「不奏功」の 2 つを考慮し、

シナリオで扱う場合は、それぞれ「スプリンクラー設備が有効」と「スプリンクラー設

備が無効」と称する。 

 以上の「消火成功」、「抑制成功」、「不奏効」の各生起確率（それぞれ、Pextinguish、

Psprinkler、Pfailure）を「火災報告」データを用いて算出する。本研究ではスプリンクラー
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設備の効果があったとする「消火成功」と「抑制成功」を分けている点に特徴があり、

焼損床面積を指標として分類した。なお、消防機関が「効果あり」と判断した火災件数

を利用した場合の生起確率を参考として示す。表 4.8 に統計データの分析条件を示す。 

・方法 1：焼損床面積で判断する方法 

・方法 2、3：初期消火器具の効果と焼損床面積から判断する方法（参考） 

 

表 4.8 統計データの分析条件 

消火成功 抑制成功 不奏功

条件 焼損床面積1m
2
未満 焼損床面積1m

2
作動する必要のある火
災のうち、効果的に作

動しない件数

統計データ 火災報告 火災報告 火災の実態

条件 焼損床面積1m
2
未満

初期消火器具が有効

で焼損床面積が1m
2
以

上であった火災

同上

統計データ 火災報告 火災報告 同上

方法1

算出方法

方法2、3

 

 

 各生起確率の算出式は以下の通りである。 

 

exspextinguish ppP 

                           

(4.1)

   contexspsprinkler pppP  1

                       

(4.2)

 sprinklerhexteinguisfailure PPP 1
                                              

(4.3) 

 

(1) スプリンクラー設備が作動する確率 psp・スプリンクラー設備の不作動率 pfail 

 スプリンクラー設備が作動する確率は、下式に示すように、スプリンクラー設備が故

障や管理不良により不作動とならない確率である。 

 

 failsp pp 1                                                                                             (4.4) 

 

機器の故障に基づく不作動率は先に示した掛川らの調査結果に基づく故障率 1.6%9)

が明らかにされているが、点検で開栓し忘れた等の管理不良を含んだ不作動率 pfailは点

検データでは算出できないため、火災事例データを利用して検討する。表 4.9 は東京消

防庁の 2000 年から 2010 年のスプリンクラー設備が作動する必要のあった火災 219 件の

中の「使用・作動しなかった」43 件の理由注 6)である。「使用・作動しなかった」理由

には、「ヘッドがなかった」の故障に起因するものや「止水弁が止めてあった」等の管

理不良に関係する事例がみられる。また、「法定警戒不要部分」、「起動・操作方法を

知らなかった」などの故障および管理不良に関わらないものも含まれる。よって、対象
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外の理由が含まれるため若干高めに算出されると思われるが、「使用・作動しなかった」

火災の件数を利用することで、故障と管理不良による不作動率が算出可能と思われる。 

 

表 4.9 スプリンクラー設備が作動の要ありで「使用・作動しなかった」火災の理由 

（東京消防庁調べ） 

法

定

警

戒

不

要

部

分

未

警

戒

部

分

か

ら

出

火

し

た

炎

が

ダ

ク

ト

に

吸

引

止

水

弁

が

止

め

て

あ
っ

た

ダ

ク

ト

か

ら

出

火

ヘ
ッ

ド

が

な

か
っ

た

起

動

・

操

作

方

法

を

知

ら

な

か
っ

た

天

井

裹

か

ら

出

火

そ

の

他

7 5 5 3 3 1 1 1 17 43

合

計

不作動の理由

 

 

1)  スプリンクラー設備の不作動率 pfailの算出方法 

東京消防庁「火災の実態」ではスプリンクラー設備が作動する必要があるにも関わら

ず、「使用・作動しなかった」火災の件数と理由を調査している 13)。しかし、「使用・

作動しなかった火災」には天井高が高いなどの理由で、「スプリンクラー設備が作動せ

ずに燃焼が継続する火災（以降、作動条件以下継続火災）」も含まれていると考えられ

る。よって、「使用・作動しなかった火災」件数の中から「作動条件以下継続火災」の

件数を差し引き、「故障等による不作動」件数 Nfailとし、下式により不作動率 pfailを算

出する。 

 

opnfailfail NNp /                                                                                       (4.5) 

 

「故障等による不作動」件数 Nfailは以下の方法によって算出する。 

①「火災報告」より、スプリンクラー設備が設置されていた火災事例で不作動であった

件数を集計する。 

②「火災報告」の不作動は、「作動の必要なし」、「故障等による不作動」、「作動条

件以下継続火災」が混在すると仮定し、焼損床面積で分類する。 

③焼損床面積は「作動の必要なし」を 0m2、「作動条件以下継続火災」を 1m2と定義す

る。「作動条件以下継続火災」は「抑制成功」で考慮するので 1m2 とした。 

④③の定義に基づき、「作動の必要なし」、「故障等による不作動」、「作動条件以下
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継続火災」の件数を集計する。 

⑤東京消防庁「火災の実態」の「使用・作動しなかった」は、作動する必要のある火災

であるため、「故障等による不作動」と「作動条件以下継続火災」であると仮定する。

④を利用し、「故障等による不作動」と「作動条件以下継続火災」の比率を算出する。 

⑥「使用・作動しなかった火災」件数と⑤の「故障等による不作動」の比率の積で「故

障等による不作動」件数を算出する。 

2) スプリンクラー設備の不作動率 pfailの算出結果 

表 4.10 は 1986 年～2010 年までの東京消防庁「火災の実態」によるスプリンクラー設

備の作動状況である。「作動する必要のあった火災」、「使用・作動しなかった」件数

を以下に示す。なお、表 4.10 で「使用・作動しなかった」件数が 2001 年以前と比較し

て 2002 年から増加しているのは東京消防庁の統計処理システム変更の影響があること

が考えられるため注 7)、参考として 2001 年までの集計結果を括弧内に示す。 

・作動する必要のあった火災（A+B）件数 Nopn：376 件（186 件） 

・使用・作動しなかった火災（B）：47 件（6 件） 

 次に、表 4.11 に示すように「火災報告注 8)」から「作動の必要なし」、「故障等によ

る不作動」、「作動条件以下継続火災」を算出する。「故障等による不作動」と「作動

条件以下継続火災」の比率は、それぞれ、0.85(=82/97) 、0.15(=15/97)となる。 

 よって、東京消防庁「火災の実態」の「故障等による不作動」件数は、40（＝47×0.85）

件となり、不作動率 pfailは、 

 

1.0376/40 failp                                              (4.6) 

 

となる。 

表 4.10 東京消防庁「火災の実態」によるスプリンクラー設備の作動状況 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
A 使用・作動した 10 10 8 14 10 14 11 8 8 10 12 15 13

A1効果的に使用・作動した 10 10 5 14 10 14 11 8 7 10 12 15 13
A2効果的に使用・作動しなかった 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

B 使用・作動しなかった 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
C 使用・作動する必要がなかった 32 37 46 33 35 47 53 70 83 109 91 117 129
D 警戒されていない部分から出火 25 29 22 29 27 29 24 26 6 2 2 0 3

合計 67 76 76 77 73 90 88 105 97 121 105 132 145

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 合計

A 使用・作動した 11 14 12 14 17 22 10 19 21 18 12 17 330
A1効果的に使用・作動した 11 12 10 13 13 20 9 17 21 14 12 15 306
A2効果的に使用・作動しなかった 0 2 2 1 4 2 1 2 0 4 0 2 24

B 使用・作動しなかった 1 3 0 7 2 4 2 3 1 8 10 3 47
C 使用・作動する必要がなかった 107 135 161 158 157 194 204 156 185 238 263 319 3159
D 警戒されていない部分から出火 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - 225

合計 119 153 173 179 176 220 216 178 207 264 285 339 3761

使用の
要あり

使用の
要なし

使用の
要あり

使用の
要なし

 

*2006 年～2010 年の「D」のデータは未収集 
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表 4.11 「火災報告」を利用した不作動件数の算出結果 

不作動理由 件数 備考

作動の必要なし 953 焼損床面積0m
2
と定義

故障等による不作動 82

作動条件以下継続火災 15 焼損床面積1m
2
と定義

不作動合計 1050  

 

 以上より、スプリンクラー設備が作動する確率 psp は下式に示すように 0.90 となる。 

 

90.010.01 spp                           (4.7) 

 

(2)「消火成功」確率 Pextinguishの算出 

1) 算出方法 

 「消火成功」はスプリンクラー設備が作動したことによって焼損床面積が 1 ㎡未満と

なった火災と定義しているが、火災が発生した場合には様々な器具で初期消火が行われ

るため、スプリンクラー設備がない場合でも焼損床面積が 1m2未満となる火災件数は多

い。図 4.7 は、建物火災においてスプリンクラー設備有無別に焼損床面積 Afごとの割合

を示した概念図である。ここで、図中の「a」はスプリンクラー設備の作動に関わらず

焼損床面積 Af が 0 ㎡となる火災の割合、「b」はスプリンクラー設備の作動により焼損

床面積 Af が 0 ㎡となった火災の割合、「c」は焼損床面積 Af が 1 ㎡以上となる火災の

割合を示している。 

 図 4.7 に示された a+b（スプリンクラー設備作動ありの Af＝0 ㎡）のうち、a（スプリ

ンクラー作動なしの Af＝0 ㎡）に相当する火災については、スプリンクラー設備が作動

しなくても Af＝0 ㎡になったと考えられる。従って、スプリンクラー設備作動ありの火

災のうち a を除いた、b+c をスプリンクラー設備が作動する必要のあった火災、b をス

プリンクラー設備が作動したことによって火災統計上の焼損床面積が 1 ㎡未満となっ

た火災と考える。従って、消火割合 pexは下式より得られる。 

 

 
cb

aba

cb

b
pex 





                                     (4.8) 
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SP作動あり 1㎡ 2㎡ ≧3㎡

Af＝0㎡SP作動なし 1㎡ 2㎡ ≧3㎡

50％ 100％0％

a：SP設備の作動に関わらずAf＝0㎡となる火災の割合

b：SP設備の作動によりAf＝0㎡となった火災の割合

a b c

c：SP設備の作動に関わらずAf ≧1㎡となる火災の割合

Af＝0㎡

 

図 4.7 スプリンクラー設備作動の有無による焼損床面積 Afの割合の概念図 

 

 上記の方法に基づいて算出した、スプリンクラー設備の作動有無別焼損床面積の火災

件数、消火割合を表 4.12-1～表 4.12-3 に示す。本検討は 1995 年～2008 年の「火災報告」

を用いて行った。ここでも①店舗、客室、客席および②一般事務、教育教養、研究室を

対象とし、スプリンクラー設備が作動しない火災 23,407 件、作動した火災 499 件を用

いて分析を行った。 

2) 算出結果 

図 4.7 に示す a の消火件数は表 4.12-3 より、「スプリンクラー設備作動なし」の焼損

床面積 0 ㎡の a の割合が 0.63、a+b が「スプリンクラー設備作動あり」焼損床面積 0 ㎡

の割合で 0.87、b+c が「スプリンクラー設備作動なし」の焼損床面積 1 ㎡以上の割合な

ので 0.37 である。これより、pex=(0.87-0.63)/0.37≒0.65 となる。 

 

表 4.12-1 消火割合の算出結果（①店舗、客室、客席） 

火災件数 割合 火災件数 割合

0.68 0.87

a a+b
0.32 0.13

b+c c
52

0.60

焼損
床面積
[㎡]

合計 13503 1.00 399 1.00

SP作動あり

347

消火割合p ex

4353

SP作動なし

0㎡

1㎡以上

9150

 
cb

aba
cb

b
pex
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表 4.12-2 消火割合の算出結果（②一般事務、教育教養、研究室） 

火災件数 割合 火災件数 割合

0.56 0.86

a a+b
0.44 0.14

b+c c

消火割合p ex

合計 9904 1.00 100 1.00

86

1㎡以上 4386 14

SP作動あり

0.68

焼損
床面積
[㎡]

0㎡ 5518

SP作動なし

 
cb

aba
cb

b
pex









 

 

表 4.12-3 消火割合の算出結果（①＋②） 

火災件数 割合 火災件数 割合

0.63 0.87

a a+b
0.37 0.13

b+c c

SP作動なし SP作動あり
消火割合p ex

焼損
床面積
[㎡]

0㎡ 14668 433 0.65

1㎡以上 8739 66

合計 23407 1.00 499 1.00
 

cb

aba
cb

b
pex









 

 

2)「消火成功」の確率 Pextinguish 

 図 4.5 より「消火成功」の確率 Pextinguishはスプリンクラー設備が作動する確率 pspと作

動した火災のうち消火に至る確率 pex の積であるため、下式に示すように 0.55 となる。 

 

59.065.090.0  exspextinguish ppP

  

                                  (4.9) 

 

(3)「抑制成功」確率 Psprinklerの算出 

1) 抑制割合 pcont 

a) 検討方法 

「抑制成功」は、図 4.1 に示すように消火失敗した火災シナリオを想定し、先の検

討で焼損床面積が 1㎡と定義した。よって、焼損床面積が 1㎡以上の火災を対象とし、

焼損床面積 1 ㎡毎に火災件数を集計し、それぞれの焼損床面積に抑制される割合 pcont

を算出した。例えば、「焼損床面積 2 ㎡以下」は、焼損床面積が 1 ㎡～2 ㎡に抑制さ

れる割合を意味し、焼損床面積 1 ㎡と 2 ㎡のそれぞれの件数を合計する。用途による

違いを見るために、出火箇所が①店舗、客室、客席部分（物販系）（スプリンクラー

設備作動あり 52 件、作動なし 4,353 件）および②一般事務、教育教養、研究室（事

務所系）（スプリンクラー設備作動あり 14 件、作動なし 4,386 件）を対象とした。 



 4-23

b) 算出結果 

スプリンクラー設備作動有無別の火災抑制割合 pcontを表 4.13-1～表 4.13-2 に示す。

スプリンクラー設備が作動しない火災はスプリンクラー設備が設置されていない空

間のデータも含む。 

店舗系用途①の方が事務所系用途②と比較して、若干焼損床面積を小規模に抑制す

る割合が高くなっている。この違いはスプリンクラー設備が作動した火災件数が少な

いためであると思われる。2 つの用途を合計した表 4.13-2 をみると、スプリンクラー

設備が作動した場合は作動しない場合に比べて、焼損床面積を抑制する割合が高い。

スプリンクラー設備が焼損床面積 1 ㎡に抑制する割合は 0.30 である。 

 

表 4.13-1 火災抑制割合 

火災
件数

累積
件数

抑制割合

p cont

火災
件数

累積
件数

抑制割合

p cont

火災
件数

累積
件数

抑制割合

p cont

火災
件数

累積
件数

抑制割合

p cont

1㎡ 403 403 0.09 17 17 0.33 465 465 0.11 3 3 0.21
2㎡ 289 692 0.16 13 30 0.58 259 724 0.17 3 6 0.43
3㎡ 180 872 0.20 6 36 0.69 159 883 0.20 0 6 0.43
4㎡ 95 967 0.22 3 39 0.75 108 991 0.23 1 7 0.50
5㎡ 156 1,123 0.26 2 41 0.79 106 1,097 0.25 0 7 0.50
6㎡ 80 1,203 0.28 0 41 0.79 75 1,172 0.27 3 10 0.71
7㎡ 59 1,262 0.29 0 41 0.79 70 1,242 0.28 1 11 0.79
8㎡ 63 1,325 0.30 0 41 0.79 84 1,326 0.30 1 12 0.86
9㎡ 45 1,370 0.31 1 42 0.81 62 1,388 0.32 0 12 0.86
10㎡ 127 1,497 0.34 0 42 0.81 198 1,586 0.36 0 12 0.86
11㎡以上 2856 4,353 1.00 10 52 1.00 2800 4,386 1.00 2 14 1.00
合計 4353 - - 52 - - 4386 - 14 - -

SP作動あり

①店舗・客室・客席部分 ②一般事務・教育教養・研究室用途

SP作動あり SP作動なし（参考）SP作動なし（参考）

焼損
床面積

[㎡]

 

 

表 4.13-2 火災抑制割合（①＋②） 

火災
件数

累積
件数

抑制割合

p cont

火災
件数

累積
件数

抑制割合

p cont

1㎡ 868 868 0.10 20 20 0.30
2㎡ 548 1,416 0.16 16 36 0.55
3㎡ 339 1,755 0.20 6 42 0.64
4㎡ 203 1,958 0.22 4 46 0.70
5㎡ 262 2,220 0.25 2 48 0.73
6㎡ 155 2,375 0.27 3 51 0.77
7㎡ 129 2,504 0.29 1 52 0.79
8㎡ 147 2,651 0.30 1 53 0.80
9㎡ 107 2,758 0.32 1 54 0.82
10㎡ 325 3,083 0.35 0 54 0.82
11㎡以上 5656 8,739 1.00 12 66 1.00
合計 8739 - 66 - -

SP作動なし（参考） SP作動あり

①＋②用途

焼損
床面積

[㎡]
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c) まとめ 

 スプリンクラー設備が作動する火災のうち、焼損床面積が 1 ㎡に「抑制成功」する

割合 pcontは 0.3 である。なお、「抑制成功」の定義を焼損床面積が 2 ㎡とする場合に

は、検証時に設計火源として 2 ㎡未満となる火源 Qspを想定すると図 4.8 に示すよう

に未考慮の部分が生じるので、2 ㎡とする場合には検証時の発熱速度の設定に注意が

必要である。 

 

Qsp

Qf

t

Q(2m2)

未考慮の火源

 
図 4.8 「抑制成功」を焼損床面積 2 ㎡とする場合の未考慮の部分が生じる火源設定例 

 

2) 「抑制成功」確率 Psprinkler 

「抑制成功」は、下式のようにスプリンクラー設備が作動する確率、消火に失敗す

る確率、火災を抑制する確率の積となる。 

 

    09.030.065.0190.01  contexspsprinkler pppP

 

        (4.10) 

 

(4)「不奏功」確率 Pfailure 

 不奏功率 Pfailureは下式となる。 

 

32.009.059.011  sprinklerhexteinguisfailure PPP                         (4.11) 

 

(5) 初期消火器具の「効果あり」を考慮し「消火成功」、「抑制成功」を求める場合 

（方法 2、方法 3） 

 「火災報告」における初期消火器具の「効果あり」（(1)の①②）の項目を利用し、

生起確率を算出した結果を参考として示す。 

1) 各火源パターンの定義 

a) スプリンクラー設備が作動する確率 psp 

 スプリンクラー設備が作動する確率 pspは(1)と同様に 0.90、不作動率 pfailは 0.10 と

する。 

b) 「消火成功」確率 Pextinguish、「抑制成功」確率 Psprinkler、「抑制失敗」確率 Pfailure 

「消火成功」、「抑制成功」、「抑制失敗」は下記の定義に基づき分類した。分類



 4-25

区分を表 4.14 に示す。 

・「消火成功」 

方法 2：焼損床面積が 1m2未満の火災 

方法 3：焼損床面積が 1m2未満で、スプリンクラー設備以外の器具との併用で

焼損床面積が 1m2未満となった火災を除外した場合 

・「抑制成功」（方法 2,3） 

初期消火器具が有効な場合で焼損床面積が 1m2以上 

・「抑制失敗」（方法 2,3） 

初期消火器具が無効な場合（③～⑤）で焼損床面積が 1m2以上 

 

表 4.14 「消火成功」「抑制成功」「抑制失敗」の統計データでの分類方法 

① ② ③ ④ ⑤

他の器具で
効果あり

スプリンク
ラー設備の
効果あり

初期消火
なし

他の器具の
効果なし

スプリンク
ラー設備の
効果なし

1m
2
未満

1m
2
以上

1m
2
未満 対象外

1m
2
以上

初期消火器具と効果

焼損
床面積

消火

抑制 抑制失敗

方法
2

方法
3

初期消火有効 初期消火無効

焼損
床面積

消火

抑制 抑制失敗

初期消火の有効性

 

 

 

2) 算出結果 

a) 方法 2 

方法 2 による各確率を表 4.15 に示す。 

 

 Pextinguish=0.90×0.87＝0.78                                            (4.12) 

Psprinkler=0.90×0.07＝0.06                                             (4.13) 

Pfailure=1-0.78-0.06＝0.16                                             (4.14) 

 



 4-26

表 4.15 「消火成功」、「抑制成功」、「不奏功」の確率（方法 2） 

① ② ③ ④ ⑤

他の器具で
効果あり

スプリンク
ラー設備の
効果あり

初期消火
なし

他の器具の
効果なし

スプリンク
ラー設備の
効果なし

火災件数 174 167 47 85 24

1m
2
未満件数 159 149 37 67 20

1m
2
以上件数 15 18 10 18 4

凡例 消火成功 抑制成功 抑制失敗 合計

件数 432 33 32 497
割合 0.87 0.07 0.06

抑制失敗 不作動
0.06 0.10

消火成功 抑制成功
不奏功

0.78 0.06
0.16

初期消火器具と効果

焼損
床面積

 
 

b) 方法 3 

方法 3 による各確率を表 4.16 に示す。 

 

 Pextinguish=0.90×0.81＝0.73                                              (4.15) 

Psprinkler=0.90×0.10＝0.09                                               (4.16) 

Pfailure=1-0.73-0.09＝0.18                                               (4.17) 

 

表 4.16 「消火成功」、「抑制成功」、「不奏功」の確率（方法 3） 

① ② ③ ④ ⑤

他の器具で
効果あり

スプリンク
ラー設備の
効果あり

初期消火
なし

他の器具の
効果なし

スプリンク
ラー設備の
効果なし

火災件数 174 167 47 85 24

1m
2
未満件数 159 149 37 67 20

1m
2
以上件数 15 18 10 18 4

凡例 消火成功 抑制成功 抑制失敗 合計

件数 273 33 32 338
割合 0.81 0.10 0.09

抑制失敗 不作動

0.09 0.10

消火成功 抑制成功
不奏功

0.73 0.09
0.18

初期消火器具と効果

焼損
床面積

 
 

(6) 作動信頼性の算出結果 

 方法 1～3 の作動信頼性の算出結果を表 4.17 に示す。 
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表 4.17 作動信頼性の算出結果 

消火成功 抑制成功 不奏功

P extinguish P sprinkler P failure

方法1 0.59 0.09 0.32
方法2 0.78 0.06 0.16
方法3 0.73 0.09 0.18  

 

4.3.6 発熱速度のモデル化 

 本評価法では小火は対象外なので「消火成功」は検証不要とし、上記の「抑制成功」

「不奏効」の評価で用いる発熱速度について設定を行う。 

  

(1）「抑制成功」の場合 

「抑制成功」の設計火源は、スプリンクラー設備の散水により発熱速度が定常になっ

た状態を想定する。「抑制成功」はスプリンクラー設備が作動してもすぐには消火には

至らない場合であるが、図 4.4 でも示されているように、初期消火に成功した場合の多

くは実際には焼損床面積は大きくなく、図 4.8 に示すようにスプリンクラー設備により

一定時間経過後に消火に至ると考えられる。抑制モデルとして、図 4.8 に示すような一

定時間経過後に発熱速度が減衰するモデルも考えられるが、図 4.1 に示したスプリンク

ラー設備作動時の火源パターンで、スプリンクラー設備が作動せずに燃焼し続ける火災

の方が厳しい設定になる場合も起こり得る。そこで、「抑制成功」は安全側にスプリン

クラー設備が作動しない発熱速度で燃焼が継続する火災を包含するように、出火からス

プリンクラー設備が作動しない発熱速度で燃焼が継続する定常火源を設定する。出火か

ら定常としたのは、スプリンクラー設備が有効な場合に避難リスクが 0 になると想定し、

設計目標の部分許容避難リスクを 0 とすると、第２章で示したリスク概念に基づく設計

火災成長率の決定方法では設計火災成長率が∞と算出されることと、煙性状の計算で定

常火源を用いることができ、安全側の設定となるためである。なお、実際にはスプリン

クラー設備は燃焼拡大の早い火災の消火が困難であるが、設定した設計火災成長率で抑

制可能かの検討はここでは行わない。 

 

QspQf

t

SP設備作動

SP設備が作動しない火災

 
図 4.8 スプリンクラー設備で抑制された場合及び作動条件に達しない場合の発熱速度 

 



 4-28

スプリンクラー設備が作動しない発熱速度の算出は下記の方法で行った。 

 ・発熱速度は出火から一定とする。 

 

spf QQ 

                                                              

(4.18) 

 

 ・スプリンクラーヘッドの位置の気流温度および速度を Alpert 式 14)を用いて算出する。 

 

   
    










 18.0///38.5

18.0//9.16
3/23/53/2

3/53/2

HrHrHQ

HrHQ
T

f

f

g

                       

(4.19) 

   
 










15.0//2.0

15.0//95.0
6/52/13/1

3/1

HrrHQ

HrHQ
u

f

f

                           

(4.20)

 

 

 ・スプリンクラーヘッド温度を RTI モデルにより算出する。 

 

 eg
e TT

RTI

u

dt

dT


2/1

                                   (4.21) 

 

・スプリンクラーヘッド作動温度 Tspにならない注 9)最大発熱速度を逐次計算で算出する。 

 

RTI=67、Tsp=72℃、スプリンクラーヘッドと火源の離隔距離 r=2.6m の高感度型スプ

リンクラー設備を想定して、天井高を変化させた場合のスプリンクラー設備が作動しな

い発熱速度を算出した結果を図 4.9 に示す。例えば、天井高 3.0m では約 400kW の定常

火源を想定する。図 4.9 の結果を回帰式で表すと下式のようになる。 

 

177194  psp HQ
                            

 (4.22) 
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y = 193.73x - 176.98
R² = 0.9998

0

50
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2.4 2.6 2.8 3.0

作
動

し
な

い
発

熱
速

度
[k

W
]

天井高[m]  

図 4.9 天井高の違いによるスプリンクラー設備が作動しない発熱速度 

 

(2) 不奏功の場合 

 避難安全評価では火災の成長を時間の 2 乗で拡大する想定で行うことが一般的であ

り、本評価法においても火災初期の拡大は下式に示す発熱速度で成長すると設定する。

設計火災成長率 αDは第 2 章の方法で算出する。 

 

2tQ Df 
                                                              (4.23) 

 

4.3.6 スプリンクラー設備が設置された場合の設計火源と生起確率のまとめ 

 本評価法におけるスプリンクラー設備が設置された場合の「消火成功」「抑制成功」

「不奏功」の生起確率と設計火源のまとめを図 4.10 に示す。 

図 4.10 の生起確率は、スプリンクラー設備の火源パターンの分類「消火成功」「抑

制成功」に対して、焼損床面積を指標に統計データを分析した方法 1 の値である。既往

研究によるスプリンクラー設備の奏功率は奏効の定義が様々であるが 0.95 と報告され

ているものが多く 6),8)、本評価法の「消火成功」と「抑制成功」の和が奏功であるとす

ると、0.68 となり既往文献の値と比較すると低い値となっている。これは、不作動率の

設定が高いためである。 

本評価法では小火を検証対象外としているので、「消火成功」した場合は火災シナリ

オでは考慮しない。従って、本評価法では「抑制成功」を「スプリンクラー設備有効」、

「抑制失敗」および「不作動」の不奏功を「スプリンクラー設備無効」と定義し、2 つ

のシナリオの検証を行う。 
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成長火災

SP設備作動

SP設備不作動消火成功 抑制成功 抑制失敗

QspQf

t

消火失敗

psp 1-psp

pex 1－pex

pcont 1－pcont

【S1】 【S2】 【S3】 【S4】

不奏功

スプリンクラー設備が
ないと成長火災に至る
可能性のある火災

SP：スプリンクラー

QspQf

t

QspQf

t

QspQf

t

=Pfailure

QspQf

tSP設備を作動させないが避難
に影響を及ぼす火災を含める。

QspQf

t

QspQf

t

αDt2設
計
火
源

SP有効 SP無効消火成功

検証不要

 

検証不要 SP有効 SP無効

消火成功 抑制成功 不奏功

P extinguish P sprinkler P failure

0.59 0.09 0.32
0.320.68  

図 4.10 スプリンクラー設備が設置された場合の設計火源と生起確率のまとめ 

 

4.4 排煙設備の作動信頼性 

 

 本評価法の火災シナリオイベントツリーにおいて、排煙設備の作動確率を設定するた

めに既往文献の調査を実施する。 

 

4.4.1 既往文献の調査結果 

 排煙設備の作動信頼性に関する調査分析は数少なく、掛川が 1987 年に建築基準法第

12 条第 2 項に基づき検査報告を行った東京都内の特殊建築物および事務所を対象とし

たものがある 9)。このデータは検査報告を提出したものが対象であり、都内の定期検査

対象建築物の約 1/3 にあたると推定されている。検査結果は改善が必要なものに検査が

必要な項目番号が記されているたけなので、自然排煙と機械排煙の区別はできない。ま

た、各建築物に設置されている排煙設備の台数も明らかではないので、機器単位の作動

率を算出できていない。そこで、掛川は表 4.18 に示すように建物用途毎の建物単位で
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の要改善指摘率を排煙設備の不作動確率として設定している。 

 

表 4.18 掛川により定期点検データに基づく排煙設備の作動確率 9) （文献[9]をもとに作成） 

検査結果
物販
店舗

飲食
店舗

旅館・
ホテル

病院 学校 事務所
共同
住宅

対象建物数 350 94 104 112 105 725 202
要改善指摘率 0.049 0.074 0.019 0.036 0.029 0.046 0.025

作動確率 0.951 0.926 0.981 0.964 0.971 0.954 0.975  

 

 その他には表 4.19 に示す東京消防庁が 1999 年度に実施した定期点検に基づく調査が

ある 15)。文献[15]では点検で検査結果が良好なものの割合を作動率として設定している。 

 

表 4.19 東京消防庁による排煙設備の作動確率 15) 

年度 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 計

作動確率 0.972 0.973 0.971 0.976 0.975 0.976 0.975 0.971 0.976 0.974  

 

また、ISO の Guidance on Fire Risk Assessment7)の中では、機械排煙、自然排煙ともに

90.0%と設定されている 6)。 

 

4.4.2 まとめ 

排煙設備は火災時に作動したかどうかの統計が取られていない。また、作動信頼性の

調査文献は非常に少なく、調査結果は機器の故障に基づく不作動率である。排煙設備の

作動には機器の信頼性と同時に起動するまでに介在する人的要因が大きく影響する。階

避難、全館避難のフェーズでは付室等の避難経路の排煙を行う余裕があると思われるが、

居室避難の段階で排煙は間に合わない可能性が高い。大規模な居室を除いて、排煙設備

は居室避難の許容避難時間を延長するよりも、他の区画への煙拡大を防止する効果を期

待されている設備であると考えられる。本研究では表 4.18 に基づく値を利用するが、

居室排煙の実施率は十分な検討が必要であると思われる。 

 

4.5 防火シャッター・防火扉の作動信頼性 

 

排煙設備と同様に、本評価法の火災シナリオイベントツリーにおいて、防火シャッタ

ー・防火扉の閉鎖確率を設定するために既往文献の調査を実施する。 

 

4.5.1 既往文献の調査結果 

(1) 障害物による閉鎖障害  
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 防火シャッターに関しては、表 4.20 に示すように江田らが都内の 8 件の百貨店にお

ける閉鎖障害の発生頻度を調査、報告している 16)。この調査の閉鎖障害は閉鎖する動線

上に障害物が置かれている場合の確率であり、平面区画と竪穴区画に分けて調査を行っ

ている。 

 

表 4.20 江田らによる防火戸・防火シャッターの開閉障害発生率 16) 

閉鎖障害
発生数

調査対象
数

閉鎖障害
発生率

作動率
閉鎖障害
発生数

調査対象
数

閉鎖障害
発生率

作動率

防火扉 22 228 0.10 0.90 45 1,413 0.03 0.97

巻き上げ式
シャッター

594 1,987 0.30 0.70 300 3,368 0.09 0.91

スライド式
シャッター

- - 0.33 0.67 1 20 0.05 0.95

防火区画の
種類

平面区画 竪穴区画

 
 

 (2) 定期点検に基づく不具合件数 

 防火設備であるシャッター、扉については、これまで設置状況が調査項目として示さ

れ状態を目視確認で実施していたのに対し、2008 年 4 月より実施されている新たな特

殊建築物の定期調査報告制度においては、損傷の程度や実際に設備を作動させて検査を

行う作動の状況を確認する項目が追加された。（社）日本シャッター・ドア協会では点

検したシャッターの降下障害不良の台数を報告している 17)。表 4.21 に（社）日本シャ

ッター・ドア協会による定期点検に基づく降下障害件数（2008 年 6 月～8 月の 3 か月の

メーカー4 社の合計値）を示す。シャッター区分は、管理シャッター、防火シャッター

および管理と防火の併用シャッターで、閉鎖機構が電動か手動かで区分している。表

4.21 によると降下障害は 1.7%の割合で発生しており、いずれも閉鎖装置の不具合であ

る。管理シャッターを除いた点検台数は 450 台で、降下障害率は 2.7％となる。なお、

文献[18]には表 4.21 のもととなっている原因項目の結果も記載されており、「降下位置

障害」の件数は 0 件であった。点検時には建物所有者が注意を払うため、(1)の建物利

用時の目視確認による調査と比較すると、障害物による開閉障害の割合は低くなってい

ると思われる。 
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表 4.21 （社）日本シャッター・ドア協会による定期点検に基づく降下障害件数 17) 

建物区分 シャッター区分 点検台数 降下障害台数 割合

特殊建築物 管理・電動 187 0 0.0%
防火・電動 181 6 3.3%
防火・手動 62 0 0.0%
併用・電動 90 0 0.0%

特殊建築物以外 管理・電動 63 0 0.0%
防火・電動 68 6 8.8%
防火・手動 21 0 0.0%

併用・電動 28 0 0.0%
合計 700 12 1.7%  

（注）点検契約に基づき点検が行われているものについて集計 

 

 また、上記の定期的な点検で把握された不具合件数に加え、故障などにより所有者等

から連絡があり点検修理を行った際に把握された不具合件数も報告されている（2006

年 4 月～9 月の 6 か月のメーカー4 社の合計値）。建築物用途、経過年数別の重量シャ

ッターの不具合件数を表 4.22、表 4.23 に示す。なお、文献[18]では防火シャッターの不

具合件数 b の 1,793 件は報告されているが、防火シャッターの設置数 a は区別されてい

ないため、同資料で報告されている防火シャッターと管理シャッターの構成比率（防火

シャッター65.6%）を用いて防火シャッターの設置数を算出した（29,300×0.656≒

19,221）。不具合の発生率が大きい用途は、工場・倉庫、公共施設、事務所、物販店舗

の順となっている。防火シャッター設置推定数を母数として不具合率を算出すると 9％

となった。表 4.22 は修理を依頼してきた場合の件数を加算しているので、先の定期点

検データのみの値と比較して当然不具合率が高くなっている。 

また、表 4.23 より、経過年数が過ぎるほど不具合の発生割合が高くなることが示さ

れている。 

表 4.22 用途別の重量シャッターの不具合件数 18) 

用途 設置数a 不具合b b/a
百貨店・大型店舗 9,804 1,239 13%

事務所 7,814 1,196 15%
工場・倉庫 3,002 850 28%
公共施設 2,482 454 18%
共同住宅 906 68 8%
その他 5,292 391 7%

合計 29,300 4,198 14%

防火シャッター 19,221* 1,793 9%
19,221 1,793 9%  

*防火シャッターと管理シャッターの構成比率から推定した値      

（2006 年 4 月～9 月の 6 か月のメーカー4 社の合計値） 
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表 4.23 経過年数別の重量シャッターの不具合件数 18) 

設置数a 不具合b b/a 設置数a' 不具合b' b'/a'
5年未満 2,580 103 4% 1,692 36 2%
5～10年未満 5,707 408 7% 3,744 155 4%
10～15年未満 8,909 1,105 12% 5,844 331 6%
15年以上 12,104 2,582 21% 7,940 1,271 16%

合計 29,300 4,198 14% 19,221 2,754 14%

防火シャッター設置数推定重量シャッター
経過年数

 

      （2006 年 4 月～9 月の 6 か月のメーカー4 社の合計値） 

 

(3)海外の設定例（防火戸） 

 ISO の Guidance on Fire Risk Assessment7)の中では、防火戸の奏功確率は 0.7 と設定さ

れている 6)。 

 

4.5.2 まとめ 

防火シャッターの閉鎖障害に関する文献調査を行った結果、以下のことが明らかにな

った。 

・平面区画の防火シャッターは障害物の設置により、竪穴区画よりも閉鎖障害が発

生する割合が高い。 

・定期点検データは障害物による閉鎖障害の件数が少なくなる可能性がある。 

・用途により閉鎖障害の発生割合が異なる。 

 定期点検データに基づく閉鎖障害率は障害物による閉鎖障害が少なめに見積もられ

る可能性があるので、本検討では安全側を考慮して表 4.20 の値を利用する。 

 

4.6 まとめ 

 

 本章では、本評価法の居室避難検証の火災シナリオイベントツリーに用いるための防

火対策の作動信頼性を既往の文献の調査や統計データを分析することにより設定を行

った。また、スプリンクラー設備がある場合の設計火源のモデルの考え方を示した。主

な結果は以下の通りである。 

・本研究で対象とする居室避難で考慮する防火対策は、スプリンクラー設備、排煙設備、

防火シャッター、防火戸である。 

・避難安全評価のためのスプリンクラー設備の効果による火災の制御状態を「消火成功」

「抑制成功」「不奏功」に分類した。本評価では「消火成功」を焼損床面積 1m2 未満、

「抑制成功」を焼損床面積 1m2と定義した。「消火成功」「抑制成功」の定義につい
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て焼損床面積、初期消火器具の効果、消防隊の消火の有無に関して統計データを用い

て分析を行った。 

・「消火成功」「抑制成功」の定義に基づき、統計データを利用して、スプリンクラー

設備の作動に関する生起確率を算出し、「消火成功」0.59、「抑制成功」0.09、「不

奏功」0.32 と設定した。 

・設計火源として用いる際の発熱速度のモデル化を行った。スプリンクラー設備有効（抑

制成功）のシナリオの設計火源については、スプリンクラー設備有効は安全側の想定

として、スプリンクラー設備が作動しないまま定常火源で燃焼する火源を考慮し、出

火からスプリンクラー設備が作動しない発熱速度の定常火源を採用した。スプリンク

ラー設備が作動しない発熱速度はスプリンクラーヘッドの感熱部の温度予測から求

め、天井高を考慮可能とした。スプリンクラー設備無効（不奏功）は火災初期に設計

火災成長率 αDで拡大する成長火源を設定した。 

・排煙設備、防火シャッター、防火戸については、既往文献の調査により生起確率の設

定を行った。 

 

 

注 

注 1）火災報告データの抽出条件は次の通りである。 

a）「火災種別」が建物火災（コード番号：1）のもの 

b)「防火対象物等の区分」が住宅系用途以外（コード番号：11、12、14～18、21、24、

36～38）のもの 

c)「出火箇所」が電気室やベランダ等のスプリンクラー設備で消火を想定していない室

以外（コード番号：1430～1620、2250～9999） 

d)「消防用設備等の設置状況・住宅防火対策」のスプリンクラー設備(78)で作動した火

災（コード番号：1、4、6、8） 

注 2）火災報告データの「初期消火器具」の抽出条件は次の通りである。効果の定義は

火災鎮圧に主として効果があったものである。 

①スプリンクラー設備以外の消火器具で初期消火に効果があった火災（コード番号：

61 以上、82 を除く） 

②スプリンクラー設備が初期消火に効果があった火災（コード番号：82） 

③初期消火なし（コード番号：0） 

④スプリンクラー設備以外の消火器具が初期消火に効果がなかった火災（コード番

号：11～44 で 32 を除く） 

⑤スプリンクラー設備が初期消火に効果がなかった火災（コード番号：32） 

注 3）火災報告データの抽出条件は次の通りである。 
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「火災種別」が建物火災（コード番号：1）のもの 

「爆発」が爆発火災ではない（コード番号：0）のもの 

「焼損棟数」が 1 棟（コード番号：1）のもの 

注 4）火災報告データの抽出条件は次の通りである。 

「出火箇所」が店舗、客室、客席部分（コード番号：1710～1760）のもの、一般事務、

教育教養、研究室（コード番号：1910～2020）のもの。 

注 5）火災報告データの抽出条件は次の通りである。 

「消防用設備等の設置状況・住宅防火対策」のスプリンクラー設備(78)で作動した火災

の区分番号のうち、スプリンクラー設備が作動した場合は「コード番号：1、4、6、8」、

不作動の場合は「コード番号：0、2、3、5、7、9」 

 

注 6）東京消防庁予防部調査課提供データ 

注 7）東京消防庁予防部調査課に 2002 年からの「B 使用・作動しなかった」件数増加

について問い合わせたところ、統計処理方法のシステムが変更になったことも一つの要

因として考えられるとの回答があった。 

注 8）火災報告データの抽出条件は次の通りである。データは 1995 年～2004 年。 

a）「火災種別」が建物火災（コード番号：1）のもの 

b)「防火対象物等の区分」が住宅系用途以外（コード番号：11、12、14～18、21、24、

36～38）のもの 

c)「出火箇所」が電気室やベランダ等のスプリンクラー設備で消火を想定していない室

以外（コード番号：1430～1620、2250～9999） 

d)「消防用設備等の設置状況・住宅防火対策」のスプリンクラー設備(78)で設置され不

作動であった火災（コード番号：2、5） 

注 9）本研究では 1 時間の間にスプリンクラー設備が作動しない条件で検討を行った。 

 

記号 

Af：焼損床面積[m2] 

H：居室天井高[m] 

Nfail：スプリンクラー設備の故障・管理不良による件数[件] 

Nopn：スプリンクラー設備が作動する必要のあった火災件数[件] 

pcont：スプリンクラー設備が作動後に消火に失敗した火災のうち火災を抑制する確率 

pex：スプリンクラー設備が作動した火災のうち作動後に消火に至る確率 

Pextinguish：スプリンクラー設備の「消火成功」確率 

pfail：スプリンクラー設備の不作動率 

Pfailure：スプリンクラー設備の「不奏効」確率 



 4-37

phf：発生した火災のうち、スプリンクラー設備がないと成長火災に至る可能性のある火

災の確率 

psp：成長火災のうちスプリンクラー設備が作動する確率 

Psprinkler：スプリンクラー設備の「抑制成功」確率 

Qsp：スプリンクラー設備を考慮した発熱速度[kW] 

Qf：発熱速度[kW] 

r：スプリンクラーヘッドと火源の離隔距離[m] 

RTI：スプリンクラーヘッドの感度指数[m1/2s1/2] 

t：時間[s] 

Te：スプリンクラーヘッドの温度[K] 

Tg：天井下の気流温度[K] 

Tsp：スプリンクラーヘッドの公称作動温度[K] 

u：天井下の気流速度[m/s] 

αD：設計火災成長率[kW/s2] 



 4-38

第４章参考文献 

 
1) Tanaka, T., Nii, D., Yamaguchi, J., Notake, H., Ikehata, Y.: The Risk-based Evacuation 
Safety Design Method and Its Practicability in the Safety Verification of Realistic Buildings, 
Fire Sci. Tech.,  8th Asia-Oceania Symp., Melborne, 2010.12   

2) 仁井大策、山口純一、池畠由華、出口嘉一、野竹宏彰、抱 憲誓、田中哮義：その 1 

フレームワークの概要 リスクの概念に基づく避難安全設計法の開発、日本建築学会大

会学術講演梗概集. A-2、 pp.331-334、 2011 

3) 掛川秀史、井上 義郎 、 倉井 克行：定期点検データに基づくスプリンクラー設備

の作動信頼性の分析、日本建築学会学術講演梗概集. A-2、 pp.29-30、 1997 

4) 山下誠治他：我が国のスプリンクラーの消火効果について、火災、Vol.44、No.5、

1994.10 

5) 本江豊治：スプリンクラ設備の効用と限界、火災、22 巻 1 号通巻 84 号、pp.23-25、

1972 

6) 間瀬亮平、山口純一、田中哮義：防災設備の作動確率に関する調査、平成 21 年度日

本火災学会研究発表会概要集、pp.48-49、2009 

7) ISO Guidance on Fire Risk Assessment 

8) William E. Koffel, P.E.: Reliability of Automatic Sprinkler Systems,  

http://www.fcia.org/articles/sprinklerreliability-9-05.pdf 

9) 掛川秀史：火災シナリオに基づく避難安全性評価手法に関する研究、学位論文（名

古屋大学）、1997 

10) Lougheed, G. D.: Expected Size of Shield Fires in Sprinklered Office Buildings, ASHRAE 

Transactions, 103, 1997 

11) Madrzykowski, D. and Vettori, R.: A Sprinkler Fire Suppression Algorithm for the GSA 

Engineering Fire Assessment System, NISTIR 4833, pp.1-35, 1992 

12) 防災行政研究会 編：火災報告取扱要領ハンドブック 11 訂版、東京法令出版、2007.5. 

13) 火災の実態、東京消防庁、2000～2006 

14) Alpert, R.L.: Calculation of Response Time of Ceiling-Mounted Sprinkler, Fire Technology, 

Vol.8, No.181, 1972 

15) 建築物の防災特性に応じた防火安全性の評価（火災予防審議会答申）、東京消防庁

火災予防審議会、1999 年度版 

16) 江田敏男、森脇哲男：防火区画の有効性、日本建築学会学術講演梗概集. 構造系, 

2107-2108, 1978-09 

17) 防火設備の実態等について（社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対

策部会定期報告制度等 WG 第 2 回資料）、（社）日本シャッター・ドア協会, 2008、 

https://www.mlit.go.jp/common/000042695.pdf 



 5-1

第５章 リスク概念に基づく居室避難の「検証免除」手法 

 

5.1 はじめに 

 

 建築物は多くの居室を有し、その用途、居室面積は様々であり、各居室が有する避難

リスクの大きさも千差万別であるため、全ての居室に同じ労力を注いで検証を行うこと

は不合理である。そこで、避難リスクが許容避難リスク以下となる居室面積を基準とし、

居室面積のみで検証が行えることができれば検証業務の軽減につながる。本章では、在

館者数が少ない居室や出火率の小さい居室は在館者全員が避難不能と安全側に仮定し

たとしても当該居室の避難リスクが許容避難リスクを超えないことに着目し、居室の避

難リスクが許容避難リスク以下となる居室面積を基準値とした検証を居室避難の「検証

免除」と定義し、その「検証免除」手法の検討 1)を実施する。 

 

5.2 「検証免除」の基本概念 

 

 「検証免除」の基本概念は、明らかに当該空間の避難リスクが許容避難リスク以下で

ある室を簡易な方法で検証することである。本研究では、当該空間の避難リスクが許容

避難リスク以下となる居室面積（以降、検証免除面積 Asc）により検証を実施する。以

下に本評価法の居室避難の「検証免除」の検証手順の説明を行う。「検証免除」の検証

手順を図 5.1 に、「検証免除」による検証イメージを図 5.2 に示す。 

 

SP設備ありSP設備なし

検
証
終
了

SP設備設置？
YES

詳細検証

検証免除され
る面積以下？

YES

NO

簡易検証 限界歩行距離、必要出口幅による検証

検証免除され
る面積以下？

NO

YES

NO

検証免除 居室面積による検証

簡易検証 限界歩行距離、必要出口幅による検証

検証免除 居室面積による検証

居室面積
用途

居室面積
用途

 
図 5.1 「検証免除」の検証手順 

 

「検証免除」では、図 5.1 に示すように検証免除面積にスプリンクラー設備の効果を

考慮している。検証実施者はスプリンクラー設備の有無と居室面積のみを入力条件とし、
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検証免除面積 Asc 以下の面積の居室は居室避難検証が終了となる。図 5.2 のような小規

模居室を多く有する室は居室面積の確認のみで多くの居室の検証が終了する。 

 

A≦Asc

検証
終了

A≦Asc

検証
終了

A≦Asc

検証
終了

A≦Asc

検証
終了

A≦Asc

検証
終了

A≦Asc

検証
終了

A≦Asc

検証
終了

A≦Asc

検証
終了

A≦Asc

検証終了 A≦Asc A≦Asc A≦Asc A≦Asc A≦Asc A≦Asc

A≦Asc A≦Asc

A≦Asc A≦Asc

検証終了 検証終了 検証終了検証終了 検証終了 検証終了

検証終了

検証終了

検証終了

検証終了

A＞Asc

簡易検証へ

廊下

 

図 5.2 「検証免除」による検証イメージ 

 

5.3 「検証免除」の基準面積 Ascの算出方法 

 

「検証免除」では式(5.1)に示すように、スプリンクラー設備が作動または不作動のシ

ナリオ i において（その生起確率を Piとする）、居室 K の設計避難リスク（＝避難不能

者数の期待値 PiC0(K) Pcas(K)）が居室 K に対する設計許容避難リスク RD
A (K)以下であれ

ば安全と判断し、式(5.1)の条件を満足する居室面積をもって検証を行うため、以下に検

証免除面積 Ascの算出方法を示す。 

 

       KRKPKCPKR D
Acasi

D  0                                          (5.1) 

 

5.3.1 スプリンクラー設備を考慮しない場合の検証免除面積 Asc 

 

スプリンクラー設備を設置していない居室やスプリンクラー設備を設置している場

合でもスプリンクラー設備を考慮しない場合は、図 5.3 に示すように複数の火災シナリ

オを想定する必要はないため、式(5.1)のシナリオ i の生起確率は Pi＝1.0 となる。よっ

て、式(5.1)は式(5.2)のようになる。 

 

避難不能者数 生起確率 避難リスク 部分避難リスク シナリオ

C i P i R i R A
D

i

C 1 P 1 R 1 R D
A 1

C 0 p cas 1 C 0 p cas R D
A

居室避難設計火
災シナリオ

成長火災 シナリオ1
 

図 5.3 スプリンクラー設備を考慮しない場合の火災シナリオ 
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       KRKpKCKR D
Acas

D  0                     (5.2) 

 

ここで、在館者数 Co(K)は、居室 K の在館者密度 pden(K)と床面積 Ar(K)の積で表現する。 

 

     KAKpKC rden0                                                      (5.3) 

 

また、式(5.2)における居室 K の設計許容避難リスク RD
A (K)は文献[2]～[4]に従い、本

章においては戸建住宅の避難リスクを基準として設計許容避難リスクを設定する。式

(5.4)の 1.1 は戸建住宅の統計データから算出した成長火災 1 件あたりの死傷者数を設計

密度ベースに換算した値である。また、125 は統計データから求めた戸建住宅の平均面

積である。 

 

     








KA
KPKR

r
hf

D
A

125
1.1 *

                                             (5.4) 

ただし、Phf*(K)は用途毎の成長火災の出火率比で、 

 

   
 KP

HP
KP

hf

hf
hf *

                              (5.5)

 

 

である。なお、出火率比 Phf*は第３章の検討結果をもとに決定することができる。 

式(5.3)及び式(5.4)を式(5.2)に代入し居室面積 Ar(K)について整理すると式(5.6)を得る。

従って、居室面積 Ar (K)が式(5.6)を満足する居室は、対策の如何に関わらず死傷率 pcas(K)

の上限値を与えることができれば設計避難リスクが設計許容避難リスク以下となるこ

とが自明となるため、それ以上の検証を行う必要はない。本論文においては、式(5.6)

の右辺を検証免除面積 Asc(K)と定義する。 

 

   
     KA

KpKp

KP
KA sc

casden

hf
r 




*1251.1
                                        (5.6) 
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 各用途の在館者密度は建築基準法告示 5)、出火率比 Phf*(K)は文献[2]をもとに設定した。

なお、式(5.6)中の避難不能者率 pcasは火災時に在室している避難者のうち避難不能にな

る割合であるが、「火災報告」には火災時の滞在者数のデータはないため、統計データ

に基づいて各用途の避難不能者率 pcasを算出することは困難である。最も安全側の設定

は在室者全員が避難不能となる条件であるため、pcas=1とした場合の検証免除面積Asc(K)

を算出する。また、住宅の避難不能者率 pcasは第３章で示したように統計データを利用

して 0.14 が算出された。そこで、他の用途も住宅と同等の避難不能者率 pcasであると仮

定した場合の検証免除面積 Asc(K)の算出も行った。式(5.6)に基づき算出した検証免除面

積 Asc(K)を表 5.1 に示す。参考として検証免除面積 Asc(K)の設計許容避難リスク RD
Aを示

す。 

 避難不能率 pcas＝1（Ccas=C0）は最も安全側の設定であり、劇場等や飲食店等の検証

免除面積 Asc(K)は 10m2 程度となる。これは、式(5.6)から明らかなように、リスクの高い

（在館者密度や出火率比の大きい）用途の検証免除面積Asc(K)は小さくなるためである。

避難リスクの小さい学校さえも 44 m2であり普通教室の約 64m2よりも小さい値である

6)。共同住宅は一般のファミリータイプは 70m2以上のものが多いため、比較的小規模な

単身者向けの住戸の検証を省力化することが可能となる。ホテルは、一般的にシングル

15～20 ㎡、ダブル 20～25 ㎡、ツイン 25～35 ㎡程度で分布していると思われるため、

スイートルームなどの特別に大きい客室以外は殆ど「検証免除」で検証を行うことが可

能であると思われる。病室は 6 床で 40m2程度 7)であるため、殆どの病室の検証が省力

化可能となる。また、戸建住宅であっても 48 ㎡を超える場合は居室避難検証が必要と

なる。住宅の火災統計上の避難不能率 pcasは 0.14 であるが、表 5.1 では安全側に pcas＝1

として計算を行っているので、平均的な住宅の面積よりも小さくなっている。検証免除

面積 Asc(K)の設計許容避難リスク RD
Aをみると、住宅の許容避難リスク RAを基準にし、

出火率比と在館者密度の大きさが設計許容避難リスク RD
A の住宅との差となっている。

任意の用途の死傷率を住宅と同等とした場合の検証免除面積は死傷率を 1.0 と設定した

場合の検証免除面積 Asc(K)と比較して約 2.7 倍となっている。 
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表 5.1 スプリンクラー設備を考慮しない場合の検証免除面積 Asc(K) 

避難リスク

R A

p den P hf
*

1/P hf
* p cas (K)=1.0 p cas (K)=0.14 p cas (K)=1.0 p cas (K)=0.14 ×10

-3

[人/m
2
] [-] [-] [人/件] [人/件] [人/年]

劇場等 1.5 1.2 0.8 11 28 15.8 5.9 0.39
飲食店等 0.7 0.5 2.0 10 26 6.9 2.6 0.39
物販店舗 0.5 7.2 0.1 44 119 22.2 8.3 0.39
ホテル 0.16 3.1 0.3 51 137 8.2 3.1 0.39
共同住宅 0.06 1.5 0.7 58 156 3.5 1.3 0.39

病院 0.125 9.1 0.1 100 267 12.5 4.7 0.39
学校 0.7 9.7 0.1 44 116 30.5 11.4 0.39

事務所 0.125 4.1 0.2 67 179 8.4 3.1 0.39
戸建住宅 0.06 1.0 1.0 48 128 2.9 1.1 0.39

在館者
密度

出火率比
検証免除基準面積(SPなし)

A sc [m
2
]

A scのR
D

A

 

 

5.3.2 スプリンクラー設備を考慮した場合の検証免除面積 

 スプリンクラー設備を考慮した場合の検証免除面積は、図 5.4 に示すようにスプリン

クラー設備が消火成功した場合と消火失敗した場合の 2 つの火災シナリオに分けて考

えて算出する。スプリンクラー設備が消火成功した場合には小火となり、死傷者が発生

しない（C1=0）とみなせることを前提とすれば、スプリンクラー設備で消火失敗したシ

ナリオに設計許容避難リスクを全て分配し、スプリンクラー設備が設置されていない場

合と同様に、スプリンクラー設備が設置されている場合の検証免除可能な面積を算出す

ることが可能となる。スプリンクラー設備が消火失敗した確率を 1-Pextinguish とすると、

Pi=1-Pextinguishとして、式(5.1)は式(5.7)のようになる。 

 

避難不能者数 生起確率 避難リスク 部分避難リスク シナリオ

C i P i R i R A
D

i

SP設備

○消火成功

P extinguish 0 P extinguish 0

×SP消火失敗 C 1 P 1 R 1 R A
D

1

1-P extinguish 0 1-P extinguish P 1C 1 R A
D

居室避難設計火
災シナリオ

成長火災 検証不要

シナリオ1
 

図 5.4 スプリンクラー設備が設置されている室の火災シナリオ 

 

        D
Acasextinguish

D RKpKCPKR  01                                   (5.7) 

 

 先と同様に、式(5.3)及び式(5.4)を式(5.7)に代入し居室面積 Ar(K)について整理すると

式(5.8)を得る。式(5.8)より、消火失敗した確率 1-Pextinguishが小さくなるほど Asc(K)は大き

くなることがわかる。 
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       KA

KpKpP

KP
KA sc

casdenextinguish

hf 




1

1251.1 *

               (5.8) 

 

スプリンクラー設備の消火成功確率 Pextinguishは第４章で算出しており、第４章の生起

確率の算出方法の方法 1 の値を用いると消火失敗確率は 1-Pextinguish
’=1-0.59=0.41、方法 2

では 1-Pextinguish
’=1-0.78=0.22 となる。 

ここでも、避難不能者率 pcasを安全側に 1（Ccas=C0）とした場合と 0.14 とした場合に

ついて算出する。 

スプリンクラー設備の消火失敗確率を 0.41および 0.22とした場合の算出結果を表 5.2

に示す。式(5.8)より、スプリンクラー設備がない場合との違いはスプリンクラー設備の

消火失敗確率であるため、用途間の違いは同じとなる。スプリンクラー設備がある場合

の検証免除面積 Asc(SP)(K)はスプリンクラー設備がない場合の検証免除面積 Asc(K)と比較

して消火失敗確率 0.41 で約 1.5 倍、消火失敗確率 0.22 で約 2.1 倍となる。消火失敗確率

0.23の場合は建築基準法施行令第 112条 1項のスプリンクラー設備を設けた場合の面積

を倍読みと同等の値となる。避難不能率 pcasを 1.0 とした場合のスプリンクラー設備を

考慮した検証免除面積 Asc(SP)(K)では、スプリンクラー設備がない場合に検証が満足しな

かった共同住宅の平均的なファミリータイプを満足させることが可能となる。劇場等お

よび飲食店等はスプリンクラー設備がない場合と同様に小さい面積となった。避難不能

率 pcasを 0.14 とした場合のスプリンクラー設備を考慮した検証免除面積では、小規模の

飲食店等であれば「検証免除」できる結果となった。 

 

表 5.2 スプリンクラー設備を考慮した場合の検証免除面積 Asc(SP)(K) 

p den P hf
*

1/P hf
* p cas (K)=1.0 p cas (K)=0.14 p cas (K)=1.0 p cas (K)=0.14

[人/m
2
] [-] [-]

劇場等 1.5 1.2 0.8 16 44 22 60
飲食店等 0.7 0.5 2.0 15 41 21 56
物販店舗 0.5 7.2 0.1 69 185 95 253
ホテル 0.16 3.1 0.3 80 214 109 292
共同住宅 0.06 1.5 0.7 91 244 125 333

病院 0.125 9.1 0.1 156 416 213 569
学校 0.7 9.7 0.1 68 182 93 248

事務所 0.125 4.1 0.2 104 279 143 381
戸建住宅 0.06 1.0 1.0 75 200 102 273

在館者
密度

出火率比

失敗確率0.22

検証免除基準面積(SPあり）

A sc(sp) [m
2
]

失敗確率0.41
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5.4 まとめ 

 

 リスクの概念に基づく避難安全設計法の考え方に基づき、スプリンクラー設備が設置

されていない室（以下、スプリンクラー設備なし）、およびスプリンクラー設備が設置

されている室（以下、スプリンクラー設備あり）のそれぞれの条件について、居室避難

の詳細検証を免除可能な居室面積を検討した。 

対策の有無に関わらない詳細検証免除可能な居室の床面積は、用途の出火率、在館者

密度の違いを考慮して設定することが可能である。 

 死傷率を 1.0 と設定した場合の検証免除面積 Asc(K)は非常に小さい面積の用途もある

ため、今後は死傷率の検討が必要であると思われる。 

 

 

記号 

Ar：居室面積[m2] 

Ap：親室の床面積[m2] 

Asc：検証免除床面積[m2] 

Asc(sp)：スプリンクラー設備を考慮した場合の検証免除床面積[m2] 

Ccas：避難不能者数[人/件] 

Co：在館者数[人] 

K：任意の用途 

pcas：避難不能率[-] 

pden：在館者密度[人/m2] 

P(i)：火災シナリオ i の生起確率[-] 

Phf：床面積あたりの成長火災件数[件/m2/年] 

Phf*：基準用途に対する出火率比（基準用途の出火率/任意の用途の出火率）[-] 

Pextinguish：スプリンクラー設備に消火される確率[-] 

RD：設計避難リスク[人/件] 

RD
A：設計許容避難リスク[人/件] 

 



 5-8

第５章参考文献 

 

1) 野竹宏彰他：その 3 居室避難検証の免除 リスクの概念に基づく避難安全設計法の

開発、日本建築学会大会学術講演梗概集. A-2、 pp.339-342、 2011 

2) 池畠由華、野竹宏彰、山口純一、田中哮義：統計データに基づく用途別の避難リス

クの算出 －火災安全設計における設計基準避難リスクに関する研究－、日本火災学会

論文集、Vol.61、No.3、2011.   

3) 仁井大策、山口純一、池畠由華、出口嘉一、野竹宏彰、抱 憲誓、田中哮義：その 1 

フレームワークの概要 リスクの概念に基づく避難安全設計法の開発、日本建築学会大

会学術講演梗概集. A-2、pp.331-334、2011  

4) 野竹宏彰、池畠由華、山口純一、田中哮義：住宅・共同住宅火災の統計的分析に基

づく設計避難リスクの算出－火災安全設計における設計避難リスクに関する研究－、日

本火災学会論文集、Vol.61、No.2、pp.1-11、2011.08 

5) 平成 12 年建告第 1441 号、同第 1442 号 

6) 府立支援学校施設整備基本方針、大阪府教育委員会、2009 

 http://www.pref.osaka.jp/attach/6168/00000000/shiengakkou%20seibikihonhousin.doc 

7) 河口豊：国際比較からみたわが国の病室面積基準-病院の建築計画に関する研究-、日

本建築学会大会学術講演梗概集、1993 



 6-1

第６章 スプリンクラー設備が無設置の場合の居室避難の「簡易検証」手法 

 

6.1 はじめに 

 

 本章においては、スプリンクラー設備無設置時の「簡易検証」手法の提案を行う。「簡

易検証」はリスクの概念に基づいて算出された設計火災成長率で煙に曝されずに避難可

能な居室条件（限界歩行距離および必要出口幅）を算出し、安全性を確認する手法であ

る。また、事務所、物販店舗（以降、物販）、飲食店舗（以降、飲食）、共同住宅の 4

用途に「簡易検証」を適用した場合の避難安全性が従来の仕様規定や避難検証法と比較

してどの水準に位置するのかを、従来の仕様規定との比較が可能な歩行距離および出口

幅に着目して検討を行った。なお、「簡易検証」は排煙設備の効果を考慮しない。 

 

6.2 基本概念 

 

「簡易検証」は以下の基本概念に従って構築した。なお、基本概念は次章のスプリン

クラー設備を考慮する場合も同様である。 

 

6.2.1 特徴と検証フロー 

「簡易検証」の避難安全基準等の特徴を以下に示す。 

・リスク概念に基づいた設計火災成長率 αD のもとで煙に曝されずに安全に避難可能と

する。避難検証法 1)と同様に煙による限界は床面から 1.8m まで煙が降下した時点（以

降、限界煙層高さ）とする。 

・居室の中の間仕切りを考慮した煙に曝されずに避難可能な歩行距離（以降、限界歩行

距離 lcrit）、出口幅（以降、必要出口幅 Bcrit）の基準値を算出し、図 6.1 に示すように

設計者は計画する居室の歩行距離、出口幅が基準を満足することを確認する。 

・スプリンクラー設備の設置有無のみ考慮（設置されている場合のみ）し、排煙設備な

どのその他の対策の効果は考慮に入れない（簡易予測式を利用する都合による）。 

・内装材料の燃焼は何れの方法についても考慮していない。 

・限界歩行距離および必要出口幅の算出は、入力条件を用途、居室面積、天井高、親室

率（居室内に間仕切りがある場合で、廊下への出口を有する親室の面積が居室面積に

占める割合）に限定し簡易式を用いることにより、表計算ソフトなどで簡易に行える。 

 

リスク概念に基づいた設計火災成長率 αD のもとで算出した煙に曝されない限界歩行

距離、必要出口幅を満足すれば、許容避難リスク以下と考えることができる。煙に曝さ

れずに避難可能であることは式(6.1)に示すように煙が危険な高さに降下する時間まで
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に避難が終了することである。 

 

 se tt 

                                                                   

（6.1） 

 

また、居室内の間仕切りを考慮し、工学的煙性状予測手法を用いた検証法とすること

で、間仕切り変更を行う場合も簡易に安全性の確認を行える。歩行距離 l は出口までの

も遠い距離とする。出口幅は廊下等への出口幅の合計とし、本評価法では出口間の離

隔距離や、出口近傍で出火した時の放射熱の影響は考慮していない。 

 

歩行距離l

出口幅B
歩行距離l≦限界歩行距離lcrit

出口幅ΣB ≧必要出口幅Bcrit

検証終了

 

図 6.1 「簡易検証」の居室検証方法 

 

 スプリンクラー設備が無設置の場合の火災シナリオを図 6.2 に、「簡易検証」の検証

フローを図 6.3 に示す。スプリンクラー設備が無設置の場合は図 6.2 に示すように評価

すべきシナリオは 1 つである。設計者は、当該居室の条件が「簡易検証」の適用範囲で

あることを確認し、計画値が居室面積、用途、親室率、天井高を条件値として算出され

た限界歩行距離および必要出口幅を満足するか否かで評価を行う。満足する場合は検証

終了となり、満足しない場合は「詳細検証」の対象の居室となる。なお、親室率 βは下

式により算出する。 

 

rp AA                                            (6.2) 

 

避難不能者数 生起確率 避難リスク 部分避難リスク シナリオ

C i P i R i R A
D

i

C 1 P 1 R 1 R D
A 1

C 0 p cas 1 C 0 p cas R D
A

居室避難設計火
災シナリオ

成長火災 シナリオ1
 

図 6.2 スプリンクラー設備が無設置の場合の火災シナリオ 
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SP設備なし

検
証
終
了

詳細検証

YES

NO

簡易検証 限界歩行距離、必要出口幅による検証

検証免除面積を超える居室

検証免除 居室面積による検証

居室面積
用途
親室率
天井高

シナリオ1：SP設備なし

計画値が条件
を満たすか？

限界歩行距離
必要出口幅

歩行距離
出口幅

検証可能な居
室条件か？

NO

YES

 

図 6.3 「簡易検証」に基づく検証フロー 

 

6.2.2 前提条件 

 「簡易検証」は計算手法の簡易化を行っているため適用範囲が存在する。以下に「簡

易検証」で想定している前提条件を示す。 

 (1) 室の構成 

 「簡易検証」では当該空間が親室（廊下への出口を有する室）と子室（親室への出口

を有する室）に間仕切られている状態を検証可能とする。 

  

親室(Ap )

子室(A-Ap )

親室(Ap )

子室(A-Ap )

 

図 6.4 親室と子室 

 

(2) 火災室 

 火災室は親室とする。 

(3) 避難開始 

親室、子室のどちらで火災が発生しても一斉に避難可能な状況を想定する。 
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また、火災室は他の室よりも避難を先に実施すると考え、親室の出口の先の滞留は考

慮しない。 

(4) 用途 

 設計火災成長率を文献[2]の方法に基づき設定するので、現状では文献[2]で火災成長

率の分布形状の推定を行った事務所、物販、飲食、共同住宅が対象となる。なお、家具・

書籍の火災成長率の分布は文献[2]で得られていないが、本研究では物販の値を参考に

設計火災成長率の推定を行った（詳細は 6.3.6(1)）。 

(5) 子室の条件 

 子室の可燃物密度および在館者密度は親室以下とする。簡易化の都合上親室と子室の

条件を同じに扱っているので、親室の条件以下であれば安全側となるためである。また、

親室出口以外の部分で滞留が発生する恐れがない居室を前提としている。 

 

6.3 限界歩行距離および必要出口幅の算出方法 

 

 ここでは、限界歩行距離および必要出口幅の基本式、算出手順、算出式の構成要素の

説明を行う。 

 

6.3.1 限界歩行距離および必要出口幅の基本式 

 「簡易検証」の基本的な考え方は先の式(6.1)に示すように、煙が限界高さに達する時

間までに避難時間が完了することであり、避難を開始してから煙が限界高さに達するま

での時間に居室から避難できればよい。この避難に利用可能な時間を下式に示すように

許容避難時間 tcritとする。 

 

startscrit ttt 

                                                           

(6.3) 

 

避難開始時間 tstartは居室（親室）に煙層が一定厚さ蓄積される時を避難が強いられる

指標と考え、その時点として評価する。避難時間 teは前提条件に示したように、居室出

口からの扉通過時間よりも時間を要するようなネックとなる場所がない居室を想定し

ているため、出口に到達する時間と出口扉を通過する時間の長い方の時間と避難開始時

間 tstartの和とする。また、出口の先での滞留を考慮していないため、流動係数 N は一定

値の 1.5 人/m/s を利用する 1)。式(6.1)、式(6.3)～式(6.4)より、煙に曝されないための避

難の条件は式(6.5)のようになる。 

 









NB

Ap

v

l
tt rdenr

starte ,max

                                                

(6.4) 
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critstarts
rdenr ttt

NB

Ap

v

l









,max

                     

(6.5) 

 

式(6.5)で算出される歩行距離と扉幅をそれぞれ避難者が煙に曝されない限界の値と

すると限界歩行距離 lcritは、 

 

crit
r t
v

l


                                                                  

（6.6）

 
critcritr lvtl 

                                                            

（6.7）

 
したがって、

 

vtl critcrit 

                                                             

（6.8） 

 

同様に、必要出口幅 Bcritは、 

crit
rden t

NB

Ap


                                                              

（6.9）

 

crit
crit

rden B
Nt

Ap
B 

                                                       

（6.10）

 

したがって、

 

crit

rden
crit

Nt

Ap
B                                                         （6.11） 

 

式(6.8)および式(6.11)中の許容避難時間 tcritは、避難開始時間 tstartと煙降下時間 ts をと

もに煙層高さで判定するため、煙降下時間 ts および避難開始時間 tstartの算出は、二層ゾ

ーンの概念に基づく簡易予測式 3)を用いることを前提とする。歩行速度 v は避難検証法

1)に基づく値とし、事務所 1.3m/s、物販、飲食および共同住宅は 1.0m/s とする。同様に

在館者密度 pdenも避難検証法に基づく値とし、事務所 0.125 人/m2、物販 0.5 人/m2、飲食

0.7 人/m2および共同住宅は 0.06 人/m2とする（次章以降も同様とする） 

 

6.3.2 算出手順 

限界歩行距離および必要出口幅の算出手順を図 6.5 に示す。避難開始時間 tstartおよび

煙降下時間 tsは設計許容避難リスクに基づいて設計火災成長率を算出し、煙降下時間を
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計算して求める。室面積が大きくなるなどの理由で対象とする煙降下時間が長くなると

火源も大きくなることが考えられるので、煙降下における煙層密度の変化と仮想点熱源

の影響が無視できなくなる可能性がある。本論文で煙層降下の計算は簡易式を用いて行

うが、その際、煙層密度の変化と仮想点熱源に対する補正を行うため、補正係数 kρ を

算出する。補正係数 kρを用いて補正を行った簡易予測式により許容避難時間を算出し、

歩行速度等の用途に基づく条件を入力することで限界歩行距離および必要出口幅が算

出される。 

 

設計許容避難リスクRD
A

設計火災成長率αD

補正係数kρ

許容避難時間tcrit

限界歩行距離lcrit 必要出口幅Bcrit

居室面積Ar

用途

親室率β
煙降下時間 ts

避難開始時間tstart

親室の天井高Hp

歩行速度v 在館者密度pden

流動係数N  

図 6.5 限界歩行距離および必要出口幅の算出手順 

 

6.3.3 設計火源 

スプリンクラー設備が無設置の場合は、すなわちリスク概念に基づき算出される設計

火災成長率 αDで発熱速度が拡大する成長火源を想定する。 

 

2tQ Df                                                                 (6.12) 

 

6.3.4 煙降下時間 ts 

煙降下時間 tsは親室での出火を想定し、親室の蓄煙のみを考えた時にその煙層下端が

避難上支障のある高さ Hlim（＝1.8m）に達するまでの時間とする。煙降下時間 ts の予測

は、式(6.13)に示すように、設計火災成長率 αDの成長火源のもとで、二層ゾーンの概念

に基づく簡易予測式 3)を用いる。また、簡易予測式は一般に煙層密度を一定（1.0kg/m3）

として扱い、また、仮想点熱源を考慮しないことを前提としているが 3)、床面積や設計

火災成長率の大きな場合への適用性が課題である。そこで本研究では、この簡易予測式

を床面積の大きな室にも適用するため、煙層密度および仮想点熱源に対する補正係数 kρ
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を用いて煙降下時間を補正して用いることとした（詳細は 6.3.6(2）参照）。 

 

5/3

3/23/2
lim

3/1

11

2

5

























pDm

ps
s

HHC

Ak
t


 

 

                                  (6.13) 

ただし、ρs=1.0 とする（以降、同様）。 

 

6.3.5 避難開始時間 tstart 

避難開始時間 tstartの予測は、親室全体に煙が拡散した時点で親室及び子室の在館者が

一斉に避難開始すると考える。煙が親室全体に拡散する時間は煙降下時間 tsと同じ計算

式を用い、避難開始時点の煙層下端高さ z は親室天井高さの 90％（0.9Hp）とした 4)。 

 

 

5/3

3/23/23/1

1

9.0

1

2

5




























ppDm

ps
start

HHC

Ak
t


 

                             (6.14) 

 

避難開始時間についても補正係数 kρ を用いて煙降下時間と同様に煙降下時間を補正

して用いる。 

 

6.3.6 許容避難時間 

式(6.13)および式(6.14)を式(6.3)に代入すると式(6.15)の許容避難時間 tcritとなる。 
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t


 

  

(6.15) 

 

(1) 設計火災成長率 αD 

火災成長率は同じ形状の室であっても着火位置や可燃物の配置、材質等様々な要因に

より異なる。火災成長率 αを確率変数としてとらえ、設計許容避難リスクの値をもとに、

確率論的に火災成長率を決定する文献[2]による手法を用いる。文献[2]の統計データに

基づく火災成長率の分布を図 6.6-1～図 6.6-4 に示す。文献[2]によれば、火災成長率の分

布は対数正規分布で良好に近似される。ある火災シナリオ i に対する設計火災成長率

αD(i)は、火災シナリオ i に対する設計許容避難リスク RD
A (i) 、当該居室の在館者数 C0

（＝pdenAr）および火災シナリオ i の生起確率 P(i)を用いて式(6.16)より算定される。こ

の手法によれば、設計許容避難リスクの値が小さい居室は大きな設計火災成長率 αDが



 6-8

算出される。この設計火災成長率の決定方法により、居室面積による避難リスクの違い

を考慮することが可能となる。この設計火災成長率 αD (i)の下で死傷者が出ないこと

（C(αD (i))＝0）を確かめれば、必然的に設計避難リスクは設計許容避難リスクを下回る

こととなる。 

 

  
 

 

  0CP

R
df

i

D

iA

iD





                                (6.16) 

 ただし、
 

    










 


2

2

2

log
exp
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f                                         (6.17) 

2
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1
ln                                 (6.18) 











2

2
2 1ln


                                                           (6.19) 
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図 6.6-1 事務所における火災成長率の分布 2) 
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図 6.6-2 物販店舗における火災成長率の分布 2) 
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図 6.6-3 飲食店舗における火災成長率の分布 2) 
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図 6.6-4 住宅における火災成長率の分布 2) 

 

図 6.6-1～図 6.6-4 に示す火災成長率の分布を用いて、事務所、物販店舗、飲食店舗、

家具・書籍売場、共同住宅注 1)の居室の設計火災成長率 αDを式(6.16)で算出した結果を図
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6.7-1～図 6.7-4 に示す。ただし、この場合、スプリンクラー設備は設置されていないの

で火災シナリオは 1 つしかない。従って、火災シナリオ i の生起確率 P (i)は 1.0 とし、

在館者数 Co(K)は居室 K の在館者密度 pden(K)と床面積 Ar(K)の積で、設計許容避難リス

ク RD
A (i)は前章の式(5.4)より算定した。ここで、家具・書籍売場の火災成長率の推定は

文献[2]では行われていないが、文献[2]において床面積当たりの発熱速度が可燃物密度

量の 1/3 乗に比例（床面積あたりの可燃物表面積は可燃物密度の 1/3 乗に比例）する関

係を利用する。具体的には、家具・書籍売場の積載可燃物量は避難検証法において物販

の 2 倍(60[kg/m2]/30[kg/m2])に設定されている関係を利用し、物販の設計火災成長率 αD

に 21/3を乗じることにより算出した。なお、図 6.7-1～図 6.7-4 には避難検証法により算

出した火災成長率 αfも併せて示す。 

式(6.16)に基づき設計火災成長率 αDを設定した場合、居室面積（または潜在的なリス

ク）が大きい居室ほど設計火災成長率 αD も大きくなるのが特徴である。また、本評価

法の設計火災成長率 αD の始点が居室面積 0m2 と一致しないのは、居室面積の小さい居

室はたとえ在室者全員が避難不能となったとしても避難リスクが許容避難リスクを超

えることはなく、そのような場合は本評価法によると設計火災成長率 αDが 0 となるた

めである 5)。なお、火災成長率 αDが 0 m2となる居室面積は第５章で示した検証免除面

積 Asc（ただし、pcas(K)=1.0 の場合）と一致する。一方、避難検証法の火災成長率 αf は

用途（可燃物密度）のみによって決定されるため床面積によらず一定値を取る。本評価

法では床面積に比例して出火率が高くなり避難リスクが大きくなると考えているため、

設計火災成長率 αD は居室面積とともに大きくなる。本評価法における物販と家具・書

籍売場の設計火災成長率 αDの差が避難検証法の火災成長率 αfより小さいのは避難検証

法の火災成長率 αfは可燃物密度の 5/3 乗に比例するのに対し、本評価法では 1/3 乗に比

例すると考えているためである。避難検証法よりも本評価法での設計火災成長率 αD が

大きくなる居室面積は、物販 205m2、家具・書籍売場 666m2、飲食 66m2 である。居室

面積が大きくなると本評価法の方が避難検証法に比べ火源設定が厳しくなり、出火率の

高い飲食は特に厳しい設定となる（1500m2で約 5.8 倍）。共同住宅は設計許容避難リス

クの値が同じ面積の飲食よりも出火率や在館者密度が低いため小さくなるが、設計火災

成長率 αD が大きい値の分布となっているため、飲食よりも大きい値となった。なお、

以降は、図 6.7-1～図 6.7-4 に示す設計火災成長率 αD＞0 になる各用途の 小居室面積か

ら 1500m2までの居室を対象に検討を実施する。 
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図 6.7-1 設計火災成長率（事務所）   図 6.7-2 設計火災成長率（物販・飲食） 
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図 6.7-3 設計火災成長率（家具・書籍売場）   図 6.7-4 設計火災成長率（共同住宅） 

 

(2) 補正係数 kρ 

簡易予測式は仮想点熱源や煙層密度の時間変化を考慮しないため、非定常の煙性状予

測モデル（以降、非定常モデル）と比較して、大規模な居室で危険側の予測結果となる

恐れがある。一方、非定常モデルはこれらを考慮することが可能であるが、一般の設計

者には扱いづらいという課題がある。そこで、設計火災成長率 αDの下で、非定常モデ

ルに基づき算出した許容避難時間 tcrit(com)と本評価法の許容避難時間 tcritが等しくなるよ

うに、以下の手順に従い補正係数 kρを算出する。ここでは、非定常モデルとして久次

米らの提案する詳細計算 6)（以降、詳細計算法という）を用いた。なお、本報において

詳細計算法を用いる際には、仮想点熱源補正を行った上で火災プルーム流量を算出した

（詳細は補足参照）。よって、補正係数 kρは煙層密度注 2)と仮想点熱源の影響を総合的

に考慮した値として算出される。また、詳細計算法においても、煙層下端高さが天井高

の 90％（0.9Hp）に達した時点を避難開始時間、限界煙層高さ Hlim（＝1.8m）に達した

時点を煙降下時間とした。 

詳細計算法により得られた許容避難時間 tcrit(com)と許容避難時間 tcritには式(6.20)に示す
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関係が成り立つので、補正係数 kρを式(6.21)により算出した。 

 

   comcritcritcrit ttkt
s

  0.1
5/3

                     (6.20) 

 

 

3/5

0.1










scrit

comcrit

t

t
k




 

                           (6.21) 

 

図 6.8-1～図 6.8-5 は、居室面積 Ar（＝親室面積 Ap）および天井高 Hpをパラメータと

して詳細計算法により許容避難時間 tcrit(com)を算出し、その結果から式(6.21)を用いて補

正係数 kρを算出した結果である。なお、天井高 4.0m の居室面積 Arと補正係数 kρのプロ

ットに対して算出した回帰式を併せて示している注 3)。また、図 6.8-6 は図 6.7-3 に示さ

れる避難検証法に基づき算出した物販の火災成長率 αfの下で同様の計算を行った結果

を参考として示す。ただし、避難検証法に基づく場合において αDは αfに読み替えて計

算している。補正係数 kρは、居室面積 Arの増加にともない徐々に小さくなるが、いず

れも天井高に対する依存性は低いことが分かる。図 6.8-2 の本評価法ベースと図 6.8-6

の避難検証法ベースの結果の違いは、火災成長率の設定方法の差であるが、この差が補

正係数 kρに与える影響は居室面積 500 ㎡では 1 割程度、1500 ㎡では 4 割程度である。

飲食の補正係数 kρの結果は物販と比較して幾分小さい値を示しているが、定性的な傾

向は物販のそれと同じである。補正係数 kρは事務所で若干大きくなるが他の用途は殆

ど違いはなかった。 
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図 6.8-1 事務所における補正係数 kρの算出結果（本評価法ベース） 
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図 6.8-2 物販における補正係数 kρの算出結果（本評価法ベース） 
 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 500 1000 1500

補
正

係
数

k ρ
[-

]

居室面積Ar[㎡]

CH2.5m CH3.0m
CH3.5m CH4.0m
CH8.0m CH12.0m
回帰式

y = -0.14Ln(x) + 1.16

 

図 6.8-3 飲食における補正係数 kρの算出結果（本評価法ベース） 
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図 6.8-4 家具・書籍における補正係数 kρの算出結果（本評価法ベース） 
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図 6.8-5 共同住宅における補正係数 kρの算出結果（本評価法ベース） 
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図 6.8-6 物販における補正係数 kρの算出結果（避難検証法ベース） 

 

(3) 許容避難時間の予測精度の確認 

ここで、補正係数 kρ で補正した煙降下時間、避難開始時間により算出した許容避難

時間と煙層密度を一定値（0.7kg/m3）として簡易予測式を用いた場合注4)および詳細計算

法を用いた場合の許容避難時間の比較を行う。 

天井高 3.0m の物販を対象に、図 6.8-2 に示される回帰式に基づき補正係数 kρを算出

し簡易予測式を用いた場合、煙層密度を一定値（0.7kg/m3）として簡易予測式を用いた

場合注4)および詳細計算法を用いた場合の許容避難時間を図 6.9 に示す。補正係数 kρを

用いた場合は詳細計算法と比較して幾分安全側の値となるが、同等の結果となることが

わかる。ここで、本評価法と詳細計算法の居室面積 100 ㎡付近の許容避難時間が 小と

なっているのは、本評価法の設計火災成長率 αDは図 6.7-2 に示すとおり居室面積に依存

し、物販については 100 ㎡以下では居室面積に対する設計火災成長率 αDの低下率が非

常に大きくなり、居室面積が小さくなるほど許容避難時間が長くなるためである。一方、

煙層密度を一定値（0.7kg/m3）とした場合は居室面積が大きくなるほど詳細計算法との

差が大きくなる。居室面積 1500m2における両者の時間差は約 100 秒であり、これを単

純に歩行速度 1.0m/s として歩行距離に換算すると 100m となる。煙層密度を一定値
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（0.7kg/m3）とする場合は、居室面積が大きくなるほど許容避難時間すなわち歩行距離

等の制限に余裕が生まれることになる。 

図 6.9 より、詳細計算法の計算値と補正係数 kρを用いた簡易計算法の計算値は良く一

致することが示されたので、以降の検討において、煙降下時間および避難開始時間に示

される簡易予測式に基づき避難安全性を評価する場合は、図 6.8 に示す回帰式による補

正係数 kρを用いることとする。 
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図 6.9 許容避難時間の比較（物販：天井高 3.0m） 

 

(2) 避難検証法の火災成長率を用いた許容避難時間との比較 

本評価法の設計火災成長率 αDに基づく許容避難時間（以降、本評価法ベース許容避

難時間という）と避難検証法の火災成長率 αf に基づく許容避難時間（以降、避難検証法

ベース許容避難時間という）の比較を行う。傾向は用途の違いで変わらないので、ここ

では物販を例として取り上げる。本評価法ベース許容避難時間は、図 6.7-2 に示す本評

価法の設計火災成長率 αDおよび図 6.8-2 に示された回帰式による補正係数 kρを式(6.15)

に用いることにより算出した。また、避難検証法ベース許容避難時間は、避難検証法の

火災成長率 αf を式(6.15)の αD とし、図 6.8-6 に示された補正係数 kρを用いて算出した。

いずれも天井高 3.0m の居室について算出し、その結果を図 6.10 に示す。 

図 6.10 より、本評価法ベース許容避難時間は居室面積が大きくなるに従い許容避難

時間の増加は緩やかになり、500 ㎡以降は一定になる傾向がみられる。用途による傾向

は、事務所が も緩い値となる。また、居室面積が小さい時には物販の計算結果の方が

飲食より大きな値を示すが、居室面積が大きくなるに従いその差は小さくなる。一方、

避難検証法ベース許容避難時間は、火災成長率 αfが居室面積によらず一定であるため、

居室面積に対する許容避難時間の増加の割合は本評価法と比較して大きく、また一定値

に収束する傾向は見られない。本評価法ベース許容避難時間と避難検証法ベース許容避

難時間を比較すると、避難検証法ベースの許容避難時間は小規模居室で本評価法ベース
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の許容避難時間よりも厳しくなる傾向が顕著に表れた。小規模居室を除いては本評価法

ベースの許容避難時間の方が短くなり安全側となる。 
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図 6.10 物販の許容避難時間（CH 3.0m） 

 

6.4 限界歩行距離および必要出口幅の算出式および入力条件が与える影響 

 

 以上の条件に基づき、限界歩行距離 lcritおよび必要出口幅 Bcritを算出する。 

 

6.4.1 限界歩行距離 lcritの算出式 

式(6.15)を式(6.8)に代入すると次式を得る。補正係数 kρは図 6.8 に示す回帰式で算出

した値を用いる。 
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(6.22) 

 

ただし、式(6.22)中の M、Klはそれぞれ次式により与えられる。 
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 また、βは親室率で β=Ap/Arである。 

例えば、天井高 3.0ｍの居室の場合 M＝1.96 となり、煙層密度 ρs=1.0 とするので、式

(6.22)は、 
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(6.25) 

 

となる。 

 

6.4.2 必要出口幅 Bcritの算出式 

限界歩行距離 lcritと同じ手順で算出すると、必要出口幅 Bcritは下式により得られる。 

 

crit

rden
crit

tN

Ap
B                                      (6.26) 
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             (6.27) 

 
ただし、式(6.27)中の KBは下式により算定し、M は式(6.23)により算出する。 
 

  5/3

5/1



kN

p
K

s

Dden
B                                      (6.28) 

 

 天井高 3.0ｍの居室の場合、M＝1.96 であるから、流動係数 N＝1.5、煙層密度 ρs=1.0、

各用途の在館者密度 pdenを事務所 0.125 人/m2、物販 0.5 人/m2、飲食 0.7 人/m2、共同住

宅 0.06 人/m2とすると式(6.27)は式(6.29)のようになる。 

（v＝1.0m/s の用途 例えば物販 CH3.0m） 

（v＝1.3m/s の用途 例えば事務所 CH3.0m） 
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6.4.3 用途、親室率、天井高が限界歩行距離、必要出口幅に及ぼす影響 
  

 本評価法で用途、親室率、天井高が限界歩行距離、必要出口幅に及ぼす影響を検討す

る。初めに、用途の違いを確認するため、天井高 3.0m、親室率 1.0 における限界歩行距

離 lcritおよび必要出口幅 Bcritの算出結果を図 6.11 に示す。 

図 6.11 より、飲食の設計火災成長率 αDは物販に比べ大きくなるため、飲食の限界歩

行距離 lcritおよび必要出口幅 Bcritは事務所、物販よりも厳しい条件となる。限界歩行距

離 lcritの物販と飲食の差は居室面積が大きくなるにつれ小さくなるが、必要出口幅 Bcrit

の両者の差は逆に大きくなる。これについては、必要出口幅 Bcritは式(6.26)によると、

在館者密度 pden、居室面積 Arに比例し、許容避難時間 tcritに反比例するが、先の図 6.10

で居室面積が大きくなるにつれて物販と飲食の許容避難時間 tcritの差がなくなるため、

同じ居室面積であれば在館者密度 pdenの設定の違いによるものである（飲食の必要出口

幅 Bcritは物販のそれの概ね 1.4 倍（＝0.7/0.5））。 
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(a) 限界歩行距離                        (b) 必要出口幅 

図 6.11 事務所、物販、飲食、共同住宅の限界歩行距離、必要出口幅 

（CH3.0ｍ、親室率 1.0） 

 

(物販 CH3.0m) 

(事務所 CH3.0m) 

(飲食 CH3.0m) 

(共同住宅 CH3.0m) 
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次に、親室率 βを 0.5、1.0 と変化させた場合の限界歩行距離 lcritと必要出口幅 Bcritへ

の影響について検討する。なお、用途の差は上記に示した親室率 1.0 の場合と同じ傾向

を示すので、以降は基本的に物販の結果を用いて考察を行う。天井高 3.0m における物

販の限界歩行距離 lcritと必要出口幅 Bcritの算定結果を図 6.12-1～図 6.12-2 に示す。 

図 6.12-1 より、親室率が小さくなると許容避難時間が短くなるため、例えば、500m2

の物販では親室率が 1.0 から 0.5 になることで限界歩行距離 lcritは約 20m 短くなり、必

要出口幅 Bcritは約 1.4m 広くなる。これは、式(6.22)または式(6.26)から分かるように、

限界歩行距離 lcritは親室率 βの 3/5 乗に比例し、必要出口幅 Bcritは親室率 βの 3/5 乗に反

比例するためである。 
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(a) 限界歩行距離                        (b) 必要出口幅 

図 6.12 物販の限界歩行距離、必要出口幅（CH 3.0ｍ、親室率 0.5、1.0） 

 

次に、親室率 1.0 の物販の天井高を 2.4m、2.7m、3.0m と変化させた場合の限界歩行

距離 lcrit、必要出口幅 Bcritの算出結果を図 6.13-1～図 6.13-2 に示す。式(6.22)において、

限界歩行距離は係数 M に比例し、係数 M は式(6.23)より天井高が高くなるほど大きくな

ることがわかる。天井高 3.0m、2.7m および 2.4m における M はそれぞれ 1.96、1.57 お

よび 1.07 である。一方、図 6.13-2 の必要出口幅は式(6.27)でわかるように係数 M と反比

例の関係になっており、天井高が高くなると、必要出口幅が減少する結果となる。 
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(a) 限界歩行距離                        (b) 必要出口幅 

図 6.13 天井高の違いによる物販の限界歩行距離、必要出口幅（親室率 1.0） 

 

6.5 限界歩行距離および必要出口幅による他の基準値との比較 

 

 
仕様規定（ただし建築基準法の規定に限る）や防災計画指針法 7)（以降、指針法とい

う）と本評価法の設計水準の比較を行う。なお、本研究においては、「簡易検証」で算

出される限界歩行距離および必要出口幅と、仕様規定ならびに指針法で要求される歩行

距離および出口幅との比較を行った。 
 

6.5.1 仕様規定と防災計画指針法との比較 

仕様規定や指針法と本評価法の設計水準の比較を行う。 

(1) 仕様規定と防災計画指針法の考え方 

1) 仕様規定 

 仕様規定では、直通階段までの歩行距離注 5)が用途により定められているが、居室面

積に関わらず一定値である。例えば、物販、飲食の階段に至るまでの歩行距離は、主要

構造部が準耐火構造であるか内装の仕上げの種類が不燃材料以外の場合に 40m となる。

また、出口幅については居室から共用廊下への扉幅の制限は特に設けられておらず、物

販店舗のみ避難階段等に通ずる出入口の幅が各階ごとの床面積 100m2につき地上階で

27cm の制限がある注 6)。 

2)指針法  

 指針法は式(6.30)に示すように、歩行距離と出口幅に制限を設けているが、用途に関

わらず、居室面積に応じて許容避難時間が定められている。検証は歩行時間と扉通過時

間の 大値と許容避難時間（=2√Ar[s]）の比較により行われる。 

 

  rrdenr ANBApvl 2/,/max                                      (6.30) 
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式(6.30)をもとに、指針法の許容避難時間以内に避難可能な限界歩行距離 lcrit、必要出

口幅 Bcritを求めると式(6.31)、式(6.32)のようになる。 

 

5.02 rlrcrit AFvAl 
                                                 (6.31) 

5.02/ rBrrdencrit AFNAApB                                      (6.32) 

 

ここで、Fl は 2.0、FBは流動係数 N を 1.5 人/m/s と与えた場合 pden/3 である。 
 

(2)  
設計水準の比較 

本評価法を適用した場合に、従来の設計法である仕様規定および指針法の条件と比較

し、どの程度の水準が求められるか物販を対象に検討する。 

本評価法（ただし親室率 1.0、天井高 3.0m､2.4m）および指針法に基づき算定した物

販の限界歩行距離 lcritと居室面積 Ar の関係を図 6.14 に示す。なお、仕様規定で定められ

ている限界歩行距離（但し、直通階段までの歩行距離で 40ｍ、50ｍ）注 4)を併せて示す。 

図 6.14 より、仕様規定の限界歩行距離は居室面積によらず一定値であり、指針法は

式(6.30)でも明らかなように居室面積の 1/2 乗に比例する傾向がある。本評価法は居室

面積約 500m2以上から床面積に依存しない傾向を示す。これは居室が大きくなっても避

難出口は均等にバランス良く設ける必要があることを示唆しているように思われる。仕

様規定は天井高 2.4m では本評価法の基準値を満足しないが、天井高 3.0m では本評価法

に基づく基準を概ね満足することになる。指針法が要求している条件のみで考えると、

仕様規定のみの物販より小規模居室において厳しい基準となるが、居室面積 200 ㎡以下

を除き本評価法による天井高 2.4m の基準は満たさず、3.0m の基準は十分満足する傾向

を示す。ただし、指針法は仕様規定に適合していることが前提となるため、仕様規定の

歩行距離 40m の場合は約 400m2、歩行距離 50m の場合は約 650m2から一定の歩行距離

が要求される。 
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図 6.14 仕様規定、指針法、本評価法の限界歩行距離の比較（物販、親室率 1.0） 

 

次に、本評価法（ただし、親室率 1.0、天井高 3.0m､2.4m）および指針法の必要出口

幅を図 6.15 に示す。なお、指針法は 200m2を超える居室は扉を１箇所使用不可として

計算を行うが、図 6.15 の扉幅は避難に使用可能な有効幅員を表している。また、図 6.15

には仕様規定（Ar/100×0.27[m]）の必要出口幅を併せて示した。 

図 6.15 より、 も緩い条件は仕様規定の必要出口幅である。本評価法と仕様規定の

必要扉幅は、居室面積に対して一定の割合で要求されており、本評価法の天井高 2.4m、

3.0m の場合の必要出口幅を包含するための一人あたりに必要な扉幅注7)を算出するとそ

れぞれ約 19mm、約 10mm で、仕様規定の 5.4mm よりも大きな値となる。仕様規定の

限界歩行距離 lcritでは本評価法の天井高の低い場合と近い値であったが、出口幅は天井

高の高い必要出口幅 Bcritよりも要求する条件が緩いことから、仕様基準は出口幅よりも

歩行距離を厳しく制限し、一方、本評価法は歩行距離よりも出口幅を厳しく制限してい

ると考えられる。指針法の必要出口幅は居室面積約 300m2以下では本評価法の天井高

2.4m の値と近く、300m2以上では本評価法の天井高 3.0m の値と比較的近くなる。これ

は、指針法の居室面積あたりの必要出口幅（Bcrit/Ar）は式(6.32)に示されるように居室

面積の 1/2 乗に反比例するため、小規模居室での居室面積あたりの必要出口幅が大きく

なり、本評価法における天井高の低い結果に近づき、逆に、居室面積が大きくなるに従

い居室面積の影響が小さくなり、天井高の高い結果に近づいたと思われる。 
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図 6.15 仕様規定、指針法、本評価法の必要出口幅の比較（物販、親室率 1.0） 

 

本評価法は火災成長率および煙層降下に基づき避難安全性を判定しているため、天井

高や親室率 βに応じて限界歩行距離が変化する。その点で本評価法は、仕様規定や指針

法と比べて火災時の危険性をより忠実に配慮することのできる評価法と言える。しかし、

本評価法は天井高を高くした場合に制限が緩くなる可能性があるため、天井高の高い居

室に本評価法を適用した場合の評価については今後検討が必要である。 
 

6.6 まとめ 

 

 リスクの概念を取り入れた居室の避難安全検証において、用途の違いや天井高、親室

率の条件がスプリンクラー設備無設置時の「簡易検証」の基準値である限界歩行距離お

よび必要出口幅に及ぼす影響について検討した。また、既往の評価方法と比較した場合

の本評価法の設計水準の検討を行った。その結果、以下の傾向が明らかとなった。 

・設計火源の設定において、本評価法は避難検証法よりも、飲食が大きい値となる。居

室面積に応じた避難リスクを考慮し、小規模居室の設計火源は小さくなるため、避難

検証法と比較して小規模居室の評価を行いやすくなると考えられる。 

・本評価法は許容避難時間を煙の降下高さで評価しており、仕様規定や指針法と比べて

天井高と親室率が結果に与える影響が大きい。 

・本評価法、仕様規定、指針法が要求している限界歩行距離の比較を行うと、限界歩行

距離は、本評価法は居室面積が大きくなるほど居室面積に依存する傾向が低くなるた

め、居室面積が小さい場合に居室面積に関わらず同じ限界歩行距離を要求している使

用規定よりも厳しい条件となる場合がある。また、本評価法は、天井高により限界歩

行距離が異なるため、天井高により仕様規定、指針法との限界歩行距離の大小関係が

異なる。指針法は仕様規定に適合していることが前提となるため、指針法+仕様規定



 6-24

の基準は小規模居室では仕様規定より厳しく、ある規模の床面積から一定値を要求す

ることになる。この傾向は本評価法と同様の傾向である。 

・本評価法、仕様規定、指針法が要求している必要出口幅の比較を行うと、居室面積に

比例して必要出口幅が増える傾向が共通して見られた。本評価法は限界歩行距離と同

様に天井高に応じて要求される必要出口幅が増えるが、比較的天井高が高い場合でも

仕様規定よりも厳しい値が要求される結果となった。指針法との比較においては、小

規模の居室では、本評価法の天井高が低い場合の要求条件と近く、居室面積が大きく

なると本評価法の天井高が高い場合の要求条件と近くなる。居室面積が大きい場合は

本評価法よりも指針法の方が要求条件が緩くなる。本評価法の必要出口幅は居室面積

あたりで一定値を要求している。 

 現状設計されている居室の歩行距離は、階段までの避難安全性の結果を受けて 終的

に決定され、扉幅は居室避難検証で必要とされている扉幅となっている。つまり、扉幅

は居室避難検証の結果のみで決定するため、天井高の高い居室への適用などさらに検討

を重ねる必要がある。また、「簡易検証」は親室、子室とも一斉に避難可能であること

を前提としており、子室に避難開始遅れが生じる具体的な条件は検討を行っていない。

避難開始が遅れる条件の検討は今後の課題である。 
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補足 

詳細計算は、久次米らの「必要排煙量に基づいた居室避難安全評価手法」6)の中で用

いられている煙層高さの詳細計算予測方法に仮想点熱源補正を加えて行った。計算法を

以下に示す。 

以下に示す①～⑧の手順に従い１秒間隔（ 1t 秒）で煙降下の詳細計算予測を行い、

避難開始時間および限界煙層高さとなる時間の算定を行う。 

①火源発熱速度の算定 

2)( ttQ Df                                        (1) 

②火源代表径の算定 

    qtQtD f                                (2) 

③仮想点熱源高さの算定 

      5/2
0 083.002.1 tQtDtz f                                (3) 

④火災プルーム量の算定 

  3/5
0

3/1 )()1()()( tztZtQCtm fmp                              (4) 

⑤煙層に接する周壁面積の算定 

)}1({)(  tZHLAtA pwrw                              (5) 

⑥煙層温度の算定 

   
  t

tZHAtc

TtTtAhTtTtmctQ

tTtT

prsp

swkspp

ss











)1()1(

)1()()1()()(

)1()(


              (6) 

⑦煙層密度の算定 

)(353)( tTt ss                                (7) 

⑧煙層下端高さの算定  

 
t

tm

Tc

TtTtAhtQ

A
tZtZ p

p

swk

r



















)()()()(1

)1()(                    (8) 

 

初期値（t=0 秒のとき）は、煙層下端高さ Z(0)=Hp、火源発熱速度 Qf(0)=0、煙層温度

Ts(0)=T∞とし、t=1 秒から計算を開始する。また、②で用いる単位床面積当たりの発熱速

度 q”は文献[2]に従い、事務所 311.8kW/㎡、物販および飲食 243.6kW/㎡、共同住宅

278.9kW/㎡、④の火災プルームの巻き込み係数 Cmは 0.076 kg/kJ1/3/m5/3/s2/3、⑤の計算で

使用する周壁長さ Lwは室形状が正方形（Lw＝4 rA ）として算出し、⑥の実効熱伝達率

hk は 0.015kW/m2K、定圧比熱 cp は 1.0kJ/kgK とした。また、床面積 Ar は親室の床面積

Ap（子室がない場合を想定）、天井高さ H は親室の天井高さ Hpを用いた。避難開始時

点の煙層下端高さは簡易予測式（式(6.13)および式(6.14)）と同様に、天井高さの 90％
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（0.9H）、限界煙層高さ Hlimは 1.8m とした。 

参考として、天井高 4.0m の飲食の詳細計算法による煙層が床面から 1.8ｍに降下した

時点の煙層密度を下図に示す。図より煙層が床面から 1.8ｍに降下した時点の煙層密度

は 1500ｍ2で約 0.82kg/m3である。この密度は煙層温度とすると約 150℃である。 

 

 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

0 500 1000 1500

煙
層
密
度
ρ s

[k
g/

m
3 ]

居室面積Ar[m2]  
図 詳細計算法による煙層が床面から 1.8ｍに降下した時点の煙層密度 

（飲食、CH4.0m） 

 

記号 

Ar：居室面積[m2] 

Ap：親室の床面積[m2] 

Asc：検証免除面積[m2] 

B：出口幅[m] 

Bcrit：煙に支障なく避難可能な必要出口幅[m] 

Cm：巻き込み係数[kg/kJ1/3/m5/3/s2/3]（=0.076） 

Co：在館者数[人] 

Hlim：避難上支障のある煙層下端高さ[m] 

Hp：親室の天井高さ[m] 

K：任意の用途 

kρ：補正係数[-] 

l：歩行距離[m] 

lcrit：煙に支障なしで避難可能な限界歩行距離[m] 

N：流動係数[人/m/s] 

P(i)：火災シナリオ i の生起確率[-] 

pden：在館者密度[人/m2] 

q”：単位床面積あたりの発熱速度[kW/m2] 

RD
A：設計許容避難リスク[人/件] 

(飲食 CH4.0m) 
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tcrit：許容避難時間[s] 

tcrit(com)：非定常モデルに基づき算出した許容避難時間[s] 

te：避難完了時間[s] 

tqueue：滞留解消時間[s] 

ts：煙層下端が避難上支障のある高さに達するまでの時間（煙降下時間）[s] 

tstart：避難開始時間[s] 

ttravel：歩行時間[s] 

v：歩行速度[m/s] 

z：煙層下端高さ[m] 

α：火災成長率 [kW/s2] 

β：親室率[-] 

μ：火災成長率 αの平均値[kW/s2] 

σ：火災成長率 αの標準偏差[kW/s2] 

ρs：煙層密度[kg/m3] 

 

注 

注1) 共同住宅の火災成長率の分布は戸建住宅と等しいとして算定した。 

注 2）詳細計算法における限界煙層高さ時点の煙層温度は補足に示すように約 150℃で

あるため、フラッシュオーバーに至るとされている温度には達していない。本評価法で

は煙層高さによる評価を実施する。 

注 3) 共同住宅のみ 500m2までの回帰式。他は 1500m2 

注 4) 避難検証法では煙層密度を一律 0.7kg/m3と仮定して煙降下時間の計算を行ってい

るため、避難検証法に基づく計算を行う場合の煙層密度は一定値（0.7kg/m3）とした。 

注 5) 建築基準法施行令第 120 条（直通階段の設置）。内装が不燃材料の場合に 10m 加

算される。本来は居室避難に対する基準ではないが、本報の限界歩行距離の値との比較

に利用した。 

注 6)建築基準法施行令第 124 条（物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅）本来

は居室避難に対する基準ではないが、本報の必要出口の値との比較に利用した。 

注 7) 各居室面積での人数は避難検証法に基づいた値とした。 
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第７章 スプリンクラー設備が設置された場合の居室避難の「簡易検証」手法 

 

7.1 はじめに 

 

 本章ではリスクの概念を取り入れた設計火源を導入した居室避難の「簡易検証」にお

いて、スプリンクラー設備を設置した居室の限界歩行距離および必要出口幅の算出を行

った。また、スプリンクラー設備無設置の居室の限界歩行距離および必要出口幅との比

較を行った。なお、第 6 章と同様に、本章においても排煙設備の効果は考慮せず、事務

所、物販、飲食、共同住宅の 4 用途について検討を行った。 

 

7.2 基本概念 

 

スプリンクラー設備を設置した場合の「簡易検証」の基本的な考え方はスプリンクラ

ー設備無設置時と同じである。ここでは、スプリンクラー設備無設置の場合と異なる点

について説明する。 

スプリンクラー設備が設置されている室の設計火災シナリオを図 7.1 に、検証フロー

を図 7.2 に示す。図 7.1 に示すように、スプリンクラー設備が設置されている場合は、

スプリンクラー設備が有効に作動する場合と無効であった場合の 2 つのシナリオを考

える。なお、この場合の有効、無効は第４章で示したように、有効はスプリンクラー設

備が「抑制成功」、無効は不作動および効果的でなかった場合の「不奏功」を扱ってい

る。本評価法は第２章で示したように、各シナリオの部分許容避難リスクに基づいた火

源により、避難不能者が 0 になることをそれぞれのシナリオで決定論的に評価すること

をコンセプトとしている。よって、図 7.2 に示すように、スプリンクラー設備が有効に

作動する場合と無効であった場合の 2 つのシナリオにおいて安全であることを確認す

る。つまり、限界歩行距離および必要出口幅はそれぞれ算出されるので、厳しい方の条

件を満たす必要がある。 

 

避難不能者数 生起確率 避難リスク 部分許容避難リスク シナリオ

C i P i R i R A
D

i

SP設備

○SP有効（抑制） C 1 P 1 R 1 R D
A1

P sprinkler 0 P sprinkler P sprinkler ×0 0

×SP無効（不奏功） C 2 P 2 R 2 R D
A2

P failure C 0 p cas P failure P failureC 0 p cas R D
A

※P extinguish +P sprinkler +P failure=1 ΣR D
A (i )≦R D

A

居室避難設計
火災シナリオ

成長火災 シナリオ1

シナリオ2

 
図 7.1 スプリンクラー設備が設置されている室の設計火災シナリオ 
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SP設備あり

検
証
終
了

詳細検証

YES

NO

簡易検証 限界歩行距離、必要出口幅による検証

検証免除面積を超える居室

検証免除 居室面積による検証

居室面積
用途
親室率
天井高
SP無効確率

シナリオ1：SP設備有効
シナリオ2：SP設備無効

計画値が条
件を満たす

か？

限界歩行距離lcrit

必要出口幅Bcrit

歩行距離
出口幅

検証可能な居
室条件か？

NO

YES

 
図 7.2 「簡易検証」検証フロー（スプリンクラー設備設置の場合） 

 

7.3 限界歩行距離および必要出口幅の算出方法 

 

7.3.1 スプリンクラー設備が有効なシナリオ（シナリオ 1） 
(1) 算出手順 

図 7.1 に示すスプリンクラー設備が有効なシナリオ 1 では次式に示すように、スプリ

ンクラー設備の火災抑制効果により避難不能者数 C1を 0 人とできると考える。第４章

の検討で特異な事例を除けば、スプリンクラー設備が作動した場合に死者が発生しない

ことと、「抑制成功」の場合は焼損床面積が 1m2の火災を対象としており、避難不能者

の発生割合が低い。よって、本検討ではスプリンクラー設備が有効なシナリオ 1 は部分

許容避難リスク RD
A (1)を 0 と設定し、検証を行う。シナリオ 1 の限界歩行距離および必

要出口幅の算出手順を図 7.3 に示す。シナリオ 1 の設計火源はスプリンクラー設備で抑

制された火災を扱い、本研究では定常火源 Qspとして表現する。スプリンクラー設備に

よって抑制された発熱速度 Qsp のもとで煙降下時間および避難開始時間の算出を行い、

許容避難時間を求める。その後はスプリンクラー設備無設置の場合の手順と同様に限界

歩行距離および必要出口幅を算出する。 

 

 
  00 )1(11  D

Asprinklersprinkler RPCPKR
                        (7.1) 
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SP抑制時の発熱速度Qsp

許容避難時間tcrit

限界歩行距離lcrit 必要出口幅Bcrit

親室率β
煙降下時間 ts

避難開始時間tstart

歩行速度v 在館者密度pden

流動係数N

親室の天井高Hp

煙層密度ρs＝1.0

 

図 7.3 限界歩行距離および必要出口幅の算出手順（シナリオ 1） 

 

(2) 設計火源 

 本評価法の考え方では、部分設計許容避難リスク RD
A (i)を 0 とする場合には第２章の

図 2.4 に示すように設計火災成長率 αD=∞注 1)となる。よって、図 7.4 に示すように出火

時から定常火源で燃焼する想定のもと、安全となる居室条件を算出する。スプリンクラ

ー設備が有効なシナリオの発熱速度の大きさは、第４章で示したようにスプリンクラー

設備が作動しない発熱速度を図 4.4 の回帰式（式(4.22)）を利用して算出する。この式

により、天井高による発熱速度への影響を考慮可能である。 

 

QspQf

t  

図 7.4 スプリンクラー設備が有効なシナリオの発熱速度 

 

 177194  pspf HQQ                       再掲(4.22) 

 

(3) 煙降下時間 ts 

 煙降下時間 tsの予測は式(7.2)に示すように、定常火源での二層ゾーンの概念に基づく

簡易予測式 1)を用いる。なお、煙層密度 ρsはスプリンクラー設備の火災抑制効果により

煙層温度が低いと考えて 1.0kg/m3とする。なお、スプリンクラー設備の作動後に小規模

居室では煙層が乱れるため煙の二層化を想定できないが、小規模居室はスプリンクラー

設備の作動前に避難限界時間となり避難が完了しており、また、ある程度の規模の居室

では煙層が乱れる範囲が限定的であると考えて、本検討では式(7.2)を用いることとした。 



 7-4

また、その他のスプリンクラー設備作動による避難への影響は本検討で考慮しないもの

としている。 
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                   (7.2) 

 

(4) 避難開始時間 tstart 

 煙降下時間 tsと同様に、定常火源の二層ゾーンの概念に基づく式(7.3)の簡易予測式を

用いる。 
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                (7.3) 

 

(5) 許容避難時間 tcrit 

許容避難時間は式(7.2)および式(7.2)を式(6.3)に代入すると式(7.4)となる。 
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(7.4) 

 

避難時間の考え方により、許容避難時間の長さの持つ意味が変わるため、単純に比較

することはできないが、本評価法と避難検証法 2)の煙降下の計算式および避難検証法ベ

ースの許容避難時間の比較を行う。天井高 3.0m の事務室を例として、スプリンクラー

設備が有効な場合の許容避難時間（以降、スプリンクラー有効許容避難時間という）を

算出した結果を図 7.5 に示す。スプリンクラー設備が有効な場合の発熱速度は 405kW と

なる。なお、図 7.5 には避難検証法の火災成長率 αf＝0.099 のもとで煙降下時間を算出

した事務所の許容避難時間、第６章で示した避難検証法ベースの値も併せて示している。 

図 7.5 より本評価法ではスプリンクラー設備が有効な場合は式(7.4)に示すように許容

避難時間が居室面積（親室面積）に比例し、居室面積に関わらず同じ天井高であれば同

じ発熱速度の定常火源を用いるので、居室面積が大きくなるほど許容避難時間が長くな

る。式(7.4)に示すように、スプリンクラー設備が有効な場合は、天井高に基づいた設計

火源を用いるので、許容避難時間に用途による違いはない。 

また、避難検証法の計算式による許容避難時間は、本評価法と同様に居室面積が大き
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くなるほど長くなるが、両者の許容避難時間には大きな差が生じている。 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 500 1000 1500

許
容
避
難
時
間

t c
ri

t[s
]
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図 7.5 スプリンクラー設備が有効な場合の許容避難時間（事務所、CH 3.0m） 

 

7.3.2 スプリンクラー設備が無効なシナリオ（シナリオ 2） 

(1) 算出手順 

図 7.1 に示すように部分許容避難リスクの合計を設計許容避難リスク RD
A(K)以下とす

るので、シナリオ 1 の部分許容避難リスクを RD
A (1)=0 とすることにより、スプリンクラ

ー設備が無効なシナリオ 2 では、式(7.5)のようにシナリオ 2 に設計許容避難リスク

RD
A(K)を全て割り振ることが可能となる。設計許容避難リスク RD

A(2)に基づき設計火災

成長率 αD(2)を式(6.16)により算定し、Qf=αD(2)t
2に従って拡大する火源の下で避難不能者

数 C2が 0 人となる限界歩行距離および必要出口幅を算出する。シナリオ 2 の限界歩行

距離および必要出口幅の算出手順を図 7.6 に示す。基本的にはスプリンクラー設備無設

置時の手順と同じであるが、シナリオ 2 においてはスプリンクラー設備が無効な確率を

もとに設計火災成長率 αD(2)を算出する。 

 

 
   KRRCPKR D

A
D
Afailure  )2(22                    (7.5) 
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設計許容避難リスクRD
A

設計火災成長率αD

補正係数kρ

許容避難時間tcrit

限界歩行距離lcrit 必要出口幅Bcrit

居室面積Ar

用途

親室率β
煙降下時間 ts

避難開始時間tstart

親室の天井高Hp
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図 7.6 限界歩行距離および必要出口幅の算出手順（シナリオ 2） 

 

(2) 煙降下時間 ts、避難開始時間 tstart、許容避難時間 tcrit 

煙降下時間 ts、避難開始時間 tstart、許容避難時間 tcritの算出式は第６章と同じであるた

め、式のみ再掲する。 
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（再掲）(6.15) 

1) 設計火災成長率 

 スプリンクラー設備が無設置の場合はシナリオの生起確率 P(1)＝1.0 であったが、スプ

リンクラー設備が無効な場合は式(6.16)の火災シナリオの生起確率を P(2)＝Pfailure として

設計火災成長率 αD を算出する。ここでは、火災シナリオの生起確率の違いを見るため

に、第 4 章の方法 1 および方法 2 で算出した Pfailureを用いて設計火災成長率 αDを算出す

る。スプリンクラー設備が無効な場合の設計火災成長率 αDを図 7.7-1～図 7.7-5 に示す。

図 7.7-1～図 7.7-5 では、参考としてスプリンクラー設備無設置の場合の設計火災成長率

αD も併せて示す。なお、第６章と同様の方法で家具・書籍の設計火災成長率 αD も参考
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として算出した。スプリンクラー設備が無効な場合の設計火災成長率 αD は無効となる

確率がかかるため、スプリンクラー設備無設置の場合よりも小さくなる。火災シナリオ

のスプリンクラー設備の無効の確率が高いと設計火災成長率 αD は大きくなり、居室面

積 1500m2では方法 1 と方法 2 では約 1.2～1.3 倍の差となる。 

 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0 500 1000 1500

設
計
火

災
成
長

率
α D

[k
W

/s
2 ]

居室面積Ar[m2]

SP設備なし

SP無効(方法2Pfailure=0.16)

SP無効(方法1Pfailure=0.32)

事務所

  

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0 500 1000 1500
設
計

火
災
成

長
率
α D

[k
W

/s
2 ]

居室面積Ar[m2]

SP設備なし

SP無効(方法2Pfailure=0.16)

SP無効(方法1Pfailure=0.32)

物販

 

図 7.7-1 設計火災成長率（事務所）   図 7.7-2 設計火災成長率（物販） 

 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0 500 1000 1500

設
計

火
災
成

長
率
α D

[k
W

/s
2 ]

居室面積Ar[m2]

SP設備なし

SP無効(方法2Pfailure=0.16)

SP無効(方法1Pfailure=0.32)
飲食

  

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0 500 1000 1500

設
計

火
災

成
長

率
α D

[k
W

/s
2 ]

居室面積Ar[m2]

SP設備なし

SP無効(方法2Pfailure=0.16)

SP無効(方法1Pfailure=0.32)

家具・書籍売場

 

図 7.7-3 設計火災成長率（飲食） 図 7.7-4 設計火災成長率（家具・書籍売場） 
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図 7.7-5 設計火災成長率（共同住宅） 



 7-8

2) 補正係数 kρ 

 スプリンクラー設備が無効な場合の補正係数 kρを図 7.8-1～図 7.8-5 に示す。算出方法

は第６章と同様である。参考としてスプリンクラー設備が無設置の場合の補正係数 kρ

の回帰式注 3)も図 7.8-1～図 7.8-5 に示す。 

 スプリンクラー設備無設置の補正係数 kρ と比較すると、スプリンクラー設備が無効

な場合の方が設計火災成長率 αDが小さくなるため、補正係数 kρは大きくなっている。 
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図 7.8-1 事務所における補正係数 kρの算出結果（スプリンクラー設備無効） 
 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 500 1000 1500

補
正

係
数

k ρ
[-

]

居室面積Ar[㎡]

CH2.5m CH3.0m
CH3.5m CH4.0m
CH8.0m CH12.0m
回帰式 SPなし回帰式

y = -0.19Ln(x) + 1.58

物販

 

図 7.8-2 物販における補正係数 kρの算出結果（スプリンクラー設備無効） 
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図 7.8-3 飲食における補正係数 kρの算出結果（スプリンクラー設備無効） 
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図 7.8-4 家具・書籍売場における補正係数 kρの算出結果（スプリンクラー設備無効） 
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図 7.8-5 共同住宅における補正係数 kρの算出結果（スプリンクラー設備無効） 

 

3) 許容避難時間の比較 

スプリンクラー設備が無効な場合の許容避難時間（以降、スプリンクラー無効許容避

難時間という）は、スプリンクラー設備が無設置の場合（第６章）と同様の式(6.15)に、

図 7.7 に示すスプリンクラー設備が無効な場合の設計火災成長率 αDおよび図 7.8 に示さ

れた回帰式による補正係数 kρを用いて算出した。天井高 3.0m の事務所、物販、飲食、

共同住宅を例として許容避難時間を算出した結果を図 7.9-1～図 7.9-2 に示す。なお、図

7.9-1～図 7.9-2 には第６章で示した避難検証法ベースの値も併せて示している。 

本評価法のスプリンクラー設備が無効な場合の許容避難時間は、事務所、共同住宅で

200 ㎡、物販で 100 ㎡、飲食で 1000 ㎡付近から一定になる傾向がみられる。スプリン

クラー無効許容避難時間と避難検証法ベース許容避難時間を比較すると、事務所は居室

面積が約 700 ㎡以降では物販、共同住宅が 350 ㎡付近で本評価法の方が避難検証法ベー

スよりも厳しくなる。飲食では小規模居室を除いては本評価法ベースの許容避難時間の

方が避難検証法ベースと比較すると厳しい設定となる。 
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図 7.9-1 スプリンクラー設備が無効な場合の許容避難時間（事務所、共同住宅 CH 3.0m） 
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図 7.9-2 スプリンクラー設備が無効な場合の許容避難時間（物販、飲食 CH 3.0m） 

 

 

7.3.3 スプリンクラー設備が設置されている室の簡易検証条件のまとめ 

スプリンクラー設備が設置されている室は、スプリンクラー設備が有効に作動するシ

ナリオ 1 と無効の場合のシナリオ 2 の両方を満足する必要があるため、2 つのシナリオ

の厳しい方の値（限界歩行距離は 2 つのシナリオで算出された最小値、必要出口幅は最

大値）をスプリンクラー設備が設置されている場合の限界歩行距離 lcritおよび必要出口

幅 Bcritとする。これを限界歩行距離についてグラフで表したのが図 7.10 である。小規模

の居室ではスプリンクラー設備が有効なシナリオの方が無設置よりも限界歩行距離 lcrit

が厳しくなる。スプリンクラー設備が有効なシナリオでは出火からの定常火源と扱って

いるので、Qf=αD(2)t
2に従って拡大する火源よりも小規模の居室でスプリンクラー設備が

有効なシナリオが無設置の場合よりも発熱速度が大きくなるためである。スプリンクラ
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ー設備が設置されている方が避難安全性が向上するのは明らかなので、式(7.6)、式(7.7)、

図 7.10 に示すように、同じ居室面積のスプリンクラー設備無設置の条件より厳しくな

った場合は、スプリンクラー設備無設置の値(lcrit(no-SP), Bcrit(no-SP))を採用する。また、スプ

リンクラー設備が無効な場合に設計火災成長率 αD≦0 となる居室面積を Aspとおくと、

居室面積Asp以下では設計避難リスクRDが設計許容避難リスクRD
A(K)以下になることが

自明であるため、スプリンクラー設備が無効なシナリオ 2 を満足したと言える。よって、

居室面積 Asp以下ではスプリンクラー設備が有効な場合の条件（無設置の場合の条件）

によって決まる。 
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図 7.10 スプリンクラー設備がある場合の限界歩行距離の決定方法の例 

 

以上より、スプリンクラー設備が設置されている室の簡易検証を満足するための条件

を整理すると表 7.1 のようになる。 
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表 7.1  スプリンクラー設備が設置されている室の簡易検証条件と成立条件 

 

シナリオ 1 シナリオ 2 

スプリンクラー設備有効

(抑制成功) 

スプリンクラー設備無効

（不奏効） 

生起確率 Psprinkler Pfailure 

部分設計許容避難リスク 0 RD
A 

設計火源 

αD ∞ αD 

Qmax Qsp － 

タイプ 定常火源 成長火源 

計算結果 lcrit(sp)，Bcrit(sp) Asp，lcrit(failure)，Bcrit(failure) 

居室避難 

成立条件 

A≦Asp 
l≦max(lcrit(sp), lcrit(no-sp)) 

B≧min(Bcrit(sp) , Bcrit(no-sp)) 

A＞Asp 
l≦max{min(lcrit(sp)，lcrit(failure)) , lcrit(no-sp)} 

B≧min{max(Bcrit(sp)，Bcrit(failure)) , Bcrit(no-sp)} 

 

 

7.4 限界歩行距離および必要出口幅の算出式および入力条件が与える影響 

 

 ここでは、以上の条件に基づいた限界歩行距離 lcritおよび必要出口幅 Bcritの算出式の

提案とスプリンクラー設備が有効な場合と無効な場合について、居室用途、天井高（CH）、

親室率を変化させた場合における限界歩行距離および必要出口幅への影響についてそ

れぞれ検討を行った。 

 

7.4.1 スプリンクラー設備が有効なシナリオの限界歩行距離と必要出口幅の算出式 

式(7.2)および式(7.3)を式(7.4)に代入すると次式を得る。 
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                          (7.8) 

 

例えば、天井高 3.0ｍの事務所、物販、飲食、共同住宅の居室について、ρs=1.0、Cm=0.076、

Qsp

 

=405、v=1.3（事務所）、1.0（店舗、飲食、共同住宅）、Hlim=1.8 として式(7.8)を整

理すると、下式のようになる。 
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同様に、必要出口幅は 
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ここで、必要出口幅についても、天井高 3.0ｍの事務所、物販、飲食、共同住宅の居

室について式(7.10)を整理すると、下式のようになる。設計火源が用途による違いがな

いため、必要出口幅は在館者密度が大きい用途で広い幅を要求される。 
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7.4.2 用途、親室率、天井高が限界歩行距離、必要出口幅に及ぼす影響 

（スプリンクラー設備が有効なシナリオ） 

(1) 用途の影響 

スプリンクラー設備が有効な場合の限界歩行距離について、事務室、物販、飲食、共

同住宅の用途の比較を天井高 3.0ｍの居室を例として算出した結果を図 7.11-1 に、親室

率を横軸としたものを図 7.11-2 に示す。 

 図 7.11-1 より、限界歩行距離は床面積に比例して増加することがわかる。用途による

限界歩行距離の違いは式(7.8)を見て分かるように歩行速度の差である。現行の避難検証

法の歩行速度を利用すると、不特定の人が滞在する用途とそれ以外の用途の 2 種類の限
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界歩行距離となる。これは、スプリンクラー設備の火災抑制効果で火源が小さくなり、

用途による差が生じないことと、スプリンクラー設備の火災抑制効果を本評価法では用

途に関わらず同じ設定としていることが影響している。また、限界歩行距離は図 7.11-2、

式(7.9)からわかるように親室率に比例する。 
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図 7.11-1 スプリンクラー設備有効シナリオの限界歩行距離（天井高 3.0ｍ、親室率 1.0） 
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図 7.11-2 スプリンクラー設備有効シナリオの限界歩行距離（天井高 3.0ｍ） 

 

 次に、スプリンクラー設備が有効な場合の必要出口幅について、天井高 3.0ｍ、親室

率 1.0 の事務室、物販、飲食、共同住宅の居室を例として算出した結果を図 7.12(a)に示

す。図 7.12(a)より、必要出口幅は居室面積には依存せず、飲食、物販、事務所、共同住

宅の順に必要扉幅が大きい結果となることがわかる。式(6.7)に示すように、必要出口幅

は室面積に比例して増えるが、スプリンクラー設備が有効な場合は分母である許容避難

時間も居室面積とともに増加するためである。また、用途間の差は在館者密度の違いに

より生じている。 

天井高 3.0ｍの居室の必要出口幅と親室率の関係を図 7.12(b)に示す。図 7.12(a)で明ら
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かなように居室面積には依存しないため、同じ用途であればどの居室面積でも図 7.12(a)

の値となる。式(7.10)から明らかなように、必要出口幅は在館者密度 pdenに比例し親室

率に反比例するため、親室の在館者密度（pden/β）に比例することになる。 
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(a)居室面積との関係（親室率 1.0）       (b) 親室率との関係 

図 7.12 スプリンクラー設備有効シナリオの必要出口幅（天井高 3.0ｍ） 

 

(2) 天井高の影響 

天井高を変化させた場合の限界歩行距離 lcrit、必要出口幅 Bcritへの影響は各用途で同

じ傾向を示すので、ここでは親室率 1.0 の物販を例に天井高を 2.4m、2.7m、3.0m と変

化させた場合の限界歩行距離 lcrit、必要出口幅 Bcritの算出結果を図 7.13 に示す。 

式(7.8)の括弧内の天井高に関係した係数は、天井高 3.0m、2.7m および 2.4m でそれぞ

れ 0.16、0.12 および 0.08 となるため、天井高が高くなるにつれて限界歩行距離が長く

なる。一方、必要出口幅は式(7.10)でわかるように天井高に関係した同じ係数が反比例

の関係になっており、天井高が高くなると必要出口幅が減少する結果となる。 
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(a) 限界歩行距離                          (b) 必要出口幅 

図 7.13 天井高が限界歩行距離、必要出口幅に与える影響（物販、親室率 1.0） 
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7.4.3 スプリンクラー設備無効シナリオの限界歩行距離と必要出口幅の算出式 

(1) スプリンクラー設備無効シナリオで設計許容避難リスク以下となる居室面積 Asp 

 スプリンクラー設備が無効のシナリオにおいて、設計許容避難リスク以下となる居室

面積 Asp（以降、無効時判断面積）以下では、設計火災成長率 αDが計算上 0 以下となる。

設計許容避難リスク以下となるので、無効時判断面積 Asp以下では避難安全性が検証さ

れることが自明である。 

無効時判断面積 Aspは、式(7.5)に示すように設計許容避難リスクを全てスプリンクラ

ー設備が無効なシナリオに分配した場合で、式(7.12)で求められる。 

 

           KAKP
KpKpP

KA sphf
casdenfailure




 *1251.11
                      （7.12） 

 

無効時判断面積 Asp(K)の算出結果を表 7.2 に示す。表 7.2 には、第５章で掲載した防

火対策を考慮しない場合に設計許容避難リスク以下になる検証免除面積 Ascを併せて示

す。なお、各用途の在館者密度及び出火率比 Phf*は表 5.1 と同じである。スプリンクラ

ー設備の不奏功率は第４章の方法 1 および 2 とした。 

無効時判断面積 Asp(K)は、検証免除面積 Ascと比較すると不奏功率 Pfailure=0.32 の場合

が 1.8 倍、Pfailure=0.16 の場合が 2.5 倍となる。また、建築基準法におけるスプリンクラ

ー設備を設置することによる面積区画の倍読みを避難安全の側面から式(7.12)をもとに

考えると、不奏効率が 0.25 となる。 

 

表 7.2 スプリンクラー設備無効シナリオで許容避難リスク以下となる居室面積 Asp(K) 

検証免除面積

A sc

p den P hf
* (P failure=0.32) (P failure=0.16) （再掲）

[人/m
2
] [-] [m

2
] [m

2
] [m

2
]

劇場等 1.5 1.2 19 26 11
飲食店等 0.7 0.5 18 25 10
物販店舗 0.5 7.2 78 111 44
ホテル 0.16 3.1 91 128 51
共同住宅 0.06 1.5 103 146 58
病院 0.125 9.1 176 249 100
学校 0.7 9.7 77 109 44

事務所 0.125 4.1 118 167 67
戸建住宅 0.06 1.0 85 120 48

無効時判断面積

A sp

在館者
密度

出火率比
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(2) 限界歩行距離 lcrit 

 スプリンクラー設備が無効なシナリオはスプリンクラー設備の効果が火源に及ばず、

成長火災を想定するので、スプリンクラー設備無設置の場合と同じ式となる。 

設計火災成長率 αDは図 7.7 に示した値、補正係数 kρは図 7.8-1～図 7.8-5 に示す回帰

式で算出した値を用いる。 

 

 
5/1

5/3

D

ps
crit

Ak
Mvl


 

                          

(7.13) 

 

ただし、式(7.13)中の M は式(6.23)と同様である。 

 (3) 必要出口幅 Bcrit 

必要出口幅についても算出式はスプリンクラー設備無設置の場合と同様である。 

                                                        

 
  5/35/3

5/25/1




kMN

Ap
B

s

rDden
crit                             (7.14) 

 

M は式(6.23)と同じである。 

 

7.4.4 スプリンクラーの不奏功率が限界歩行距離、必要出口幅に及ぼす影響 

（スプリンクラー設備が無効なシナリオ） 

(1) スプリンクラーの不奏功率の影響 

スプリンクラー設備が無効な場合の限界歩行距離および必要出口幅の算出式は、スプ

リンクラー設備無設置と同じで、設計火災成長率 αD が異なる。よって、天井高、用途

等の条件を変化させた場合の傾向はスプリンクラー設備無設置の場合と同じとなる。こ

こでは空間条件の違いの検討は省略し、スプリンクラー設備が無効なシナリオのスプリ

ンクラー設備の不奏功率 Pfailureを第４章のスプリンクラー設備の不奏功率の算出方法の

方法 1（0.32）および方法 2（0.16）とした場合の限界歩行距離、必要出口幅に及ぼす影

響を検討する。ここでは天井高3.0mの物販を例に限界歩行距離を算出した結果を図7.14

に示す。限界歩行距離はスプリンクラー設備無設置時よりも小規模の面積から一定傾向

となる。不奏功率 Pfailure が 0.32 と 0.16 の場合の限界歩行距離の差は、不奏功率 Pfailure

が 0.18に対して 10m未満であり、居室面積が大きくなるにつれ両者の差は小さくなる。

図 7.7 に示すように不奏功率 Pfailureの違いによる設計火災成長率 αDの差は大きくないた

め、限界歩行距離の差も小さい。 
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(a) Pfailure=0.32（第４章方法 1）      (b) Pfailure=0.16（第４章方法 2） 

図 7.14 スプリンクラー設備が無効なシナリオの限界歩行距離（物販、天井高 3.0ｍ） 

 

 
同様に、スプリンクラー設備の不奏功率 Pfailureを 0.32、0.16 とした場合のスプリンク

ラー設備が無効なシナリオの天井高 3.0ｍの物販の必要出口幅を図 7.15 に示す。 

 スプリンクラー設備の不奏功率 Pfailureの大きさが必要出口幅に及ぼす影響についても、

不奏功率 Pfailureが 0.32 と 0.16 で比較すると 0.3m 未満と差が小さい。 
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  (a) Pfailure=0.32（第４章方法 1）      (b) Pfailure=0.16（第４章方法 2） 
図 7.15 スプリンクラー設備が無効なシナリオの必要出口幅（物販、天井高 3.0ｍ） 

 

7.5 スプリンクラー設備設置室の限界歩行距離および必要出口幅のまとめ
 

 
 

スプリンクラー設備が設置されている室はスプリンクラー設備が有効なシナリオと

無効なシナリオの両方を満足する必要がある。つまり、表 7.1 に示したように両者のシ

ナリオにおいて不利な値を採用すればよい。スプリンクラー設備が設置されている室の

限界歩行距離を図 7.16-1～図 7.16-4 に示す。ここでは、スプリンクラー設備が無効なシ
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ナリオはスプリンクラー設備の不奏功率を 0.32 とした。スプリンクラー設備が設置さ

れている室の両シナリオを満足する限界歩行距離は図中の太点線である。いずれの用途

においても、小規模居室ではスプリンクラー設備の効果がみられないが、約 100ｍ2 以

降はスプリンクラー設備の効果が表れる。居室面積が非常に小さい居室はスプリンクラ

ー設備無設置の条件、約 100m2～300m2ではスプリンクラー設備が有効なシナリオの条

件、居室面積が大きい場合はスプリンクラー設備が無効シナリオの条件で限界歩行距離

が決まる。居室面積が事務所約 200ｍ2、物販・共同住宅約 150ｍ2、飲食約 100ｍ2 未満

では限界歩行距離は居室面積に比例して増加している。これは小規模面積では避難限界

に達するまでの煙層温度が比較的低く、居室の蓄煙面積に応じて許容避難時間が長くな

ることによると考えられる。居室面積が大きくなると居室面積によらず限界歩行距離の

スプリンクラー設備有無の差はほぼ一定となり、スプリンクラー設備設置の有無による

限界歩行距離の差は、事務所約 20ｍ、物販約 12ｍ、飲食・共同住宅約 10m となる。限

界歩行距離の算出には歩行速度が関係するため、歩行速度が大きい設定の事務所がスプ

リンクラー設備設置の距離の差が大きくなる。事務所以外の用途については、設計火災

成長率が大きい用途の方がスプリンクラー設備の効果が若干小さくなるが、スプリンク

ラー設備の有無による限界歩行距離の差は同程度である。 
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図 7.16-1 スプリンクラー設備が設置されている室の限界歩行距離（事務室） 
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図 7.16-2 スプリンクラー設備が設置されている室の限界歩行距離（物販） 
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図 7.16-3 スプリンクラー設備が設置されている室の限界歩行距離（飲食） 
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図 7.16-4 スプリンクラー設備が設置されている室の限界歩行距離（共同住宅） 

 

 スプリンクラー設備が設置されている室の必要出口幅を図 7.17-1～図 7.17-4 に示す。

スプリンクラー設備のある室の必要出口幅の条件が決まる傾向も限界歩行距離と同様

で、居室面積が小さい場合はスプリンクラー設備無設置の条件で決まり、居室面積が大

きくなるとスプリンクラー設備が無効なシナリオの条件で必要出口幅が決定する。 
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図 7.17-1 スプリンクラー設備が設置されている室の必要出口幅（事務室） 
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図 7.17-2 スプリンクラー設備が設置されている室の必要出口幅（物販） 
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図 7.17-3 スプリンクラー設備が設置されている室の必要出口幅（飲食） 
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図 7.17-4 スプリンクラー設備が設置されている室の必要出口幅（共同住宅） 

 

 

7.6 ルート C 評価で設計された居室の歩行距離および扉幅との比較 

 

事務室、物販、飲食を対象として、現行の避難安全性能検証（ルート C）で設計され

た居室（以降、ルート C 評価の居室）の面積、親室率、歩行距離、扉幅を防災性能評

価資料より調査し、本評価法の限界歩行距離 lcrit、必要出口幅 Bcritと比較する。調査し

た室数は、事務室 81 室、物販 273 室、飲食 56 室である。 
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7.6.1 居室面積と親室率 

ルート C 評価の居室の居室面積と親室率の関係を図 7.18-1～図 7.18-3 に示す。図

7.18-1～図 7.18-3 より、事務室は親室率が約 0.1 から 1.0 まで幅広く分布しており、親

室率 0.2 付近と親室率 0.8 付近で大きく 2 つのグループに分かれる傾向がみられる。親

室率 0.2 付近は会議室ゾーンのような親室が廊下タイプで、親室率が大きいグループは

親室が事務室の使われ方をしているものが殆どである。一方、物販の約 0.96 が親室率

1.0 で飲食は親室率が 0.75 付近に集中し、物販と飲食は親室率が比較的高めに設定され

ていることがわかる。また、事務室、物販の居室面積は 1500m2までの大きな居室が多

く存在するが、飲食では殆どが 300m2以下に集中している。 
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図 7.18-1 ルート C 評価の居室の面積と親室率（事務室） 
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図 7.18-2 ルート C 評価の居室の面積と親室率（物販） 
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図 7.18-3 ルート C 評価の居室の面積と親室率（飲食） 

 

7.6.2 限界歩行距離とルート C 評価を実施した居室の歩行距離の比較 

(1) 居室面積と歩行距離 

本評価法における限界歩行距離とルート C 評価の居室の歩行距離（以降、設計歩行

距離）との比較を図 7.19-1～図 7.19-6 に示す。図中には、図 7.18-1～図 7.18-3 の各用途

の最小親室率（事務所 0.1、物販 0.4、飲食 0.5）と、各用途の歩行距離を包含する親室

率で算出した限界歩行距離を示した。なお、設計値を全て包含する親室率がない場合は

親室率 1.0 の限界歩行距離とした。計算に用いた天井高は実寸法ではなく、各用途で見

られる代表的な高さとし、事務室 2.8ｍ、物販および飲食は 3.0ｍとした。なお、ルート

C 評価の居室は「簡易検証」の適用条件の親室、子室が一斉に避難する想定の範囲外の

居室内の見通しの悪い居室も存在するがここでは見通しの悪さは考慮しないものとし

た。図 7.19-1～図 7.19-6 ではルート C 評価の居室の居室面積と親室率に対するスプリン

クラー設備がない場合と設置されている場合の限界歩行距離を本評価法の手法で算出注

2) し、l＞lcritである場合を「NG」と評価し、プロットを塗りつぶしで表現した。 

図 7.19-1 より、ルート C 評価の居室の歩行距離は 500m2 までは面積が大きくなるに

つれて増加し、それ以降は面積に依存せず歩行距離の長さに変化がない。居室面積が大

きくなった場合に歩行距離が殆ど変化がなくなる傾向は本評価法と同様である。しかし、

ルート C 評価の居室の歩行距離は親室率による差は殆どないが、本評価法は親室率が

限界歩行距離に与える影響は大きい。ルート C 評価では階段までの歩行距離の規定と

重複距離の規定で居室の歩行距離が制限されることと、天井チャンバー方式の排煙設備

などで親室の蓄煙面積の影響があまりでなかったと考えられる。スプリンクラー設備が

ない場合の限界歩行距離との比較においては、ルート C 評価の事務室で本評価法の限

界歩行距離 lcritの条件を満たさなかったのは、親室率が 0.25 未満の 7 室、0.25 以上 0.5

未満の 1 室（81 室中 8 室（約 10％））であった。 
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図 7.19-1 ルート C 評価の居室との歩行距離の比較（事務所 天井高 2.8m） 

（スプリンクラー設備がない場合） 

 

次に、図 7.19-2 で同じ事務所の調査データをスプリンクラー設備が設置されている室

の限界歩行距離と比較すると、親室率が 0.25 未満の 4 室が「簡易検証」条件を満たさ

ない結果となった。 
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図 7.19-2 ルート C 評価の居室との歩行距離の比較（事務所） 

（スプリンクラー設備が設置されている場合の lcrit） 

 

次に、物販のスプリンクラー設備無設置の限界歩行距離との比較結果を図 7.19-3 に、

スプリンクラー設備が設置されている場合の限界歩行距離との比較結果を図 7.19-4 に

示す。物販も事務所と同様に小規模の居室において、居室面積が大きくなるにつれ設計

歩行距離が長くなる傾向がみられる。ルート C 評価の物販の居室は本評価法の親室率

0.8 の限界歩行距離で包含される。ルート C 評価の物販の居室の歩行距離は親室率 0.6

未満（▲）の 1 室（273 室中 1 室（約 0.4％））を除いて本評価法の限界歩行距離の条

件を満たしている。図 7.19-4 より、スプリンクラー設備が設置されている場合は「簡易

凡例 件数 凡例 件数

0.25未満 △ 9 ▲ 7
0.25≦β＜0.5 □ 8 ■ 1
0.5≦β＜0.75 ○ 12 ● 0
0.75以上 ◇ 44 ◆ 0
合計 73 8

*l crit≧l「OK」

親室率β
OK NG

凡例 件数 凡例 件数

0.25未満 △ 12 ▲ 4
0.25≦β＜0.5 □ 9 ■ 0
0.5≦β＜0.75 ○ 12 ● 0
0.75以上 ◇ 44 ◆ 0
合計 77 4

*l crit≧l「OK」

親室率β
OK NG
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検証」の条件を満たすことが確認された。 

次に、飲食の比較結果を図 7.19-5～図 7.19-6 に示す。スプリンクラー設備が無設置の

場合では、飲食においては親室率が 1.0 でも全ての設計歩行距離を包含することができ

なかった。5 室（56 室中 5 室（約 9％））が限界歩行距離を満たさない結果となった。

スプリンクラー設備が設置されている室の限界歩行距離と比較を行ったところ、設計歩

行距離はスプリンクラー設備が設置されていれば、「簡易検証」の条件を満たすことが

確認された。親室率が 0.8 以上あれば、全ての設計歩行距離を包含可能である。 
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図 7.19-3 ルート C 評価の居室との歩行距離の比較（物販） 

（スプリンクラー設備無設置の lcrit） 
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図 7.19-4 ルート C 評価の居室との歩行距離の比較（物販） 

（スプリンクラー設備が設置されている場合の lcrit） 

 

凡例 件数 凡例 件数

0.6未満 △ 2 ▲ 1
0.6≦β＜0.8 □ 3 ■ 0
0.8以上 ○ 267 ● 0
合計 272 1

*l crit≧l「OK」

親室率β
OK NG

凡例 件数 凡例 件数

0.6未満 △ 3 ▲ 0
0.6≦β＜0.8 □ 3 ■ 0
0.8以上 ○ 267 ● 0
合計 273 0

*l crit≧l「OK」

親室率β
OK NG
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図 7.19-5 ルート C 評価の居室との歩行距離の比較（飲食） 

（スプリンクラー設備無設置の lcrit） 
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図 7.19-5 ルート C 評価の居室との歩行距離の比較（飲食） 

（スプリンクラー設備が設置されている場合の lcrit） 

 

(2) 限界歩行距離と設計歩行距離の比較 

 図 7.19 ではルート C 評価の居室の条件に対する限界歩行距離がわかりにくいので、

横軸にルート C 評価の居室の条件で算出した限界歩行距離、縦軸に設計歩行距離を示

した図をスプリンクラー設備が設置されていない場合について図 7.20-1 に、スプリンク

ラー設備が設置されている場合について図 7.20-2 に示す。 

 本評価法のスプリンクラー設備が設置されていない場合の限界歩行距離とルート C

で設計された歩行距離を比較すると、事務所の設計歩行距離は 30m付近に多く分布し、

限界歩行距離の値が大きくなっている。物販の設計歩行距離は限界歩行距離の 1/3 付近、

飲食については約 1/2 以上の値となっている。 

 

凡例 件数 凡例 件数

0.6未満 △ 3 ▲ 1
0.6≦β＜0.8 □ 33 ■ 3
0.8以上 ○ 15 ● 1

合計 51 5
*l crit≧l「OK」

親室率β
OK NG

凡例 件数 凡例 件数

0.6未満 △ 4 ▲ 0
0.6≦β＜0.8 □ 36 ■ 0
0.8以上 ○ 16 ● 0
合計 56 0

*l crit≧l「OK」

親室率β
OK NG
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(a) 事務室                  (b) 物販                  (c) 飲食 

図 7.20-1 限界歩行距離と設計歩行距離の比較（スプリンクラー設備無設置） 
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(a) 事務室                  (b) 物販                  (c) 飲食 

図 7.20-2 限界歩行距離と設計歩行距離の比較（スプリンクラー設備設置） 

 

7.6.3 限界歩行距離とルート C 評価を実施した居室の出口幅の比較 

(1) 居室面積と歩行距離 

先の歩行距離の比較と同様の条件で、本評価法の必要出口幅とルート C 評価の居室

の扉幅（以降、設計出口幅）との比較を図 7.21-1～図 7.21-6 に示す。なお、図 7.21-1～

図 7.21-6 についても、全ての設計出口幅を包含する親室率および図 7.18 の最小親室率

で必要出口幅を算出した結果を併せて示している。 

3 つの用途に共通して設計出口幅は居室面積ともに増加傾向がみられる。事務室の必

要出口幅は広範囲に分布している。自社で使用する事務室では出口幅を狭く計画し、テ

ナント割りなどを想定している事務所では広めに出口幅を確保する傾向があるため、こ

のようにばらつきのある結果になっていると思われる。また、本評価法の値との比較に

おいては、設計出口幅の方が大きい値となっている。スプリンクラー設備がない場合の

必要出口幅 Bcritの条件を満たしていない事務室の 1 室について、図 7.21-2 でスプリンク

ラー設備が設置されている室の必要出口幅 Bcritと比較を行ったところ、設計出口幅 1.7m
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に対して必要出口幅 Bcritが 1.8m 必要なことがわかった。 
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図 7.21-1 ルート C 評価の居室との扉幅の比較（事務所） 

（スプリンクラー設備無設置の Bcrit） 
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図 7.21-2 ルート C 評価の居室との扉幅の比較（事務所） 

（スプリンクラー設備が設置されている場合の Bcrit） 

 

次に、ルート C 評価の物販は小規模面積においては面積に依存していないが、居室

面積が大きくなると居室面積に依存する傾向がみられる。本評価法の必要出口幅を満た

していない室数は物販で 273 室中 17 室（約 7％）であった。扉幅の方が歩行距離より

も本評価法の値を満足していない事例が多い結果となった。本評価法の設計水準はルー

ト C 評価の居室より、限界歩行距離については緩めの設定だが、必要扉幅は厳しめの

設定になっていることがわかる。これについては、設計歩行距離は建築基準法において

重複距離の制限がかかっているため、本評価法の限界歩行距離 lcritと比較して短くなっ

ていると考えられる。次に、スプリンクラー設備がない場合の必要出口幅 Bcritの条件を

凡例 件数 凡例 件数

0.25未満 △ 15 ▲ 1
0.25≦β＜0.5 □ 9 ■ 0
0.5≦β＜0.75 ○ 12 ● 0
0.75以上 ◇ 44 ◆ 0
合計 80 1

*B crit≧ΣB「OK」

親室率β
OK NG

凡例 件数 凡例 件数

0.25未満 △ 15 ▲ 1
0.25≦β＜0.5 □ 9 ■ 0
0.5≦β＜0.75 ○ 12 ● 0
0.75以上 ◇ 44 ◆ 0
合計 80 1

*B crit≧ΣB「OK」

親室率β
OK NG
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満たしていない 17 室について、スプリンクラー設備が設置されている室の必要出口幅

Bcritと比較を行ったところ、11 室が「簡易検証」の条件を満たさない結果となった。 

飲食についても出口幅は居室面積に依存する傾向が見られ、本評価法の傾向と類似し

ている結果が得られた。スプリンクラー設備無設置の場合の必要出口幅を満たしていな

い室数は飲食で 56 室中の 35 室（約 63％）であった。スプリンクラー設備が設置され

ている場合の必要出口幅では、飲食は 30 室が「簡易検証」の条件を満たさない結果と

なった。飲食の設計出口幅が本評価法の必要出口幅を満たさなかったものが多い理由に

ついては、実際の計画において、飲食の子室は厨房用途の場合が多く、ルート C 評価

の在館者密度設定では飲食が 0.7 人/m2に対し、厨房 0.125 人/m2である。本評価法では

子室も同じ在館者密度 0.7 人/m2としているため、ルート C 評価の居室よりも人数が多

くなり、必要出口幅BcritがルートC評価の居室よりも厳しい設定となったと考えられる。 
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図 7.21-3 ルート C 評価の居室との扉幅の比較（物販） 

（スプリンクラー設備無設置の Bcrit） 
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図 7.21-4 ルート C 評価の居室との扉幅の比較（物販） 

（スプリンクラー設備が設置されている場合の Bcrit） 

凡例 件数 凡例 件数

0.6未満 △ 0 ▲ 3
0.6≦β＜0.8 □ 2 ■ 1
0.8以上 ○ 254 ● 13
合計 256 17

*B crit≧ΣB「OK」

親室率β
OK NG

凡例 件数 凡例 件数

0.6未満 △ 0 ▲ 3
0.6≦β＜0.8 □ 2 ■ 1
0.8以上 ○ 260 ● 7
合計 262 11

*B crit≧ΣB「OK」

親室率β
OK NG
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図 7.21-5 ルート C 評価の居室との扉幅の比較（飲食） 

（スプリンクラー設備無設置の Bcrit 
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図 7.21-6 ルート C 評価の居室との扉幅の比較（飲食） 

（スプリンクラー設備が設置されている場合の Bcrit） 

 

(2) 必要出口幅と設計出口幅の比較 

 限界歩行距離と同様に、横軸にルート C 評価の居室の条件で算出したスプリンクラ

ー設備が設置されていない場合の必要出口幅、縦軸に設計出口幅を示した図を図 7.22-1

～図 7.22-3 に示す。 

 本評価法のスプリンクラー設備が設置されていない場合の必要出口幅と設計出口幅

を比較すると、事務所は設計出口幅の方がかなり大きな値となっている。飲食は本評価

法の必要出口幅と設計出口幅の傾向が近いが、大きな扉幅を要求する居室面積の大きな

居室の方が設計出口幅と必要出口幅の乖離が大きくなっている。 

 

凡例 件数 凡例 件数

0.6未満 △ 1 ▲ 3
0.6≦β＜0.8 □ 11 ■ 25
0.8以上 ○ 9 ● 7
合計 21 35

*B crit≧ΣB「OK」

親室率β
OK NG

凡例 件数 凡例 件数

0.6未満 △ 1 ▲ 3
0.6≦β＜0.8 □ 14 ■ 22
0.8以上 ○ 11 ● 5
合計 26 30

*B crit≧ΣB「OK」

親室率β
OK NG



 7-31

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12

出
口
幅

[m
]

必要出口幅Bcrit[m]

事務室

 

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12

出
口

幅
[m

]
必要出口幅Bcrit[m]

物販

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 2 4 6 8

出
口

幅
[m

]

必要出口幅Bcrit[m]

飲食

 

(a) 事務室                  (b) 物販                  (c) 飲食 

図 7.22-1 限界歩行距離と設計歩行距離の比較（スプリンクラー設備無設置） 
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(a) 事務室                  (b) 物販                  (c) 飲食 

図 7.22-2 限界歩行距離と設計歩行距離の比較（スプリンクラー設備設置） 

 

7.7 まとめ 

 

リスクの概念に基づく避難安全設計法の考え方に基づき、スプリンクラー設備が設置

されている室について、親室率に応じた煙に曝されずに避難可能な限界歩行距離および

必要出口幅の「簡易検証」を検討した。そして、実際にルート C で設計された居室の

歩行距離、扉幅を調査し、本評価法の「簡易検証」により算出された条件値との比較を

行った。 

本評価法の「簡易検証」において、スプリンクラー設備は極小規模の居室ではスプリ

ンクラー設備無設置の条件よりも厳しくなりその効果が現れない。スプリンクラー設備

の効果が表れる面積以降は、居室面積が小さい間はスプリンクラー設備が有効である条

件で決まり、居室面積が大きくなるとスプリンクラー設備が無効な条件で決定すること

がわかった。 

ルート C で設計された居室との比較においては、「簡易検証」の示す限界歩行距離は
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現行基準で評価された建築物の歩行距離をほぼ満たすことが確認された。一方、出口幅

はルート C 評価の居室の半数以上が本評価法のスプリンクラー設備無設置の場合の条

件を満たさない結果となった。スプリンクラー設備を設置することにより、条件を満た

す室数が増えたが、歩行距離と比較すると条件に合致しない割合が高い。歩行距離は階

段までの歩行距離や重複距離の規定（階避難の条件）で制限されるが、居室の出口幅は

階避難の条件では制限を受けないため、安全率を多く設定した「簡易検証」の条件より

厳しい結果となったと思われる。 

 本評価法の限界歩行距離は、小規模面積を除いて居室面積によらず一定の条件を要求

している。このように、本評価法は規模の大きな居室の避難リスクを考慮した評価法に

なっている。 
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記号 

Ar：床面積[m2] 

Ap：親室の床面積[m2] 

Asc：検証免除面積[m2] 

Asp：スプリンクラー設備が無効な場合に設計火災成長率 αD≦0 となる床面積[m2] 

Bcrit：煙に曝されず避難可能な必要出口幅[m] 

Bcrit(failure)：スプリンクラー設備が無効なシナリオで算出された必要出口幅[m] 

Bcrit(no-sp)：スプリンクラー設備が無設置のシナリオで算出された必要出口幅[m] 

Bcrit(sprinkler)：スプリンクラー設備が有効なシナリオで算出された必要出口幅[m] 

Ccas：避難不能者（死傷者）数[人/件] 

Cm：火災プリュームの巻き込み係数[kg/kJ1/3/m5/3/s2/3] 

Co：在館者数[人] 

Hlim：避難上支障のある煙層下端高さ[m] 

Hp：親室の天井高さ[m] 

K：任意の用途 

l：歩行距離[m] 

lcrit：煙に支障なく避難可能な限界歩行距離[m] 

lcrit(failure)：スプリンクラー設備が無効なシナリオで算出された限界歩行距離[m] 

lcrit(no-sp)：スプリンクラー設備が無設置のシナリオで算出された限界歩行距離[m] 

lcrit(sprinkler)：スプリンクラー設備が有効なシナリオで算出された限界歩行距離[m] 

N：流動係数[人/m/s] 

pden：在館者密度[人/m2] 

P(i)：火災シナリオ i の生起確率[-] 

Psprinkler：スプリンクラー設備により火災が抑制される確率[-] 

Pextinguish：スプリンクラー設備に消火される確率[-] 

Pfailure：スプリンクラー設備が無効な場合の生起確率[-] 

q”：単位床面積あたりの発熱速度[kW/m2] 

RD：設計避難リスク[人/件] 

RD
A：設計許容避難リスク[人/件] 

tcrit：本評価法の許容避難時間[s] 

te：避難完了時間[s] 

ts：煙層下端が避難上支障のある高さに達するまでの時間（煙降下時間）[s] 

tstart：避難開始時間[s] 

v：歩行速度[m/s] 

z：煙層下端高さ[m] 
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αD：設計火災成長率 [kW/s2] 

β：親室率（≡Ap/A）[-] 

μ：火災成長率 αの平均値[kW/s2] 

σ：火災成長率 αの標準偏差[kW/s2] 

ρs：煙層密度[kg/m3] 

kρ：補正係数[-] 

 

 

注 

注1) スプリンクラー設備は燃焼速度が急激であると散水による火災抑制が追いつかな

い。そのため、本来であれば設計火災成長率 αD=∞であれば抑制することはできないと

思われる。しかし、スプリンクラー設備が有効であったシナリオは設定した設計火災成

長率でスプリンクラー設備によって火災を抑制できるかを評価するのではなく、抑制さ

れて出火から定常で燃焼する発熱速度を考慮することに主眼をおいているので、ここで

は設計火災成長率 αD の大きさとスプリンクラー設備の抑制可能性については考慮しな

いこととした。 

注 2）本評価法を用いてルート C 評価の居室の条件で限界歩行距離を算出する際に、各

居室の天井高さは考慮せず、事務所を 2.8ｍ、物販、飲食を 3.0m として算出した。また、

ルート C 評価の居室のスプリンクラー設備の有無は調査していない。 

注 3)補正係数 kρの一覧を示す。 

用途 スプリンクラー設備無設置 スプリンクラー設備無効

事務所 -0.20Ln(A r )+1.61 -0.20Ln(A r )+1.68

物販 -0.17Ln(A r )+1.40 -0.19Ln(A r )+1.58

飲食 -0.14Ln(A r )+1.16 -0.15Ln(A r )+1.28

家具・書籍売場 -0.16Ln(A r )+1.33 -0.18Ln(A r )+1.48

共同住宅 -0.27Ln(A r )+1.98 -0.28Ln(A r )+2.06  

 

第７章参考文献 

 

1) 田中哮義：改訂版建築火災安全工学入門、日本建築センター、pp.232-pp.235、2002 

2) 平成 12 年建告第 1441 号、同第 1442 号 
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第８章 居室避難安全検証のケーススタディ 

 

8.1 はじめに 

 

第８章では、本評価法を典型的な事務所ビルに適用する際の「検証免除」「簡易検証」

の計算手順と検証結果を示す。また、「詳細検証」が必要な室について、「詳細検証」の

手順を示す。 

 

8.2 居室避難検証の概要 

  

図 8.1～図 8.4 はリスクの概念に基づく居室避難安全検証の手順を示したものである。

これに従って計画（火災制御、煙制御計画、避難計画）や設計目標の設定の妥当性を検

証する。 

図 8.1 に示すように、本評価法は、①「検証免除」、②「簡易検証」、③「詳細検証」

で構成されている。①、②の条件を満足した居室は検証が終了となる。つまり、必要な

室のみ「詳細検証」を行う仕組みとなっている。 

図 8.2 の「検証免除」の判断は、居室面積（詳細は第５章参照）で、また、図 8.3 の

「簡易検証」の判断は歩行距離、扉幅、親室率で簡便に行うことが可能である（詳細は

第６章、第７章参照）。これらの検証の判断基準は、スプリンクラー設備の効果のみを

考慮し、リスクの概念に基づき煙に曝されずに避難可能なことを予め検証した上で決定

するため、これらの基準値を満たしていれば検証を行った場合と同じまたは安全側の検

証を行ったことになる。ただし、これらの検証には、室形状や用途に対する適用範囲（判

断基準を算出する際に使用した簡易計算法の適用範囲）が存在するので、その適用範囲

を満足することがその前提としてある。 

判断基準またはその適用範囲を満たさない場合は、図 8.4 の「詳細検証」を行う（詳

細は第２章 2.8 節参照）。「詳細検証」では、火災制御対策や煙制御対策の作動の有無に

基づき設定された設計火災シナリオ i に対して、当該火災シナリオの避難リスク PiCiが

部分許容避難リスク RD
A(i)以下であることを検証する。検証手順は、火災シナリオ i を設

定し、設計目標（部分許容避難リスク RD
A(i)）を設定する。次に、当該火災シナリオ i

の生起確率 Pi や部分許容避難リスク RD
A(i)などに基づき設定される設計火災成長率 αD(i)

およびスプリンクラー設備の作動条件に基づき設定される発熱速度 Qsp から設計火源

Qiを決定する。設計火源 Qiの設定以降は、現行の避難検証法 1)と同様に避難行動予測、

煙性状予測を行い死傷者が発生しないことを確認する（C(Qi)＝0）。ここで、設計火災

成長率 αD(i)の下で死傷者が出ないこと（C(Qi)＝0）を確かめれば、必然的に避難リスク

PiCiは部分許容避難リスク RA
D

iを下回ることになる 2),3)。 
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図 8.1 居室避難検証の流れ 

 

 

図 8.2 「検証免除」の流れ 
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図 8.3 「簡易検証」の流れ 

 

 
図 8.4 「詳細検証」の流れ 

「簡易検証」開始

シナリオiの生起確率Piを設定

SP設備のみ考慮、i=1or2

算出式（居室面積、天井高、
親室率、用途）

適用範囲の確認
OK?
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火災シナリオi設定

l≦lcrit, B≧Bcrit?

設備対策の信頼性

設計目標（部分許容避難リスク
RD

A(i)を設定
設計許容避難リスクRD

A

設計火源Qiを設定
設計火災成長率αD(i)、
SP設備の作動条件

限界歩行距離lcrit 、必要出口幅Bcrit
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「詳細検証」へ 居室避難検証終了
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火災・煙制御対策
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設計目標（部分許容避難リスク
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A(i)＝RA

D）
設計許容避難リスクRD
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設計火源Qiを設定
設計火災成長率αD(i)、
SP設備の作動条件
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   0iDC  許容安全基準

（Hlim=1.8など）

※C：避難不能者数[人]
Hlim：限界煙層高さ[m]
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 図 8.3 に示す「簡易検証」の適用範囲を表 8.1 に示す。適用範囲は第６章および第７

章で示した用途、室形状、子室条件としてまとめたものであり、用途などの適用範囲を

変える場合は変更後の適用範囲に基づき検証省略条件を再設定することも可能である。

なお、室形状と子室条件は主に避難開始時間の設定に関わる適用範囲を示している。 

 

表 8.1 「簡易検証」の適用範囲 

項目 「簡易検証」の適用範囲 

用途（親室、子室） 事務室、物販店舗、飲食店舗、書籍・家具売場の何れか 

火災室 親室（親室が廊下である場合は適用範囲外） 

子室の可燃物密度 親室の可燃物密度以下 

子室の在館者密度 親室の在館者密度以下 

子室の床面積 親室の床面積以下 

 

 

8.3 ケーススタディ 

 

事務所を想定した居室避難検証を行う。なお、本ケーススタディの居室避難検証は第

５章（検証免除）または第６章、第７章（簡易検証）に基づき行う。なお、本ケースス

タディでは複数の子室を有する居室についても避難開始の遅れがないものと扱い、「簡

易検証」を適用する。また、1 室を例として取り上げ、「詳細検証」の手順を示す。 

 

8.3.1 想定プラン 

想定プランを表 8.2、図 8.5 に示す。事務所で多くみられる、居室内に複数の子室を

保有する場合について、居室面積 200 ㎡の小規模居室 2 プラン、居室面積 1200 ㎡の中

規模居室 1 プランを想定した。天井高さは親室、子室ともに 2.8m、子室の扉寸法は w0.9m

×h2.2m（箇所）、親室の扉寸法は w1.8m×h2.2m（箇所）とする。親室は共用廊下への

扉を有する室である。 
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表 8.2 小規模居室タイプ（居室面積 200 ㎡） 

概要 検証プラン（単位：mm） 

＜プラン１＞ 

親室用途が廊下であ

りかつ親室の形状が

通路状である場合 

 

＜プラン２＞ 

親室の形状が 

コ型である場合 

  

1-1
事務室
20㎡

1-2
事務室
20㎡

1-4
倉庫
20㎡

1-5
会議室
20㎡

1-6
会議室
20㎡

1-7
会議室
20㎡

1
0.

0

1-3
事務室
40㎡

廊下
40㎡

5.05.05.0 5.0

4.
0

2
.0

4.
0

23.0m

20.0

36.0m

1-c

2-1
会議室
20㎡

2-2
事務室
20㎡

1
0.
02-4

事務室
140㎡

5.05.05.0 5.0
2
.0

4
.0

4
.0

2-3
事務室
20㎡

31.0m

20.0

38.0m
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図 8.5 プラン３（居室面積 1200 ㎡）（単位：m） 

3-4
会議室
24㎡

3-1
事務室
280㎡

（通路部分　136㎡）
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0
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0

2
.0

4
.0
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.0

10.02.04.04.0

2
.
0

2
.0

（事務室部分280㎡）

3-3
事務室
140㎡

3-5
会議室
24㎡

3-6
会議室
16㎡

3-7
会議室
16㎡

3-10
会議室
32㎡

3-8
会議室
16㎡

3-9
会議室
16㎡

3-11
会議室
32㎡

3-12
会議室
48㎡

3-13
会議室
140㎡

1
4.

0

60
.0

20.0

35.0m

105m

3-2
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8.3.2 「検証免除」による検証 

(1) 適用範囲の確認  

第５章で提案した「検証免除」の方法に従い、各居室について検証する。 

 プラン 1～3 の「検証免除」適用性について整理した結果を表 8.2 に示す。倉庫は、

在室者が存在しないため、居室避難検証は対象外である。また、会議室は在館者密度

0.125 人/m2 と想定した。プラン 1-c の廊下を親室とした場合の評価は、事務室よりも可

燃物量の多い倉庫の扉に防火設備を設置したものとして大部屋として検証を実施する。 

 

表 8.2 各居室の「検証免除」適用性 

 
 

(2) 火災シナリオの設定 

 ここでは、スプリンクラー設備を考慮せず検証を行う。 

(3) 検証結果 

ここでは、第５章の表 5.1 のスプリンクラー設備を考慮しない場合の「検証免除」面

積 Ascの在室者全員のを避難不能とした場合（pcas=1.0)の値を利用して判断を行う。 

検証結果を表 8. 3 に示す。居室の大部分（プラン 1～プラン 3 では 76％）は検証免除

となることが確認された。「検証免除」面積を満足した室は避難安全性が確認されたの

居室面積

親室 子室 A r [m
2
]

プラン1 1-1 事務室 なし 20 ○

1-2 事務室 なし 20 ○

1-3 事務室 なし 40 ○

1-4 倉庫 なし 20 － 居室避難検証対象外

1-5 会議室 なし 20 ○

1-6 会議室 なし 20 ○

1-7 会議室 なし 20 ○

1-c 廊下 事務室、倉庫、会議室 200 ○ 大部屋として検証

プラン2 2-1 会議室 なし 20 ○ p den =0.125人/m
2
と想定

2-2 事務室 なし 20 ○

2-3 事務室 なし 20 ○

2-4 事務室 事務室、会議室 200 ○ 大部屋として検証

プラン3 3-1 事務室 なし 280 ○

3-2 事務室 事務室、会議室 1200 ○ 大部屋として検証

3-3 事務室 なし 140 ○

3-4 会議室 なし 24 ○

3-5 会議室 なし 24 ○

3-6 会議室 なし 16 ○

3-7 会議室 なし 16 ○

3-8 会議室 なし 16 ○

3-9 会議室 なし 16 ○

3-10 会議室 なし 32 ○

3-11 会議室 なし 32 ○

3-12 会議室 なし 48 ○

3-13 会議室 なし 140 ○

p den =0.125人/m
2
と想定

プラン 室番号
用途 「検証免除」

適用性
備考

在館者密度p den =0.125

人/m
2
と想定
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で、ここで検証は終了となる。「検証免除」面積を満足しない 6 室は「簡易検証」を実

施する。 

 

表 8.3 居室の「検証免除」の検証結果 

 

 

8.3.3 「簡易検証」による検証 

(1) 適用範囲の確認  

第６章、第７章で提案した「簡易検証」の方法に従い、「検証免除」の条件を満足し

なかった 6 室について各居室について検証する。 

 検証免除」の条件を満足しなかった 6 室の「簡易検証」適用性について整理した結果

を表 8.4 に示す。1-c は親室が廊下であり対象用途外であるが、安全側の想定として事

務室として検証を行う。プラン 2-4、プラン 3-2 は見通しが悪い空間であるが、見通し

の良否は本研究では対象にしていないので、避難開始の遅れが生じないものとして「簡

居室面積

A [m
2
]

プラン1 1-1 事務室 なし 20 OK 検証終了

1-2 事務室 なし 20 OK 検証終了

1-3 事務室 なし 40 OK 検証終了

1-4 倉庫 なし 20 OK 検証終了

1-5 会議室 なし 20 OK 検証終了

1-6 会議室 なし 20 OK 検証終了

1-7 会議室 なし 20 OK 検証終了

1-c 廊下 なし 200 NG 「簡易検証」へ

プラン2 2-1 会議室 なし 20 OK 検証終了

2-2 事務室 なし 20 OK 検証終了

2-3 事務室 なし 20 OK 検証終了

2-4 事務室 なし 200 NG 「簡易検証」へ

プラン3 3-1 事務室 なし 280 NG 「簡易検証」へ

3-2 事務室 なし 1200 NG 「簡易検証」へ

3-3 事務室 なし 140 NG 「簡易検証」へ

3-4 会議室 なし 24 OK 検証終了

3-5 会議室 なし 24 OK 検証終了

3-6 会議室 なし 16 OK 検証終了

3-7 会議室 なし 16 OK 検証終了

3-8 会議室 なし 16 OK 検証終了

3-9 会議室 なし 16 OK 検証終了

3-10 会議室 なし 32 OK 検証終了

3-11 会議室 なし 32 OK 検証終了

3-12 会議室 なし 48 OK 検証終了

3-13 会議室 なし 140 NG 「簡易検証」へ

：入力条件

67

プラン
室番
号

判定 備考
親室の
用途

SP設備
有無

「検証免除」面積

A sc [m
2
]
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易検証」の検証を行う。 

 

表 8.4 各居室の「簡易検証」適用性 

 

 

(2) 火災シナリオの設定 

 ここでは、スプリンクラー設備を考慮せず検証を行うため、考慮すべき火災シナリオ

は 1 つである。 

(3) 設計目標と設計火源の設定 

 スプリンクラー設備を考慮しないため、居室の設計許容避難リスクを全て設計目標値

（部分許容避難リスク）とする。設計火源は Qf=αDt2 で拡大する成長火災を想定し、部

分許容避難リスクをもとに設計火災成長率 αD(i)を算出する。 

 

表 8.5 部分許容避難リスクと設計火災成長率 αD(i) 

 

 

(4) 検証結果 

第６章のスプリンクラー設備を考慮しない場合の「簡易検証」の手法を用いて、限界

歩行距離 lcritおよび必要出口幅 Bcritの算出を行うための入力条件を表 8.6-1、表 8.6-2 に、

結果を表 8.6-3 に示す。 

表 8.6-1 および表 8.6-2 で入力条件は網掛けしたセルで、設計者は用途、居室面積、

親室面積、天井高、スプリンクラー設備の有無を入力する。そして、居室面積と用途か

ら算出される設計許容避難リスクの値をもとに部分許容避難リスクを設定する。本ケー

ススタディはスプリンクラー設備を考慮しないので、全ての設計許容避難リスクを当て

居室面積

親室 子室 A r [m
2
]

プラン1 1-c 廊下 事務室、倉庫、会議室 200 △ 親室が廊下、廊下状空間

プラン2 2-4 事務室 事務室、会議室 200 ○ 見通しが悪い空間

プラン3 3-1 事務室 なし 280 ○

3-2 事務室 事務室、会議室 1200 ○ 見通しが悪い空間

3-3 事務室 なし 140 ○

3-13 会議室 なし 140 ○

プラン
室番
号

用途 「簡易検証」
適用性

備考

親室 子室

プラン1 1-c 廊下 事務室、倉庫、会議室 200 2.80 0.049
プラン2 2-4 事務室 事務室、会議室 200 2.80 0.049
プラン3 3-1 事務室 なし 280 2.00 0.072

3-2 事務室 事務室、会議室 1200 0.47 0.244

3-3 事務室 なし 140 4.00 0.030

3-13 会議室 なし 140 4.00 0.030

プラン
室番
号

用途 部分避難許容
リスク

R
D

A(i) [人/件]

設計火災
成長率

αD(i)

居室
面積

A r [m
2
]
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はめている。その他のセルは自動で値が計算される。 

表 8.6-3 の結果より、設計値は「簡易検証」の限界歩行距離 lcritおよび必要出口幅 Bcrit

を満足することが確認された。避難が一斉に行われる条件であれば、想定プランについ

ては「簡易検証」で検証が終了する。 

 

表 8.6-1 「簡易検証」入力条件（限界歩行距離 lcrit） 

 

 

表 8.6-2 「簡易検証」入力条件（必要出口幅 Bcrit） 

 

 

表 8.6-3 「簡易検証」結果 

 

 

 

8.3.4 「簡易検証」を適用範囲外の室の避難安全検証に関わる計算方法（詳細検証） 

 ここでは、プラン 1-c を例として「詳細検証」の方法を示す。本研究は「詳細検証」

の計算方法の詳細を示すことが目的ではないので、避難行動予測と煙性状予測は実施し

プラン1 1-c 廊下 200 40 0.20 2.8 1.3 なし 1.0 2.8 0.05 0.55
プラン2 2-4 事務室 200 140 0.70 2.8 1.3 なし 1.0 2.8 0.05 0.55
プラン3 3-1 事務室 280 280 1.00 2.8 1.3 なし 1.0 2.0 0.07 0.48

3-2 事務室 1200 416 0.35 2.8 1.3 なし 1.0 0.5 0.24 0.19

3-3 事務室 140 140 1.00 2.8 1.3 なし 1.0 4.0 0.03 0.62

3-13 会議室 140 140 1.00 2.8 1.3 なし 1.0 4.0 0.03 0.62

：入力条件

部分許容避
難リスク

R
D

A(i) [人/件]

補正
係数

k ρ

プラン
室番
号

居室
面積

A r [m
2
]

設計火災
成長率

αD(i) [kW/s
2
]

天井
高

H [m]

歩行
速度

v [m/s]

親室の
用途

親室
面積

A p [m
2
]

SP設
備

有無

シナリ
オ生起

確率P i

親室
率

β [-]

プラン1 1-c 廊下 200 40 0.20 2.8 0.125 なし 1.0 2.8 0.05 0.55
プラン2 2-4 事務室 200 140 0.70 2.8 0.125 なし 1.0 2.8 0.05 0.55
プラン3 3-1 事務室 280 280 1.00 2.8 0.125 なし 1.0 2.0 0.07 0.48

3-2 事務室 1200 416 0.35 2.8 0.125 なし 1.0 0.5 0.24 0.19
3-3 事務室 140 140 1.00 2.8 0.125 なし 1.0 4.0 0.03 0.62

3-13 会議室 140 140 1.00 2.8 0.125 なし 1.0 4.0 0.03 0.62

：入力条件

補正
係数

k ρ

設計火災
成長率

αD(i) [kW/s
2
]

シナリ
オ生起

確率P i

部分許容避
難リスク

R
D

A(i) [人/件]
プラン

室番
号

親室の
用途

居室
面積

A r [m
2
]

親室
面積

A p [m
2
]

親室
率

β [-]

天井
高

H [m]

在館者密度

p den [人/m
2
]

SP設
備

有無

プラン1 1-c 廊下 23.0 26.0 OK 1.8 0.8 OK 検証終了

プラン2 2-4 事務室 31.0 55.0 OK 1.8 0.4 OK 検証終了

プラン3 3-1 事務室 22.0 71.4 OK 0.9 0.4 OK 検証終了

3-2 事務室 35.0 40.7 OK 3.6 3.2 OK 検証終了

3-3 事務室 21.0 65.4 OK 0.9 0.2 OK 検証終了

3-13 会議室 21.0 65.4 OK 0.9 0.2 OK 検証終了

備考プラン
室番
号

親室の
用途

設計
歩行距離

l [m]

限界
歩行距離

l crit [m]
判定 判定

設計出口
幅

ΣB [m]

必要出口
幅

B crit [m]
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ない。 

1）火災シナリオの設定と生起確率 

 プラン 1-c にはスプリンクラー設備および排煙設備が設置されているとする。この場

合の評価するシナリオは図 8.6 に示すように 4 つとなる。ここで、シナリオの生起確率

は第４章の検討結果より、スプリンクラー設備は有効 0.09、無効 0.32、排煙設備は表

4.13 の事務所の作動確率の 0.95 とする。また、プラン 1-c の親室用途は廊下で火災発生

の恐れのない室に該当するので、ここでは子室で最も居室面積の大きい 1-3 事務室出火

時の安全性の検討を行う。 

  

 

 
図 8.6 プラン 1-c の火災シナリオ（1-3 事務室出火） 

 

2) 設計目標の設定 

 次に、各シナリオに部分許容避難リスクを分配し設計目標を設定する。各シナリオの

部分許容避難リスクの分配を図 8.6 に示す。当該シナリオの避難リスク PiCi が部分許容避

難リスク RA
D

(i)以下となるように分配を行う（ただし、ΣRA
D

(i)＝RA
D）。例えば、当該居室の

在館者全員（C0[人]）を避難不能と見なした時の避難リスク PiC0 が部分許容避難リスク RA
D

(i)

以下である場合（すなわち PiC0≦RA
D

(i)）は、安全であることが自明であるため、当該火災

シナリオに対する検証は不要になる。従って、在館者数 C0 が大きくても多重の火災安全対

策が施され当該火災シナリオ i の生起確率 Pi が十分小さくなる場合は、当該火災シナリオ i

は検証不要となる。図 8.6 ではシナリオ F04 は在室者全員が避難不能であるとした場合の避

シナリオ

No.

プラン1-c
17.5人 SP設備 排煙設備

1-3事務室

○有効 ○奏功 P 1 R D
A (1) 検証省略

P sprinkler P sm p 1p 2 0 F02で検証
0.09 0.95

×不奏功 P 2 R D
A (2) 定常火源

1-P sm p 1(1-p 2) 0 Q sp =367kW

0.05

×不奏功 ○奏功 P 3 R D
A (3) 成長火源

P failure P sm (1-p 1)p 2 2.52 0.0144
0.32 0.95

×不奏功 P 4 R D
A (4) 検証不要※

1-P sm (1-p 1)(1-p 2) 0.28 許容リスク割当

0.05

注）消火成功は0.59 ΣR D
A (i ) 2.80

※在室者全員を避難不能とした場合の避難リスクを R D
A 2.80

　部分許容リスクとして割り当てた
4)

設計火源

0.0855

0.0045

0.304

F01

F02

F03

F04

部分許容避
難リスク

R D
A(i)

居室避難設計火災シナリオ

成長火災

0.016

生起確率

P i
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難リスクの値を部分許容避難リスクとして割り当てることにより、検証不要とした。スプ

リンクラー設備が有効である場合は、避難不能者が 0 人となることを確認できると考え、

シナリオ F01 とシナリオ F02 の部分許容避難リスクを 0 とした。シナリオ F02 を検証し避

難安全が確認できれば、シナリオ F01 は安全であることは明らかであるため検証を省略す

る。よって、残りの許容避難リスクをシナリオ F03 に割り振り設計火源を設定する。 

 

3) 設計火源 Qf 

・シナリオ F02 

スプリンクラー設備が有効な場合の設計火源は下式に示す定常火源を想定した。発熱

速度の大きさは第４章に示した考えに基づき算出する。スプリンクラー設備が作動しな

い発熱速度を採用した値である。親室の天井高は 2.8ｍであるので 367kW である。 

 

177194  pspf HQQ            再掲(4.22) 

 

・シナリオ F03 

設計火源は下式に示す成長火源を想定した。設計火源はリスク概念に基づく設計火災

成長率 αDをもとに設定する。 

 

2tQ Df                  再掲(6.12) 

  

設計火災成長率 αDの設定方法は第６章以下に示した部分許容避難リスク、当該居室

の在館者数 C0 とシナリオの生起確率をもとに火災成長率の分布から設定する方法で算

出した 5)。（式(6.16)） 

この設計火災成長率D(i)の下で死傷者が出ないこと（C(D(i))＝0）を確かめれば，必

然的に設計避難リスクは設計許容避難リスクを下回ることとなる。式(6.16)で図 8.6 の

シナリオ F03 の設計火災成長率D(3)を算出した結果を図 8.6 に示す。 

 

 
 

 

  0CP

R
df

i

D

iA

iD







              再掲(6.16) 

 

4）煙降下時間 tsおよび避難完了時間 teの算出による安全性の判定 

以上の設計火源のもとで、シナリオ F02、シナリオ F03 のそれぞれについて煙降下時

間と避難完了時間の算出を行う。下式に示すように避難完了時間が煙降下時間以下であ
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ることを確認する。 

 

se tt               (8.1) 

 

8.4 まとめ 

 

 リスクの概念に基づく設計法に基づき、典型的な事務所（居室面積 200 ㎡と 1200 ㎡）

の居室避難検証を実施して、本評価法の実務適用性を検証した。 

(1) 「検証免除」 

 大部分の居室は「検証免除」で検証が終了した。「検証免除」により、居室面積のみ

で検証を行うことが可能となるので、今回対象としたプランのように多くの子室を有す

る計画では居室避難検証の作業時間が大幅に短縮される。「検証免除」面積以下になる

居室は親室率の制限もないため、間仕切り変更後も再検証の必要がなくなり、検証作業

の軽減につながる。 

(2)「簡易検証」 

「検証免除」の条件を満足しない居室 6 室について「簡易検証」を実施した。「簡易

検証」は親室での蓄煙時間を利用しているため、一斉に避難開始するという条件のもと

で検証を実施した。その結果、6 室すべてが「簡易検証」の条件を満足した。なお、親

室が「簡易検証」の適用範囲外の廊下である場合も、親室を事務室とすることで安全側

の想定として検証を行うことが可能である。 

(3)「詳細検証」 

1 室を例として、スプリンクラー設備および排煙設備がある場合の「詳細検証」の手

順を示した。2 つの設備の奏功/不奏功で検証すべきシナリオは 4 つとなり、設計目標（部

分許容避難リスク）を設定することにより、検証するシナリオの削減が可能となる。例

えば、避難リスクを安全側に想定した場合でも設計目標の許容避難リスク以下となるシ

ナリオは検証が不要とすることができる。また、1 つの設備に対して複数のシナリオが

ある場合に不利な条件で検証することにより、有利な条件のシナリオの検証を省略可能

とすることができる。対象としたプランではスプリンクラー設備が有効に作動し、排煙

設備が不作動の場合のシナリオ、スプリンクラー設備が無効で排煙設備が作動のシナリ

オの 2 つを検証すればよいことが示された。 

(4)本評価法の実務適用性 

 本評価法においては、簡易な条件設定で多くの小規模居室の検証が行えるため、「検

証免除」および「簡易検証」の有効性が確認された。ただし、「簡易検証」については、

統計データに起因する対象用途の制限の問題、避難開始の遅れ、煙拡散の問題などに基

づいて適用範囲が存在する。実務では例として挙げたような単純な矩形ではないプラン

も多く存在し、現状の実務における評価では見通しの悪い居室に避難開始遅れを設けて
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いる。居室内の見通しの悪い部分に負荷を与えた検証は、不合理な排煙設備や防火扉の

増強につながる場合もあると考えられるため、十分な検討が必要であると思われる。し

かし、現状の「簡易検証」では階レベルの規模の居室でも比較的自由に設計することが

可能となるので、階避難での制限や二方向避難の要求、新たな避難開始時間の設定など

の「簡易検証」の適用範囲拡大のための検討が課題である。 

 

 

 

 

 

 

記号 

Ar：居室面積[m2] 

Asc：検証免除床面積[m2] 

B：設計出口幅[m] 

Bcrit：煙に支障なく避難可能な必要出口幅[m] 

Hlim：避難上支障のある煙層下端高さ[m] 

kρ：補正係数[-] 

l：歩行距離[m] 

lcrit：煙に支障なしで避難可能な限界歩行距離[m] 

pden：在館者密度[人/m2] 

Pextinguish：スプリンクラー設備に消火される確率[-] 

Pfailure：スプリンクラー設備が無効な場合の生起確率[-] 

Psprinkler：スプリンクラー設備により火災が抑制される確率[-] 

RD
A：設計許容避難リスク[人/件] 

Qf：火源発熱速度[kW] 

Qsp：スプリンクラー設備の作動条件に基づき設定される発熱速度[kW] 

C：避難不能者数数[人] 

t：時間[s] 

te：避難完了時間[s] 

ts：煙降下時間[s] 

α：火災成長率 [kW/s2] 

αD：設計火災成長率 [kW/s2] 
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第９章 総括 

 

 本研究では実務設計で多くの課題が指摘されている性能的避難安全評価に対し、居室

の避難検証に着目し、検証作業の省力化、スプリンクラー設備等の防火対策の効果を適

切に評価するための手法としてリスクの概念に基づく居室避難安全評価手法の提案を

行った。さらに、本評価法で提案した「検証免除」および「簡易検証」について、実在

する居室の条件との比較や事務室の居室内に間仕切りが設置される典型的な構成を例

としたケーススタディの実施により実務適用性を検討し、検証作業が大幅に削減可能と

なることが示された。以下に各章のまとめを述べる。 

 

第１章 序論 

 本研究の背景および目的、本論文の構成および既往の研究について述べた。 

 

第２章 リスクの概念に基づく居室避難安全評価手法の基本フレーム 

建築物の避難安全設計は、居室避難検証、階避難検証および全館避難検証で構成され

るが、その中で居室避難検証に着目し、居室避難検証の省力化や小規模居室の評価に対

する不合理さを解決する手段として、リスクの概念に基づく居室避難安全評価手法を示

し、またその基本的な考え方ならびに基本フレームを提案した。居室避難安全評価手法

は、当該居室の避難リスクが許容避難リスク以下となることを基本とし、防火対策の成

否に基づく火災シナリオのもとでリスクの概念に基づいて算出された設計火災成長率

で避難安全性を検証する。居室面積、歩行距離、扉幅の居室条件で簡易に居室避難安全

性を検証可能な「検証免除」、「簡易検証」を導入し、避難安全上配慮すべき居室のみ「詳

細検証」を行う仕組みとした。 

 

第３章 統計的分析に基づく許容避難リスク 

リスクの概念に基づく居室避難安全評価手法を実行するために必要となる設計許容

避難リスク（避難不能者数期待値に関する許容安全基準）の設定方法を提案することを

目的として、総務省消防庁の保有する火災統計データ等に基づき 8 つの用途の成長火災

の出火率や実火災時の避難リスクの分析を行った。そして、各用途の実火災時の避難リ

スクの状態を明らかにし、その結果、物販、事務所および住宅の避難リスクはその他の

用途と比較して低いレベルに位置することを示した。また、基準とする避難不能者数（許

容避難リスク）から、評価対象空間の出火率、床面積から設計許容避難リスクを算出す

る方法を提案した。 

 

第４章 防火対策の作動信頼性と効果の定義 

 本評価法では居室の火災時の避難安全に関わるスプリンクラー設備、排煙設備、防火
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シャッターなどの防火対策の作動/不作動の条件に基づき居室避難の火災シナリオを構

築する。それらの各シナリオの生起確率を設定するため、各防火システムの作動信頼性

を統計データの分析および既往の文献調査によって収集・整理した。特に、スプリンク

ラー設備については、その作動状況、火災の抑制状況に応じて、「消火成功」、「抑制成

功」、「抑制失敗」および「不作動」の 4 つの火源パターンに分類し、「消火成功」、「抑

制成功」をそれぞれ焼損床面積 0m2、1m2の火災と定義した。総務省消防庁の「火災報

告」の焼損床面積等のデータを利用し、設計火源との関係を整理した。また、総務省消

防庁の「火災報告」を利用して、それぞれの火源パターンの生起確率を明らかにした。 

 

第５章 リスク概念に基づく居室避難の「検証免除」手法 

 在館者数が少ない居室や出火率の小さい居室は在館者全員が避難不能と安全側に仮

定したとしても当該居室の避難リスクが許容避難リスクを超えないことに着目し、当該

室の避難リスクが許容避難リスク以下となる居室面積を、詳細な検証を免除可能な床面

積の上限値として用途ごとに算出した。本研究では目標とする許容避難リスクは標準的

な規模の住宅における避難リスクとした。その結果、空間用途の出火率、在館者密度が

高いほど検証免除面積は小さい値が算出され、火災あたりの死傷者の発生率を最も安全

側の設定の 1.0 とした場合、劇場等や飲食店等の検証免除面積は非常に小さい値となり、

「検証免除」による検証の省略化が期待できず、出火率の低い病院では殆どの病室の検

証を省力化できる可能性を示した。任意の用途の死傷者の発生率を住宅と同等の 0.14

とした場合の検証免除面積は死傷者の発生率を 1.0 と設定した場合の数値と比較して約

2.7 倍となることを示した。また、同様の手法を用いて、スプリンクラー設備が設置さ

れた居室の検証免除面積を算出し、スプリンクラー設備が設置されていない居室の数値

と比較して約 1.5 倍になることを示した。 

 

第６章 スプリンクラー設備が無設置の場合の居室避難の「簡易検証」手法 

スプリンクラー設備が設置されない居室を対象とし、避難リスクを許容避難リスク以

下に保つために、避難出口までの最大歩行距離、出口幅、親室率が満たすべき条件を与

える計算式を導いた。計算式は煙性状の簡易予測式を利用し、リスクの概念に基づいて

算出された設計火災成長率のもとで煙に曝されずに避難可能な限界歩行距離、必要出口

幅を算出する。また、この設計式を事務所、物販店舗、飲食店舗の 3 用途に適用し、既

往の評価法（防災計画指針に基づく手法、建築基準法の避難安全検証法に基づく手法）

と本評価法の設計水準の比較を行った。その結果、本評価法に基づくと限界歩行距離の

居室面積に対する依存性は低く、仕様規定と同様に居室面積に関わらず概ね一定値とな

ることが明らかとなった。 

 

第７章 スプリンクラー設備が設置された場合の居室避難の「簡易検証」手法 
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スプリンクラー設備が設置された居室を対象とし、スプリンクラー設備の奏功、不奏

功に応じて設定された設計火災シナリオの下で、リスクの概念に基づいて算出された設

計火災成長率で煙に曝されずに避難可能な居室条件（限界歩行距離および必要出口幅）

を算出するための設計式を提案した。また、スプリンクラー設備が設置されている場合

の奏功と不奏功のシナリオ、ならびにスプリンクラー設備が設置されていない場合につ

いて算出される居室条件の設計式の関係性を整理し、その上でスプリンクラー設備が設

置されている居室の居室条件の算出方法を提案した。また、スプリンクラー設備が設置

されている場合と設置されていない場合で要求される居室条件の差の比較やルート C

で設計された実在の居室の歩行距離および出口幅の調査結果と本評価法の簡易検証条

件（限界歩行距離および必要出口幅）と比較を行った。 

 

第８章 居室避難安全検証のケーススタディ 

第２章～第７章の検証法および条件設定に基づき、親室と子室の避難開始が一斉に行

われる仮定のもとで、事務所階でみられる居室内に間仕切りが設けられているレイアウ

トを対象にケーススタディを実施し、居室避難安全検証作業の省力化の可能性について

確認した。子室を多数保有するレイアウトにおいて、事務所の会議室程度の小規模な子

室については「検証免除」で検証を終了し、中規模の居室は「簡易検証」で検証可能で

あることが確認できた。親室と子室の避難開始が一斉に行われる場合には、今回想定し

たような親室のレイアウトでも「簡易検証」で検証可能であることが確認できた。 

 

 「簡易検証」は親室の用途や避難開始の条件など、いくつかの仮定を用いて構築して

いるため、今後は実務設計で多くみられる居室内の間仕切り構成についてさらに検証を

行い、「簡易検証」の実務適用性の向上を図りたい。 
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 (2) 必要出口幅 Bcrit 
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